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日次 月 日 曜 種 別 場  所 開 会 時 刻 摘  要 

１ ９月 ７日 水 本会議 議会議事堂 午前１０時 

・開  会 

・提案理由説明 

・議案審議 

２ ９月 ８日 木 休会 議会委員会室 午前 ９時 ・議案審議 

３ ９月 ９日 金 休会 村 内 一 円 午前 ９時 ・現地調査 

４ ９月１０日 土 休日    

５ ９月１１日 日 休日    

６ ９月１２日 月 休会 議会委員会室 午前 ９時 ・議案審議 

７ ９月１３日 火 休会 議会委員会室 
午前 ９時 

午後 １時 

・委 員 会 

・議案審議 

８ ９月１４日 水 休会 議会委員会室 午前 ９時 ・議案審議 

９ ９月１５日 木 本会議 議会議事堂 午前１０時 ・一般質問 

10 ９月１６日 金 本会議 議会議事堂 午前１０時 

・質  疑 

・討  論 

・表  決 

・閉  会 



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ 号 

９ 月 ７ 日 （ 水 ） 
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平成２８年第５回山江村議会９月定例会（第１号） 

 

平成２８年９月７日 

午前１０時００分開会 

於 議 場 

１．議事 

日程第 １        会議録署名議員の指名 

日程第 ２        会期の決定について 

日程第 ３ 同意第 ５号 山江村固定資産評価審査委員会委員の選任に関する同意

を求めることについて 

日程第 ４ 同意第 ６号 山江村教育委員会委員の任命に関する同意を求めること

について 

日程第 ５ 発議第 ６号 平成２８年熊本地震からの復旧・復興に係る特別な財政

措置を求める意見書案 

日程第 ６ 発議第 ７号 被災者生活再建支援法の改正を求める意見書案 

日程第 ７ 発議第 ８号 行政庁舎等再建についての国庫補助制度の創設を求める

意見書案 

日程第 ８ 議案第４６号 国営川辺川土地改良事業建設事業費の負担区分の変更に

ついて 

日程第 ９ 認定第 １号 平成２７年度山江村一般会計決算の認定について 

日程第１０ 認定第 ２号 平成２７年度山江村特別会計国民健康保険事業決算の認

定について 

日程第１１ 認定第 ３号 平成２７年度山江村特別会計簡易水道事業決算の認定に

ついて 

日程第１２ 認定第 ４号 平成２７年度山江村特別会計農業集落排水事業決算の認

定について 

日程第１３ 認定第 ５号 平成２７年度山江村特別会計介護保険事業決算の認定に

ついて 

日程第１４ 認定第 ６号 平成２７年度山江村特別会計後期高齢者医療事業決算の

認定について 

日程第１５ 認定第 ７号 平成２７年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業決算の

認定について 

日程第１６ 議案第４７号 平成２８年度山江村一般会計補正予算（第２号） 

日程第１７ 議案第４８号 平成２８年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算
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（第２号） 

日程第１８ 議案第４９号 平成２８年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第

２号） 

日程第１９ 議案第５０号 平成２８年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算

（第２号） 

日程第２０ 議案第５１号 平成２８年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第

２号） 

日程第２１ 議案第５２号 平成２８年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予

算（第１号） 

日程第２２ 議案第５３号 平成２８年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業補正予

算（第１号） 

日程第２３ 陳情第 １号 青少年健全育成基本法制定の為の陳情書 

日程第２４        議員派遣の件 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１０名） 

 １番 赤 坂   修 君           ２番 横 谷   巡 君 

 ３番 森 田 俊 介 君           ４番 西   孝 恒 君 

 ５番 立 道   徹 君           ６番 谷 口 予志之 君 

 ７番 秋 丸 光 明 君           ８番 中 竹 耕一郎 君 

 ９番 秋 丸 安 弘 君          １０番 松 本 佳 久 君 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名 

 議会事務局長  新 山 孝 博 君 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 村    長  内 山 慶 治 君   教   育   長  藤 本 誠 一 君 

 総 務 課 長  豊 永 知 満 君   税 務 課 長  山 口   明 君 

 企画調整課長  北 田 愛 介 君   産業振興課長  平 山 辰 也 君 

健康福祉課長  一二三 信 幸 君   建 設 課 長  白 川 俊 博 君 

 教 育 課 長  蕨 野 昭 憲 君   会計管理者  中 山 久 男 君 

 農業委員会 
         迫 田 教 文 君   代表監査委員  木 下 久 人 君 事 務 局 長 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） おはようございます。 

平成２８年第５回山江村議会定例会を招集する旨の告示により、その通知をしま

したところ、議員各位におかれましては、大変お忙しい中ご出席いただき、厚くお

礼申し上げます。 

本定例会に提案されます議案につきましては、後刻、村執行部より説明がありま

す。慎重にご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

本日の出席議員は１０名で定足数に達しております。 

それでは、６月１０日の定例議会以降の議会に関する諸般の報告をもってあいさ

つに代えさせていただきます。 

諸般の報告につきましては、お手元に配付しております主なものにつきましてを

ご報告申し上げます。 

６月１１日、「おひさま」文部科学大臣表彰受賞祝賀会、温泉ほたるでございま

した。 

６月３０日、人吉地区防犯連絡協議会が人吉警察署で開催されました。 

７月１１日、県道相良人吉線改良貫通促進期成会総会が改善センターにおいて開

催されました。 

７月２０日から７月２２日、平成２８年度全国森林環境税創設促進議員連盟定期

総会が飛騨高山で行われました。その折、２０日の日に福井県武生市のＪＡたけお

で研修いたしましたところ、ここは小さい農協ではございますけれども、分社化さ

れまして大変成功されているところでございます。その後、総会がありまして、総

会終了後、「森の恵 すべてがつながるエネルギー」ということで、ＮＰＯ法人活

エネルギーアカデミー理事長、山崎昌彦氏より講演がございました。大変有意義な

講演でございました。 

７月２６日、川辺川ダム促進推進協議会定期総会がポッポー館でございました。

その後、平成２８年度３期成会合同定期総会もポッポー館で開催されました。 

７月２８日、岐阜県神戸町より視察研修がありまして、村より私と総務文教常任

委員長、それと教育長が対応されまして、大変喜ばれて「いい内容であった、研修

でああった」ということで、お礼の手紙をいただいております。 

７月３１日、球磨郡消防ポンプ操法大会があさぎり町須恵文化ホールで開催され

ました。 

８月１日、県町村正副議長研修会が自治会館でございました。私と副議長が出席

しております。 
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８月１０日、下球磨議会議長連絡協議会総会が錦町役場でありまして、私と副議

長の中竹議員が参加しております。 

８月２３日、県町村議会常任委員長、運営委員長研修会が美里町文化交流センタ

ーでございまして、各常任委員長が参加しております。 

８月２９日から８月３１日まで、平成２９年度主軸事業要望及び行政視察研修を

行ってまいりました。主軸事業要望は７項目ほど要望してまいりまして、その後、

富山県のほうに研修に行きまして、舟橋村、日本で一番小さい村と駅舎が併設され

ました図書館の研修をしてまいりました。このことにつきましては、副議長の中竹

耕一郎議員のほうから研修内容の報告がございます。 

以上をもって、諸般の報告、お手元に配付しております主なものにつきまして、

ご報告申し上げました。以上をもちまして、議長の開会のごあいさつとさせていた

だきます。 

次に、一部事務組合の議会が開催されております。関係議員の報告を質問席から

お願いいたします。 

なお、お手元に資料が配付されております。 

人吉球磨広域行政組合議員、６番、谷口予志之議員より報告をお願いします。 

谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） おはようございます。 

それでは、平成２８年度第３回人吉球磨広域行政組合議会の定例会が８月２６日

に人吉球磨クリーンプラザ会議室において開催されましたのでご報告いたします。 

今回提出されました主な議案は、平成２８年度人吉球磨広域行政組合一般会計補

正予算、人吉球磨ふるさと市町村圏特別会計補正予算、また特別養護老人ホーム特

別会計補正予算の３件と平成２７年度人吉球磨広域行政組合一般会計歳入歳出決

算、また人吉球磨ふるさと市町村圏特別会計歳入歳出決算、また特別養護老人ホー

ム特別会計歳入歳出決算の認定、３件であります。 

会期につきましては、８月２６日一日限りと決定し、補正予算の３件については

原案のとおりに決定をいたしております。決算認定の３件につきましては、会計管

理者の決算説明と代表監査委員の決算審査意見書の報告を受けた後、日程を追加し

まして、平成２７年度決算特別委員会が設置されました。特別委員会の委員は人吉

から２名、上球磨から３名、下球磨から３名の８名が選任され、決定をされており

ます。その決算認定の３件については、その決算特別委員会のほうに付託をされて

おります。 

最後に、委員会の継続審査及び調査については、議会運営委員会及び決算特別委

員会から申し出があり、申し出のとおり決定し閉会をしております。 
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以上で、人吉球磨広域行政組合議会定例会の報告を終わります。 

○議長（秋丸安弘君） 以上で、一部事務組合議会の報告が終わりました。 

次に、平成２９年度主軸事業要望及び行政視察研修が実施されましたので、研修

報告を８番、中竹耕一郎議員より報告をお願いいたします。 

８番、中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） おはようございます。 

議会の陳情、要望につきまして、また併せて研修につきまして報告をさせていた

だきます。 

期日は、去る８月２９日から３１日、３日間であります。参加しましたのは、議

員１０名全員、要望につきましては初日だけ内山村長にも同行願っております。 

まず、陳情、要望でありますけれども、今回の要望活動は、平成２９年度の主軸

事業、住宅建設とか山村活性化支援事業、川辺川土地改良、農村集落活性化事業、

それから簡易水道の新設事業ほか管内道路整備に係る社交金事業についての要望で

ありまして、格段の配慮を要望したところであります。 

初めに、衆議院議員の金子恭之氏を訪ねまして、ほぼ１時間半程度、今回は割と

時間が取れまして、そこで懇談、要望を行ったところです。次に、参議院議員で現

在は厚労省の政務官であります馬場成志氏にも会うことができまして、たまたま所

管の簡易水道事業について要望したところであります。次に、参議院議員で前農林

水産省の中山間地域振興課長でありました進藤金日子氏、秋田県出身でありますけ

れども、金日子氏には、川辺川土地改良の事業推進について、２０分ほど要望、懇

談をしたところであります。その後、経済産業省に行きまして、松村祥史氏、現在

副大臣ですけれども、たまたまナイロビで外遊中で不在でありましたが、代理で中

小企業庁の新事業促進課長、名前は和栗さんという方ですが、和栗博さんに対応い

ただきまして、クリの新商品事業について要望したところであります。 

翌３０日は、富山市が誇ります市立図書館及びガラス美術館を研修先として訪問

しております。もともと薬瓶からスタートしまして、「ガラスの街とやま」という

ことで、象徴として再開発事業によりまして、昨年８月に完成をした建物でありま

す。美術館も併設しました複合施設で、大変にぎわいを見せ、魅力向上に寄与して

いるということであります。蔵書数は４５万冊、オリンピックスタジアムの設計で

知られている隈研吾氏の設計によります。もちろんＷｉ－Ｆｉ機能はもちろんであ

りますが、ＩＴを駆使しておりまして、総額５０億円の経費をかけて設備を整備さ

れているところであります。利用者につきましては、驚異的な利用者で、１日２,

１００人、貸出冊数が年間４０万冊ということで、富山県の方は非常に学習意欲が

極めて盛んだなということを感じたところであります。 
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午後からは、先ほど議長から話がありましたように、日本で一番小さい村、富山

県の舟橋村というところを訪ねたわけです。ここでは議長、それから総務課長、係

長、３名の方に対応いただいて説明を願ったところであります。昭和４５年に人口

が１,３５７人でしたけれども、今やもう倍の３,０６２人に倍増してるということ

であります。日本一小さい村、ここは１５歳未満の人口が２１.８％、面積が３.４

７ですから、２平方キロ、２キロ、２キロ四方の村だということであります。予算

的にはですね、１６億円ぐらいの規模であります。 

なぜ人口が増えたかといいますと、やっぱり８年間にわたって市街化調整区域を

見直して、宅地開発、もちろん公、それから官も含めてですね、宅地開発を含めて

いわゆる富山市のベッドタウンとして栄えてきたというところであります。特に併

設しておりました越中舟橋駅と図書館が併設されておりまして、ここの図書館も驚

くことに、１万８,０００人の登録者で、村外が１万５,０００人いるような状況で

あります。要するにそこの駅まで車で来て、自転車で来て、そこにとめて、あとは

私鉄の電車を使って富山まで行くと。パークアンドライド方式というんですが、そ

ういうふうなことで村の活性化を図ってるということでありました。しかしなが

ら、流入人口が増えてまいりますと、様々なまた課題も多く、いろんなことで悩ん

でおられるようでありました。 

役場職員は３２名で、教育委員会所管が９名、今、所管課は二つしかありません

でした。１人で何役もこなしておられる様子がわかります。特に子どもを大事に育

てるということで、庁舎内にも子どもが遊べる部屋が常設されておりました。 

図書館につきましては、先ほど言いましたように、駅に併設されまして、そこに

は商工会も入ってますし、他市町村からも利用者が多く、年間に１０万冊の貸し出

しがあるということで、ここの館長さんがですね、九州の都城出身で、この方が素

晴らしい能力がありまして、素晴らしい人材だなということで、非常にびっくりし

た状況でありました。 

最終日は石川県の加賀藩の３代藩主、前田利常侯がつくりました国宝であります

が、瑞龍寺というお寺を住職の説明で散策し、最後は射水市の海王丸パーク、それ

から新港大橋につきまして、市の政策課長の久々江課長の説明を受けまして、全日

程を終了したところであります。 

地方創生に向けて、いずれの自治体も必死であります。研修で得たことを生かし

ていきたいというふうに考えているところであります。あともって詳細につきまし

ては、書類として全議員から提出をお願いして、保管をしておきたいというふうに

思います。 

以上で報告を終わります。 
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○議長（秋丸安弘君） それでは、村長から行政報告の申し出がありました。これを許

します。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 皆様おはようございます。議長には発言の機会を与えていただ

き、ありがとうございます。 

本日、ここに平成２８年第５回山江村議会定例会を開催いたしましたところ、議

員の皆様には全員ご出席いただきながら開催できますことに対し、心から感謝を申

し上げます。 

まず、台風１２号が予報では九州直撃というような予報でありました。今、台風

が上陸しますと、もちろん生命、財産も心配されるところでありますけれども、山

江村の農作物の被害がということで、大変心配をしておりました。ただ、西のほう

に大きくそれまして、半径が小さい台風だったということであります。雨だけもた

らしたという台風でありました。一安心をしたところであります。ただ、台風シー

ズンまだ真っ直中でございます。１３号につきましても日本列島に接近しておりま

すし、今後、その状況を注視しながら、その対策も立てながらですね、被害を未然

に防ぐということが求められていようかと思うところであります。 

そして熊本震災であります。４月１４日、４月１６日の未明に発生した震度７の

地震におきましては、本当に県内各地に大きな地震の爪痕を残しました。改めてこ

の震災でお亡くなりになられました７０名の方々、心からご冥福をお祈りいたしま

す。発災後、被災を受けられた市町村のほうと連絡を取っておるわけであります

が、どういう支援ができるかということであります。ただ、今は何よりも人的支援

を求められておられます。本村におきましても、役場職員の現地への派遣等、罹災

証明の業務が主ということでありますけれども、そういう支援を継続して行ってい

るところであります。全ての被災者の皆さん方が、一日も早く安心して暮らせる被

災前の日常の生活に戻られますよう、心からご祈念を申し上げます。 

この地震におきましては、国においては９,０００億円近い予算化がされまし

た。県におきましても、早急に予備費を支出され、またそれを含めて２,０００億

円近い復興費を予算化をされておりまして、復興に国・県、被災された市町村を中

心に、全力を尽くされているところであります。ただ、この地震により、いわゆる

風評被害と言われるような産業、観光面での生産活動が可能な地域までもが、非常

に打撃を受けているという現状であります。観光クーポンも配られているところで

ありますけれども、そういう元気がある地域までもが元気を失ってしまうというこ

とになりますと、熊本県全体が沈んでしまうということになりかねませんので、人

吉球磨を含め、本村の果たす役割は大きいと自覚をしているところであります。着
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々とその歩みを、その元気を出してその歩みを進めることが肝心であろうかという

ふうに考えているところでございます。 

それでは、まず先般の議会後の行政報告、主なもののみを申し上げさせていただ

きたいと思います。 

６月１１日でありますけれども、お話グループのおひさまが文部科学大臣表彰を

受けられました。この受賞祝賀会に参加をしております。 

６月１４日でありますが、やまえ栗まつりの実行委員会、第１回目を開催してお

ります。 

それから、６月１７日が村政懇談会の最終日でありました。５月１０日から１カ

月と１０日ほどかかりましたけれども、この日で第１区を終了したということであ

ります。もろもろ各行政区から出ました要望、提案事項につきましては、８月２日

の区長会で、その報告をしているところでありますし、もう既に対処したものもあ

りますし、大きな予算を伴うものもございました。また、各地区で対応してもらう

というようなこともありましたので、その旨、その区長会で報告をさせてもらって

おります。 

６月１９日でありますが、１２区椎谷の高畠トモエさんが満１００歳を迎えられ

た誕生日でございましたので、そのお祝いに出かけております。ご本人、本当にお

元気でありまして、ゲートボールにも歩いて尾崎まで行かれるというようなことも

伺いまして、しっかりしておられる様子に大変うれしく思ったところであります。 

６月２１日は、現在山江村が進めておりますいわゆる交流事業でありますフット

パスの検討委員会が開催されております。 

それから、６月２２日には、小布施町よりこれは小布施堂の職員でありましたけ

れども、来庁されて、その対応をしておりますし、同じく２２日には、１１月に開

催をいたします産業振興まつりの実行委員会、第１回目を開催をいたしました。 

６月２４日でありますが、役場に若手のワーキンググループが四つのグループに

分かれて、今、営々とその課題につきまして話し合いを、ワークショップをしてい

るところでありますが、その全体の研修会を行わせてもらっております。講師に野

村総研の顧問の吉崎氏をお招きしまして、その講演をしていただいたところであり

ます。 

同じく２４日でありますが、万江地区の集落営農が始まって何度となく話し合い

を進めてもらっておりますが、その組織検討会に私のほうも参加をいたしました。 

それから、６月２９日でありますが、主要地方道坂本人吉線改良貫通促進期成会

の総会が山江のほうでございました。 

そして６月３０日は、大平教育長の退任式でございました。従いまして７月１日
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につきましては、藤本教育長の就任の辞令交付式を行わせてもらっております。 

７月２日、３日は、郡民体育祭の球技大会を中心に行われております。 

それから、７月１１日は、県道相良人吉線改良貫通促進期成会総会がございまし

た。２年間私会長を務めさせてもらいましたけれども、今回、八代市の市長のほう

にその会長をお譲りしたということでございます。 

７月１４日、やまえ栗まつりの実行委員会第２回目を開催いたしまして、７月１

５日には、そのやまえ栗のコンソーシアムを開催しました。これにつきましては、

産・学・官によりまして、いわゆるやまえ栗を中心とした産業化を図ろうとする会

議を持っております。このコンソーシアムの成果の発表の場がですね、やまえ栗の

栗まつりということになるわけであります。 

それから、１７日には郡民体育祭、水泳が行われております。 

７月２０日の日には、総合計画をつくって、これはまち・ひと・しごとの総合戦

略をつくっておりますけれども、その地方創生の総合戦略の検証委員会議を行わせ

てもらっております。つくった後のその進捗状況について、委員の皆さん方にご報

告をさせてもらったところであります。 

それから、７月２４日、郡民体育祭、陸上で、これで本年度の郡民体育祭全て終

了ということであります。山江村は総合で７位という結果でした。今年は県民体育

祭は中止ということでありますけれども、来年は人吉球磨がその県体を迎えるとい

うことになりますので、郡民体育祭はその予備として、また競技力の向上のため開

催をしたというところでありますけれども、優勝がソフトボールが団体で優勝して

おります。準優勝としてボウリングとゲートボール（男子）、それからクレー射撃

が準優勝でありました。それから、３位が四半的と卓球競技が第３位ということで

ございます。水泳、陸上ともそれぞれ選手も出て活躍してもらっているところであ

りますが、個人の部を３位以内の方をちょっと時間をいただき紹介させていただき

たいと思いますけれども、卓球の男子６０歳以上で西政明さんが優勝されておりま

す。クレー射撃におきましては、横山守さんが２位、ボウリングにつきましては、

松本美帆さんが３位ということであります。それから、陸上競技のほうでは、２９

歳以下の４００メートルリレーでは、山江村が優勝したということでございます。

そして水泳につきましては、１位、優勝者だけ紹介いたしますと、２５歳以上の背

泳ぎで岡本崇さんが優勝、それから２５歳未満の２５メートル平泳ぎで立山智広さ

んが優勝というような結果でございました。 

それから、同じく２４日でありますけれども、日本遺産魅力発信推進事業アドバ

イザーとの情報交換会という事業があります。日本遺産につきましては、認定以来

その動きをつくっております。事務局は人吉の教育委員会にありますけれども、今
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回、そのアドバイザーとして、先ほど中竹議員から話がありましたけれども、建築

家の隈研吾氏をそのアドバイザーの１人として、また無印商品等のデザインをされ

ました原研哉氏をその２人をアドバイザーとして迎え、日本遺産の総合的な建築、

デザインをしていこうということになっておりまして、その隈研吾、原研哉さんと

の情報交換会を人吉市で行わせてもらったところでございます。 

それから、７月３１日は球磨郡の消防ポンプ操法大会でございました。本村から

２分団が代表として出場をしてもらっております。出来映えは非常に良く、これは

上位入賞だと私は思ったわけでありましたけれども、減点の箇所があったというよ

うなことでありますが、全体では６位ということでありました。２分団の皆さん

方、本当に連日連夜の練習、大変ご苦労様でございました。 

それから、８月３日から５日にかけて、東京のほうに、そして茨城県のほうに出

張しております。３日の日につきましては、全国ＩＣＴ教育首長協議会設立の会が

行われております。これにつきましては、ＩＣＴ教育を推進されておられます市町

村の首長が集まりまして、文科省に対していろんな支援策を、もちろん財政面の支

援が中心になりますけれども、それを呼び掛けていこう、そしてまたＩＣＴ教育を

全国隅々まで浸透させようという会であります。この会の趣旨に賛同いただきまし

た首長、全国で９４の首長がおられました。設立の準備会みたいなものであります

から、１０月にまた改めて設立の会を開催するということでありますが、１,７４

１の全国市区町村がありますけれども、そのうちの１割以上、２００弱の設立の自

治体の参加を求めていくということであります。私につきましても、前々からシン

ポジウムのパネリストをさせてもらったりしておりましたので、その発起人の１人

として参加をさせてもらっております。それが午前中終わりましてから、午後から

人吉球磨の町村長と合流しまして、球磨郡の管内における主軸事業要望を３日が国

会議員の方々、それから４日が関係省庁を回ったところであります。 

８月４日は茨城のほうに移動いたしまして、現在、ミシマサイコの栽培が球磨郡

各地で行われておりますけれども、そのミシマサイコを株式会社ツムラが全量引き

取りながら、漢方薬として出されているわけですけれども、そのツムラの薬草工場

及び漢方記念館を視察、研修をさせてもらっております。これにつきましては、ツ

ムラの人吉球磨工場があさぎり町のほうに今できようかとしております。広域行政

の議員の方もおられますけれども、広域行政から基金の７,５００万円を拠出いた

しまして、その工場建設のほうに助成をしているというところでもあります。 

それから、８月６日でありますが、山江未来塾、いわゆる１００人委員会の懇談

会がありまして、九つの部会がありますけれども、九つの部会の部会長を決めても

らっております。今日は農業部会が開催されるということでございますけれども、
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本当に未来塾の方々、ワークショップを中心に日々話し合いをされているというこ

とでありまして、大変ありがたく感謝を申し上げる次第であります。 

それから、８月１６日から１７日にかけまして、役場各課との事務打ち合わせを

行わせてもらいました。新年度から半年経過をしようとしておりますので、その今

までの進捗状況、また年度末に向けての課題について、課長を中心とした関係各課

と打ち合わせを行わせてもらったということでございます。 

それから、８月２５日でありますけれども、これは熊本県議会議長に対しまし

て、球磨郡の管内主軸事業につきましての要望を行ったところでございます。 

そして８月２９日から３０日にかけましては、議員の皆さん大変お世話になりま

したけれども、議会の議員研修で国会議員のほうに要望されるということでありま

したので、私も同行させてもらいながら、これにつきましては、山江村の２９年度

事業につきまして、予算要望をさせてもらったところであります。同行させていた

だきまして大変ありがとうございました。 

それから、８月３１日でありますけれども、山江村の総合エネルギー検討委員会

を開催いたしました。いわゆる新エネルギーといいますか、代替エネルギー、いわ

ゆる自然エネルギー、山江村には諸々の資源がございますので、その資源を活用し

ながら、新しいエネルギーを具体的に実践をしていこうというような会議でござい

まして、その第１回目の検討委員会を開催させてもらったところであります。 

それから、９月２日につきましては、栗まつりの実行委員会、第３回目を行わせ

ていただきました。予算も決定しまして、４００万円弱の予算を決定いただきまし

た。その半分は県の補助事業をとりまして、まつりに向けての大枠がもう固まった

というようなところであります。 

それから、９月５日でありますけれども、（株）やまえの取締役会を開催いたし

ました。経営状況等々につきまして協議をしたところであります。これにつきまし

ては、一般質問にも出ておりますので、その折、また詳しくご説明をさせていただ

ければと思います。 

それでは、若干の最近の動きにつきまして、私が感じたことにつきまして、ちょ

っとおつなぎ、また意見を述べさせてもらいたいと思いますけれども、まず、２８

年度の国の補正予算が閣議決定をされたということであります。９月中には議会に

おきまして決定をなされるというようなことでありますけれども、２８兆円を超え

る国の補正予算でありました。ただ、市町村に関係あります予算につきましては、

４兆１,１４３億円であります。 

内容につきましては、一億総活躍社会の実現の加速ということで、いわゆる社会

保障費関連の予算が７,１１９億円であります。それから、２１世紀型のインフラ
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整備、安倍総理は「未来への投資」という言葉をよく使われますけれども、その予

算が１兆４,０５６億円でございます。それから、英国のＥＵ離脱に伴う不安定な

どのリスクへの対応並びに中小企業小規模事業者への地方の支援として４,３０７

億円、それから熊本震災東日本大震災からの復興や安全・安心、そして各地域の防

災対応の強化として１兆４,３８９億円、それから、東日本大震災への繰り入れが

１,２７２億円であります。まだメニューが今から見えてくるということでありま

すけれども、本村が抱えております課題につきましては、もちろん地方創生の総合

戦略会議の中で、６２の事業を打ち出しておりますが、それと照らし合わせなが

ら、まだ課題解決のための事業を引き出しにしまっておりますので、そういう事業

と照らし合わせながらですね、この予算を１円でも多く取りにいきたいと考えてい

るところであります。 

そして、本村関係でありますけれども、現状につきましては、村政懇談会を行い

まして、全て終了しながら、防災デジタル無線の説明、それから公共交通機関のま

るおか号の説明を行いました。結果につきまして、また住民の皆さん方から出た結

果につきましては、区長会にもう既にお返しをしたところであります。そして山江

未来塾、いわゆる１００人委員会がもう動きを始めております。本当に活発に動き

をしてもらっているところであります。 

それから、福祉の予算につきましては、高齢者に対しましての鶴さん・亀さん応

援手当も募集をしているところでありまして、子ども医療助成に対する高校までの

医療費無料化についても既に実施をさせてもらっているところであります。また、

商工業の支援策として、プレミアム券を発券をしております。１万円で１万２,０

００円分のものが買えるということでありますけれども、７月に発行をいたしまし

て８月末までにもう既に１,０００万円を超えたということであります。２,０００

万円の予算を組んでおりますので、また積極的に村民の皆様方、ご購入いただき、

村内の経済を回す特効薬でも即効薬でもありますので、ぜひご利用をお願いしたい

と思うところであります。 

それから、各プロジェクトと委員会でありますけれども、学校給食に安心・安全

な給食の食材を提供する、いわゆる地産地消の食材を提供するというものを始めて

おります。この委員会ももう始めておりまして、現在７月１日からその食材の提供

を始めたということであります。一挙にその地産地消を進めるということは、なか

なか現場では難しゅうございますけれども、今後５年間のうちの２年目であります

けれども、その５年後には４０％か５０％、少なくとも半分以上の食材を提供でき

るシステムを、これは国の交付金事業でありますから、１００％国のお金でありま

すけれども、継続してやっているところであります。 
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それから、地域公共交通の検討プロジェクトでありますけれども、来年４月１日

に実施します新しいまるおか号の区域、各家まで、ドア・トゥ・ドアでいくという

事業でありますけれども、その検討委員会も秋には中身を確定させながら、法手続

に入っていきたいと考えているところであります。 

それから、２０２５年問題と言われます、要するに地域医療の問題でありますけ

れども、今後の地域医療、いわゆる介護と医療とそれから予防医療をどのような山

江型で展開したらいいのかという委員会を立ち上げて、現在、委員会で検討中であ

ります。 

それから、フットパスの事業につきましては、もちろんその観光振興という面で

ありますけれども、ただ観光振興というよりも、村民の方々と交流をしてもらいな

がら、できればツーリズムとして山江村に宿泊してもらう。温泉センターに宿泊し

てもらう。また、ツーリズムのいわゆる農家民宿に宿泊してもらうというような仕

組みをつくっているところでありますし、この事業につきましては、９月２５日、

栗まつりと同時開催といたしまして、まず第１回目のその実験と言ったらおかしい

んですけれども、第１回目を開催するというような運びになっております。 

それから、山江の総合公園の検討プロジェクト委員会でありますけれども、検討

委員会、プロジェクト委員会、様々な意見が出ております。全国の公園の協会の理

事長であります蓑毛先生も、有識者と向かい合いながら、何度となく会議をしなが

らということでありますけれども、広く村民の方々に意見を求めつつ、その意見を

集約しながら、どのような公園が山江村に合うのかというのを検討していこうとい

うことになっております。現在、そのアンケートを集計されながら、いわゆる山江

村の経済に結び付くような公園としての研究を今、なされているというところでご

ざいます。 

それから、集落営農組織は万江地区が立ち上がろうとしております。 

それから、先ほど申し上げました栗コンソーシアムでありますけれども、これは

産・学・官でいわゆる産業界はやまえ堂、山江村物産館、そして人吉旅館の女将を

入れまして、実は人吉旅館の女将はやまえ栗を使っていろんな商品を開発されてお

ります。それが発端となって、実は人吉の温泉旅館の女将さん達が、それぞれの旅

館でやまえ栗を使った一品料理をおもてなしとして作成するというようなことにな

っているようでありますけれども、栗まつりの際には、その女将がつくった栗の商

品も展示するというようなことになっているわけであります。そういう産業界か

ら、それから学としては、その地域づくり研究所の東大の研究員が参加しておりま

すし、官としては、熊本県の振興局長が毎回参加してもらっておりますし、県南の

フードバレーの事務局の担当者も参加してもらっております。そういう中で、やま
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え栗を中心とした産業をどうつくっていくかというような話し合いを現在している

ところであります。その成果発表の一環として、９月２５日の栗まつりを開催する

ことは先ほど申したとおりでございます。 

ハード事業もございますが、現地を見ていただくということであります。もう既

に入札をしたものもございますけれども、最後、この栗の産業化につきまして、私

の思うところを述べさせてもらいたいと思うわけでありますけれども、よく全国の

市区町村の所得ランキングというのが出てきます。ご案内のとおり、人吉球磨は非

常に低く、これは新聞に公表されておりますので、球磨村が最下位で、その次が山

江村でというような結果が出ております。私も非常に気になりまして、全国市区町

村の所得ランキング２０１５年版ですけれども、ちょっとネットで検索して出させ

てもらいました。１位はご案内のとおり、東京の港区であります。これ１,０００

万円を超えております。もちろん２位が千代田区と続くわけですけれども、３位に

北海道の猿払村というのが出てまいります。７８４万円の所得があるということで

ありますけれども、ここはホタテ漁がえらい好景気でですね、その所得を上げてい

るというようなことでした。あと渋谷区云々として、１位から１,７４１番目まで

ずっと書いてあります。３６ページにわたるわけであります。山江村、人吉球磨を

探してみますと、もちろん前のほうにはありませんでですね、一番最後のページに

やっぱり出てくるわけであります。最下位の１,７４１位がお隣の村でありまし

た。その次が山江村だったのんですけど、山江村は若干上がりまして、下から１、

２、３、４、５、６、７番目であります。全国からワースト２位だったんですけ

ど、６位ほど上がったというようなことであります。で、ほかの湯前、相良、五

木、錦、あさぎり、水上等々を見てみますと、一番最後のページに全部あるわけで

す。いわゆる１,６５６位から１,７４１位までの間に、この球磨郡の町村が入って

いる。もちろんこれは収入ではありませんので、所得でありますから、収入から経

費を引いた所得分ということになるわけで、参考にしかならないといえばそれまで

ですけれども、そういう状況の中でやっぱり私たちは、人吉球磨のＧＤＰといわれ

る総生産をいかに上げていくかということが求められているんだろうと思います。

もちろん若者定着もそのＧＤＰを上げることでしか定着しないんじゃなかろうかと

いう気がいたします。 

私、先般、東京のほうでＩＣＴ教育のソリューションがありまして、一つのセミ

ナーを持たせていただき話しました。山江村の子どもたちの学力は高いんだという

ことをその成果を持って出しました。全国一高いという秋田県よりも相当山江村の

小学生は学力が高いというような数字を出しました。ただ、会場からこういう質問

が出ました。全国１位、全国で一番学力が高い県と言われる秋田県は、その学力が
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高いがゆえに過疎化が一番進んでいる。いわゆる秋田県に残らず全部出て行ってし

まう、その件について山江村長はどう考えられますかというようなちょっと意地悪

な質問であったわけでありますが、私は子どもたちには一切責任はないわけであり

ます。やはり私たち大人がそういう子どもたちがちゃんと定着できる環境をつくっ

てやらなくちゃいけないんだろうというような返事をしたところでありました。地

方創生の目的は、まさにそこであるわけでありますけれども、もう一言言わせます

と、私が今から２０年ほど前、ＰＴＡ会長をしていた頃は、クリの生産は５００ト

ン近くありました。日本一のクリ生産農家になるんだと、卒業式の将来の夢で、そ

れを言う子どもたちもいたわけでありますけれども、現在はそういう子どもたちは

なかなか見つかりません。ということを含めて考えますと、山江にもせっかくブラ

ンド化していたといいますか、しているとも言えるかもしれませんが、やまえ栗が

まだ注目をされております。東京方面に行きますと、カフェコムサをはじめやまえ

栗を使った栗ですということで商品化がたくさんなされている。クリのスイーツを

中心としたお菓子屋さん、いわゆるパティシエは、まだまだやまえ栗の商品を使っ

てみたいんだという方がおられるということは、やはりこのやまえ栗をつくるこの

環境というのを、やはり誇りを持たなくちゃいけないんだろうと思います。 

先般、蒲島知事とちょっと話をしておりましたら、蒲島知事がこういうことをお

っしゃいました。ＥＰＳＨということをおっしゃいました。何ですか、それはとい

うことになるわけですけれども、県の四つの柱は、ＥＰＳＨだとおっしゃるわけで

す。ＥはエコノミーのＥとおっしゃいます。要するに経済をいかに回すか、経済を

いかに活性化させるかのＥであります。Ｐはプライドであります。いわゆる誇りを

どう取り戻すか、誇りをどう持つかというＰであります。Ｓはセーフティでありま

した。いわゆる安心・安全なこの熊本県をつくっていくんだと。Ｈはホープであり

ます。夢であります。 

今回のクリの事業につきましては、単なるクリの祭りをするというのみならず、

村民の皆様とともにですね、その郷土愛を育み、誇りを深めながら、まさに夢を持

って経済を回していく。また、そのことが安心・安全なこの山江村という地域をつ

くっていくということにつながろうかと思うわけであります。ぜひそういう長期的

なこのやまえ栗につきましての取り組みが、必ずや日本一のクリ生産農家になるん

だという子どもたちが出現することを期待もしているところでございます。 

現在１００人委員会、未来塾が動いているところでありますけれども、まさにそ

の１００人委員会の目的は、この誇りと夢と経済と安心・安全であろうかと思いま

す。村民の皆様方とともにしっかりと歩みを進めていきたいと思っておりますの

で、議員並びに村民各位のご理解をご協力をよろしくお願いを申し上げます。 
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本日、村長提案させてもらいます議案につきましては、人事案件が２件、議案が

１件、決算認定に関する議案が７件、補正予算議案が７件、計１７件でございま

す。どうぞ慎重にご審議いただきながら、よろしくご決定賜りますようお願い申し

上げまして、あいさつといたします。 

ご清聴ありがとうございました。 

ちょっと訂正をいたします。原稿見らずに私しゃべっておりまして、先ほど栗コ

ンソーシアムの中で人吉旅館と申しました。実は一富士旅館の女将でありましたの

で、訂正させていただきたいと思います。大変失礼いたしました。 

○議長（秋丸安弘君） これで、村長の行政報告が終わりました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 開会宣言 

○議長（秋丸安弘君） ただいまから、平成２８年第５回山江村議会定例会を開催いた

します。 

これより、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（秋丸安弘君） 議事日程に従いまして、日程第１、会議録署名議員の指名を行

います。 

山江村議会会議規則第１２４条の規定によりまして、２番、横谷巡議員、３番、

森田俊介議員を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定について 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

本件につきましては、８月２６日、議会運営委員会が開催され、会期の日程等に

ついて協議がなされております。議会運営委員長の報告を求めます。 

１０番、松本佳久議員。 

○議会運営委員長（松本佳久君） おはようございます。 

平成２８年第５回山江村議会定例会につきまして、去る８月２６日午後３時から

議会運営委員会を開催し、本議会全般について協議し、日程を決定しておりますこ

とをご報告申し上げます。 

会期につきましては、本日７日から１６日までの１０日間としております。本

日、開会、提案理由の説明、午後から議案審議となっております。８日は休会で、

午前９時から議案審議、９日は休会で、午前９時から現地調査を行うことにしてお

ります。１０日から１１日は休日、１２日から１４日までの３日間は休会で、午前
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９時より委員会及び議案審議としております。９日目、１５日は一般質問で終了後

散会としております。なお、７名の議員から通告がなされておりますが、発言の順

序はくじ引きで決定しており、時間については、質問、答弁含めて６０分となって

おります。１０日目、１６日に質疑・討論・表決を行い、閉会ということに決定し

ております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（秋丸安弘君） これで、議会運営委員長の報告が終わりました。 

お諮りいたします。会期の決定については、委員長報告のとおり決定することに

ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。 

日程第２、会期の決定については、議会運営委員長の報告のとおり決定いたしま

した。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 同意第５号 山江村固定資産評価審査委員会委員の選任に関する同意を求

めることについて 

○議長（秋丸安弘君） 日程第３、同意第５号、山江村固定資産評価審査委員会委員の

選任に関する同意を求めることについてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、同意第５号についてご説明申し上げます。 

山江村固定資産評価審査委員会委員の選任に関する同意を求めることについてで

ございます。 

次の者を山江村固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法第４２

３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。平成２８年９月

７日提出でございます。 

下の表でありますけれども、住所が山江村大字万江甲９６１番地の１。氏名が橋

本誉氏であります。生年月日につきましては、昭和５３年１月２４日、３８歳にな

られます。任期につきましては、平成２８年１０月１日から平成３１年９月３０日

まで。３年間となっております。 

提案理由でございますけれども、現委員の中村直人氏の任期満了に伴い、本人が

辞意の意向でございましたので、新たに橋本誉氏を適任者と認め、選任したいので

提案させてもらうというものでございます。 

橋本誉氏の主な略歴でありますけれども、平成２６年４月１日から平成２７年３

月３１日、１年でありますけれども、万江保育園の保護者会長をされております。
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それから、山江村生活安全推進委員会の委員として、同じく２６年４月１日から翌

年の３月３１日まで委員を務めてもらっております。現在は、建築業に従事をされ

ておられるということでありまして、特に固定資産評価につきましても、家屋につ

いて非常に詳しいということであり、適任者と認め選任を提案させてもらうもので

ございます。 

以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 同意第６号 山江村教育委員会委員の任命に関する同意を求めることにつ

いて 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第４、同意第６号、山江村教育委員会委員の任命に

関する同意を求めることについてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 同意第６号について、ご説明申し上げます。 

山江村教育委員会委員の任命に関する同意を求めることについてでございます。 

次の者を山江村教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。

平成２８年９月７日提出でございます。 

表を見ていただきますと、住所が山江村大字万江７６７番地の１。氏名が廣田昭

信氏でございます。生年月日につきましては、昭和３９年８月２２日でありまし

て、現在５２歳でございます。任期につきましては、平成２８年１０月１日から平

成３２年９月３０日までの４年間、教育委員につきましては、４年間となっておる

ところであります。 

提案理由は、任期満了に伴い、引き続き廣田昭信氏を適任者と認め任命したいの

で、提案させてもらうというものでございます。 

廣田昭信氏は、球磨工業高校を昭和５８年３月に卒業後、仕事に就かれまして、

その後、万江小学校のＰＴＡ副会長を平成１９年４月から１年間、それから万江小

学校のＰＴＡ会長として平成２０年４月から１年間、そして万江小学校の学校評議

員を２１年度、２２年度の２カ年間務めてもらっております。委員として、平成２

３年３月１９日から第１期目を１年６カ月務められた後、再任されまして、平成２

４年１０月１日から２８年９月３０日まで４年間を務められることになります。現

在５年６カ月の教育委員としての履歴がございますけれども、ご本人を適任者と認

めまして、引き続き教育委員をお願いするということで提案させてもらうものでご

ざいます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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 日程第５ 発議第６号 平成２８年熊本地震からの復旧・復興に係る特別な財政措置

を求める意見書案 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第５、発議第６号、平成２８年熊本地震からの復

旧・復興に係る特別な財政措置を求める意見書案を議題とし、提案者の説明を求め

ます。 

１０番、松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 発議第６号の提案理由を説明いたします。 

平成２８年８月２５日、山江村議会議長、秋丸安弘様。提出者、山江村議会議

員、松本佳久。賛成者、山江村議会議員、谷口予志之。 

平成２８年熊本地震からの復旧・復興に係る特別な財政措置を求める意見書案。 

上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１３条の規定により提出します。 

提案理由、４月１４日、１６日に発生した熊本地震は、今なお終息の兆しを見せ

ず気象庁地震火山部発表の速報値によれば、４月１４日以来本日９月７日午前７時

までの震度１以上の回数は２,０７３回となっております。 

この地震により、熊本県内にも多大な災害が発生し、多くの尊い人命と財産が失

われました。被災地では、まだまだ多くの方々が避難生活を余儀なくされるなど、

大変なご苦労をされております。 

そこで、熊本地震災害からの復旧・復興に向けての特別措置について、国へ意見

書を提出するものです。 

２枚目に意見書案を添付しておりますが、その最後の３行だけを読み上げます。 

平成２８年熊本地震からの復旧・復興に係る特別な財政措置を求める意見書案。

ずっと行ってもらいまして、下の３行です。よって、国におかれては、新たな補助

制度の創設や補助率のかさ上げなどの財政措置及び地方負担分を極小化するための

特別交付税の別枠措置など、東日本大震災を踏まえた財政負担等に係る特別な立法

措置を講じられるよう強く要望する。 

以上で説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 発議第７号 被災者生活再建支援法の改正を求める意見書案 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第６、発議第７号、被災者生活再建支援法の改正を

求める意見書案を議題とし、提案者の説明を求めます。 

４番、西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） それでは、発議第７号について説明をいたします。 

平成２８年８月２５日、山江村議会議長、秋丸安弘様。提出者、山江村議会議

員、西孝恒。賛成者、山江村議会議員、赤坂修議員。 
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被災者生活再建支援法の改正を求める意見書案を別案のとおり、会議規則第１３

条の規定により提出します。 

提案理由としましては、先ほど発議第６号で提案されました熊本地震に係る理由

と同じでありますが、早急に被災者の生活再建に向けた支援法の改正を国へ対し意

見書を提出するものであります。 

以上で説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第７ 発議第８号 行政庁舎等再建についての国庫補助制度の創設を求める意見

書案 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第７、発議第８号、行政庁舎等再建についての国庫

補助制度の創設を求める意見書案を議題とし、提案者の説明を求めます。 

２番、横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 発議第８号について、提案理由の説明をいたします。 

平成２８年８月２５日、山江村議会議長、秋丸安弘様。提出者、山江村議会議

員、横谷巡。賛成者、山江村議会議員、秋丸光明議員。 

行政庁舎等再建についての国庫補助制度の創設を求める意見書案を別紙のとお

り、会議規則第１３条の規定により提出します。 

提案理由でありますが、発議第６号、７号でもございましたが、熊本地震により

熊本県内の多くの行政庁舎が被災をし、仮庁舎や施設分散などにより、行政サービ

スが十分に発揮できないなど大きな問題となっております。問題解決のためには、

早急な庁舎建設が求められるところですが、建設に対する財源確保の問題があるこ

とも事実であります。このことからも庁舎等再建に向けての補助制度の創設を強く

求める意見書を国へ提出するものであります。 

意見書の２ページを見てください。この中の記、１番、行政庁舎等の再建におい

て、応急工事や調査、仮設庁舎の建設も含めた国庫補助制度を創設すること。２、

あらゆる災害において、防災拠点機能を発揮できるよう行政庁舎等の耐震化を含む

拠点機能の充実等に要する費用については、国庫補助制度を創設すること。 

以上で説明を終わります。 

○議長（秋丸安弘君） お諮りします。ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご異議

ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。 

再開時刻を１１時１５分といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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休憩 午前１１時０７分 

再開 午前１１時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第８ 議案第４６号 国営川辺川土地改良事業建設事業費の負担区分の変更につ

いて 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第８、議案第４６号、国営川辺川土地改良事業建設

事業費の負担区分の変更についてを議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、議案第４６号についてご説明申し上げます。 

国営川辺川土地改良事業建設事業費の負担区分の変更についてでございます。 

国営川辺川土地改良事業建設事業費のうち、山江村が負担すべき地元負担金の全

部、または一部について別案のとおり負担区分を変更するものとするというもので

ございます。平成２８年９月７日提出でございます。 

提案理由でございます。国営川辺川土地改良事業計画変更等に伴いまして、国、

県、市町村及び受益農家の負担割合が変更となりました。このために提案をさせて

もらうものでございます。 

１枚開けてもらいますと、国営川辺川土地改良事業建設事業費の負担区分がござ

います。括弧書きが下の括弧書き表に変更するというものでありますが、主なもの

のみをちょっと述べさせてもらいますが、基本的には国営川辺川土地改良事業につ

きましては、事業の柱が三つございます。農業用排水事業、いわゆる灌排事業と言

われるものであります。それから農地造成事業、そして区画整理事業であります。

山江村としては、農地造成事業が大変多く面積を有しているということであります

し、農業用の灌排事業につきましても、数多くの灌排事業を実施しているというよ

うなところでもございます。 

まず、農業用排水事業でありますけれども、改正前は農業用排水事業費のうち地

元負担に相当する額として、備考に国６０、県２８、地元１２と書いてございます

けれども、農業用排水事業は今回の変更につきましては、全て国・県で負担をする

ということになっております。 

それから、農地造成事業につきましては、以下書いてあるとおりでありまして、

この内容につきましては、また議案審議、また一般質問等々でも出ておりますの

で、詳しく経緯も含めまして、ご説明を申し上げたいと思います。 

それから、区画整理事業でありますけれども、これは負担額につきましては、２
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３.９％が２２.１％に減ったというようなことでございます。備考欄にまた詳しく

載っております。 

従いまして、計画変更につきましては、その負担割合が変わってきます。また改

めて数字等を出さないとわかりにくい部分もありますので、説明を申し上げたいと

思います。今回、この決定に伴いまして、その事業としましては、農家の方々の説

明を開催しまして、またその国営を廃止するという同意につきましての印鑑を、同

意の取得印鑑を取っていくということになるわけであります。これは６市町村の同

文議決でありますので申し上げておきます。 

以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第 ９ 認定第１号 平成２７年度山江村一般会計決算の認定について 

 日程第１０ 認定第２号 平成２７年度山江村特別会計国民健康保険事業決算の認定

について 

 日程第１１ 認定第３号 平成２７年度山江村特別会計簡易水道事業決算の認定につ

いて 

 日程第１２ 認定第４号 平成２７年度山江村特別会計農業集落排水事業決算の認定

について 

 日程第１３ 認定第５号 平成２７年度山江村特別会計介護保険事業決算の認定につ

いて 

 日程第１４ 認定第６号 平成２７年度山江村特別会計後期高齢者医療事業決算の認

定について 

 日程第１５ 認定第７号 平成２７年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業決算の認

定について 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第９、認定第１号から日程第１５、認定第７号ま

で、平成２７年度山江村一般会計特別会計決算の認定となっております。 

お諮りいたします。山江村議会会議規則第３６条の規定により、一括上程したい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。一括上程をいたします。 

それでは、日程第９、認定第１号、平成２７年度山江村一般会計決算の認定につ

いて、日程第１０、認定第２号、平成２７年度山江村特別会計国民健康保険事業決

算の認定について、日程第１１、認定第３号、平成２７年度山江村特別会計簡易水

道事業決算の認定について、日程第１２、認定第４号、平成２７年度山江村特別会

計農業集落排水事業決算の認定について、日程第１３、認定第５号、平成２７年度
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山江村特別会計介護保険事業決算の認定について、日程第１４、認定第６号、平成

２７年度山江村特別会計後期高齢者医療事業決算の認定について、日程第１５、認

定第７号、平成２７年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業決算の認定についてを

議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、ご説明申し上げます。 

まず、認定第１号でございます。平成２７年度山江村一般会計決算の認定につい

てでございます。 

平成２７年度山江村一般会計決算を別案のとおり監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付するものでございます。本日提出でございます。 

提案理由でございますけれども、地方自治法第２３３条第３項の規定により、議

会の認定に付するために提案をさせていただくというものでございます。 

次に、認定第２号でございます。平成２７年度山江村特別会計国民健康保険事業

決算の認定についてでございます。 

平成２７年度山江村特別会計国民健康保険事業決算を別案のとおり監査委員の意

見を付けて議会の認定に付するものでございます。本日提出になります。 

提案理由でございます。地方自治法第２３３条第３項の規定により、議会の認定

に付するために提案をさせてもらうものでございます。 

続きまして、認定第３号でございます。平成２７年度山江村特別会計簡易水道事

業決算の認定についてでございます。 

平成２７年度山江村特別会計簡易水道事業決算を別案のとおり監査委員の意見を

付けて議会の認定に付するものでございます。本日提出でございます。 

提案理由といたしましては、地方自治法第２３３条第３項の規定により、議会の

認定に付するため提案をさせてもらうものでございます。 

次に、認定第４号でございます。平成２７年度山江村特別会計農業集落排水事業

決算の認定についてでございます。 

平成２７年度山江村特別会計農業集落排水事業決算を別案のとおり監査委員の意

見を付けて議会の認定に付するものでございます。本日提出でございます。 

提案理由でございます。地方自治法第２３３条第３項の規定により、議会の認定

に付するため提案するものでございます。 

それから、次に認定第５号でございます。平成２７年山江村特別会計介護保険事

業決算の認定についてでございます。 

平成２７年度山江村特別会計介護保険事業決算を別案のとおり監査委員の意見を

付けて議会の認定に付するものでございます。本日提出でございます。 
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提案理由でございますが、同様に地方自治法第２３３条第３項の規定によりまし

て、議会の認定に付するため提案するものでございます。 

続きまして、認定第６号でございます。平成２７年度山江村特別会計後期高齢者

医療事業決算の認定についてでございます。 

平成２７年度山江村特別会計後期高齢者医療事業決算を別案のとおり監査委員の

意見を付けて議会の認定に付するものでございます。本日提出でございます。 

提案理由でございますが、地方自治法第２３３条第３項の規定によりまして、議

会の認定に付するため提案をさせてもらうものでございます。 

最後に、認定第７号でございます。平成２７年度山江村特別会計ケーブルテレビ

事業決算の認定についてでございます。 

平成２７年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業決算を別案のとおり監査委員の

意見を付けて議会の認定に付するものでございます。本日提出でございます。 

提案理由につきましては、地方自治法第２３３条第３項の規定により、議会の認

定に付するため提案をさせてもらうというものでございます。 

内容につきましては、会計管理者より簡潔にご説明申し上げます。 

○議長（秋丸安弘君） 中山会計管理者。 

○会計管理者（中山久男君） それでは、認定第１号から認定第７号まで、平成２７年

度一般会計及び特別会計の決算につきまして、主に実質収支に関する調書にて、ご

説明申し上げます。簡潔にさせていただきたいと思います。 

まず５１ページをお開き願います。一般会計の実質収支に関する調書でございま

す。１、歳入総額３２億９,７６１万７,８７３円、２、歳出総額３０億３,４０６

万９,８０４円、３、歳入歳出差引額２億６,３４５万８,０６９円となっていま

す。４、翌年度へ繰り越すべき財源ですが、繰越明許費繰越額が９７９万９,００

０円、よって５、実質収支額は２億５,３７４万９,０６９円となります。６の実質

収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額はございません。 

次に５２ページをお開き願います。歳入歳出決算比較分類図表でございます。科

目ごとの割合を円グラフで示しております。歳入におきましては、地方交付税が１

６億８,９８８万８,０００円で、全体の５１.２５％、半分強を占めております。

歳出におきましては、総務費が最も多く、７億４,１２０万３,５８１円で、全体の

２４.４３％、次に民生費が６億４,７８４万７,０９０円で、全体の２１.３５％を

占めております。総務費においては、前年度より約２億円増額となっております。

その要因としましては、基金積立金が約１億５,４００万円ほどの増額、庁舎改修

工事関係が約１,４００万円、ケーブルテレビ事業機器更新委託料などへの繰出金

が約２,３００万円などとなっております。 
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次に、５３ページをお開き願います。財産に関する調書でございます。１、公有

財産、（１）土地及び建物でございます。土地に関しまして、公営住宅の増では、

城内住宅団地隣接の村有地を住宅用地に組み替えました。その他の施設では、山田

字蕨野の譲渡による約７,８００平方メートルの減、万江字濁毛の宅地購入による

約４００平方メートルの増などによるものです。原野の減につきましては、主に山

田字鍋ノ平の譲渡によるものです。宅地につきましては、寄附及び購入による増と

なっております。建物につきまして、公営住宅木造建物の減は、北永シ切住宅分棟

のための倉庫の撤去、その他の施設では、個人住宅購入や寄附などによる増となっ

ております。非木造におきましては、主に山田字蕨野の倉庫などの譲渡による減と

なっております。 

次に、５４ページをお開き願います。（２）山林でございます。面積の増減はご

ざいません。立木の推定蓄積量でございますが、６,５２２立方メートルの増加

で、決算年度末の現在高は１９万４,９２３立方メートルでございます。 

次に、（３）有価証券及び（４）出資による権利でございます。いずれも年度中

の増減はございません。 

次に、５５ページをご覧願います。２、基金でございます。平成２６年度に全額

取りくずしました温泉健康センター基金に５００万円を積み立てました。総額とし

ては、合計の備考欄をご覧いただきますと、新規積立額１億８,２１５万２,３６５

円、取りくずし額１億８,０００万円、利子額５,３９５万３,８２３円でして、前

年度末現在高に５,６１０万６,１８８円を加えまして、決算年度末現在高は２３億

４,７６２万８,６１０円となっております。 

次に、右側のその他の基金ですが、利子のみでして、合計で２,３８６円の増加

で、決算年度末現在高は６,７３９万１,０３１円でございます。貸付金につきまし

て、株式会社やまえから２２０万円の償還があり、決算年度末現在高は９００万円

の残となっております。 

次に、５６ページをお開き願います。３、物品でございます。所有車両につきま

しては年度中の増減はありませんでしたが、リース車両が１台増えました。その他

につきましては今回は増減ございません。 

以上が一般会計でございます。 

次に、７５ページをお開き願います。国民健康保険事業会計の実質収支に関する

調書でございます。１、歳入総額５億７,８８５万４,０３３円、２、歳出総額５億

６,８７１万２,０６７円、３、歳入歳出差引額１,０１４万１,９６６円、４、翌年

度へ繰り越すべき財源はございません。５、実質収支額１,０１４万１,９６６円と

なっております。 
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次に、７６ページをお開き願います。財産に関する調書でございます。（１）基

金、国民健康保険財政調整基金でございます。決算年度中の増減高は３,０００万

円を取りくずし、国保会計へ繰り入れたため、２,９９６万９００円の減で、決算

年度末現在高は２,００７万２,７６２円となっています。主には医療費が増加した

ための取りくずしとなっております。 

次に、８７ページをお開き願います。簡易水道事業会計の実質収支に関する調書

でございます。１、歳入総額１億７,２０６万３０７円、２、歳出総額１億６,４６

０万２,２７３円、３、歳入歳出差引額７４５万８,０３４円、４、翌年度へ繰り越

すべき財源はございません。５、実質収支額７４５万８,０３４円となっておりま

す。 

次に、８８ページをお開き願います。財産に関する調書でございます。１、公有

財産（１）土地及び建物についてでございます。土地及び建物の面積の増減はござ

いません。（２）基金、簡易水道事業財政調整基金でございます。決算年度中の増

減高は８,０３４円の利子による増で、決算年度末現在高は１,５９８万９,６２１

円となっております。（３）物品、車両についてでございます。所有車両はなく、

リース車両の１台となっております。 

次に、９９ページをお開き願います。農業集落排水事業会計の実質収支に関する

調書でございます。１、歳入総額１億４,８２０万９,４０２円、２、歳出総額１億

４,０２０万１,５３１円、３、歳入歳出差引額８００万７,８７１円、４、翌年度

へ繰り越すべき財源はございません。５、実質収支額８００万７,８７１円となっ

ております。 

次に、１００ページをお開き願います。財産に関する調書でございます。１、公

有財産、（１）土地及び建物についてでございます。土地及び建物の面積の増減は

ございません。（２）物品、車両についてでございますが、変動はなく、１台を保

有しております。 

次に、１１５ページをお開き願います。介護保険事業会計の実質収支に関する調

書でございます。１、歳入総額４億３,２０３万３,０８２円、２、歳出総額３億

９,２４８万２,１９６円、３、歳入歳出差引額３,９５５万８８６円、４、翌年度

へ繰り越すべき財源はございません。５、実質収支額３,９５５万８８６円となっ

ております。 

次に、１１６ページをお開き願います。財産に関する調書でございます。（１）

基金、介護保険財政調整基金でございます。決算年度中の増減高は１万７,１８９

円の利子による増で、決算年度末現在高は３,４２０万８,４８３円となっておりま

す。 
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次に、１２７ページをお開き願います。後期高齢者医療保険事業会計の実質収支

に関する調書でございます。１、歳入総額３,２０５万１,９８２円、２、歳出総額

３,０７５万６,６６９円、３、歳入歳出差引額１２９万５,３１３円、４、翌年度

へ繰り越すべき財源はございません。５、実質収支額１２９万５,３１３円となっ

ております。 

次、最後でございます。１３７ページをお開き願います。ケーブルテレビ事業会

計の実質収支に関する調書でございます。１、歳入総額６,７９５万６,７９６円、

２、歳出総額５,９０３万７,０１４円、３、歳入歳出差引額８９１万９,７８２

円、４、翌年度へ繰り越すべき財源はございません。５、実質収支額８９１万９,

７８２円となっております。 

歳入歳出とも前年度より約１５０％の伸びで、約２,３００万円ほどの増額とな

っておりますが、これにつきましては一般会計からの繰入金及び機器更新などの委

託料が要因となっております。 

上記のとおり精算したところ、相違ありません。平成２８年７月１日、山江村会

計管理者、中山久男。 

審査の結果相違ないものと認める。平成２８年８月９日、山江村監査委員、木下

久人、同じく、山江村監査委員、赤坂修。 

上記のとおり監査委員の審査に付したところ、不都合がないので議会の認定に付

します。平成２８年９月７日、山江村長、内山慶治。 

以上で、平成２７年度山江村一般会計及び特別会計決算の説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１６ 議案第４７号 平成２８年度山江村一般会計補正予算（第２号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１６、議案第４７号、平成２８年度山江村一般会

計補正予算（第２号）を議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第４７号についてご説明申し上げます。 

平成２８年度山江村一般会計補正予算（第２号）でございます。 

平成２８年度山江村の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる

とするものでございます。 

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億６,

５１１万３,０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ３６億５,４９７万７,０００円とするものでございます。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分、当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 
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債務負担行為の補正でございます。 

第２条、債務負担行為の変更は、「第２表 債務負担行為補正」によるものでご

ざいます。本日提出でございます。 

内容につきましては、総務課長より説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） それでは、議案第４７号、平成２８年度山江村一般会計補

正予算（第２号）についてご説明いたします。 

補正前の額に歳入歳出それぞれ２億６,５１１万３,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を３６億５,４９７万７,０００円とするものでございますが、補正の主

なものについてご説明をいたします。 

１ページをお願いいたします。第１表、歳入歳出予算補正。歳入です。１、村民

税２３０万円、８地方交付税２,６０８万２,０００円の追加は確定によるものでご

ざいます。１３、国庫支出金４,４５６万７,０００円の追加は、社会資本整備総合

交付金の追加交付が主なものでございます。１４、県支出金４６６万２,０００円

の追加は、農業費県補助金、児童福祉費県負担金が主なものでございます。１７、

繰入金１,５０７万９,０００円の追加は、特別会計介護保険事業返還金、土地開発

基金の繰り入れによるものでございます。１８、繰越金１億７,０７８万９,０００

円を追加するものでございます。 

２ページをお願いいたします。歳出です。２、総務費６,３２８万円の追加は、

財政調整基金積立、公有財産購入費が主なものです。３、民生費７４８万１,００

０円の追加は、障害福祉サービス費、５、農林水産業費５４５万１,０００円の追

加は、川辺川利水事業推進費、７、土木費４,０３５万円の追加は、社会資本整備

事業が主なものでございます。 

３ページをお願いします。予備費１億４,２４６万２,０００円を追加するもので

ございます。 

次に４ページをお願いします。第２表、債務負担行為補正です。エスコ事業の期

間と限度額を変更するものでございます。期間を平成４０年度を平成２８年度から

平成４５年度までに変更し、限度額、平成２８年度１３６万円を２９万１,０００

円に、平成２９年度から平成３９年度まで２０４万円、平成４０年度６８万円を平

成２９年度から平成４４年度まで８７万１,０００円、平成４５年度５８万１,００

０円に変更するものでございます。 

以上で説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１７ 議案第４８号 平成２８年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算
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（第２号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１７、議案第４８号、平成２８年度山江村特別会

計国民健康保険事業補正予算（第２号）を議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第４８号についてご説明申し上げます。 

平成２８年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算（第２号）でございま

す。 

平成２８年度山江村の特別会計国民健康保険事業補正予算（第２号）は、次に定

めるところによるとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９０１万

１,０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億９,

０３８万６,０００円とするものでございます。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。本

日提出でございます。 

内容につきましては、健康福祉課長より説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、議案第４８号について説明いたします。 

補正前の額に９０１万１,０００円を追加し、歳入歳出それぞれ５億９,０３８万

６,０００円とするものであります。 

１ページをお願いいたします。歳入でございます。１、国民健康保険税を６３０

万９,０００円増額するものでありまして、国民健康保険税の税率改定に伴う増額

が主なものであります。３、国庫支出金を７,０００円、４、療養給付費交付金を

１７４万１,０００円増額するものでありまして、前年度の交付額確定に伴うもの

であります。１０、繰越金を９５万４,０００円増額するものでありまして、前年

度の決算確定によるものであります。 

２ページをお願いいたします。歳出でございます。１１、諸支出金を２万５,０

００円増額するものでありますして、前年度の療養給付費負担金確定による超過交

付分の償還金１万３,４５４円、それと同じく前年度の特定健康診査等負担金確定

によります超過交付分の償還金１万２,０００円の増額によるものであります。１

２、予備費につきましては、８９８万６,０００円を追加するものであります。 

以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１８ 議案第４９号 平成２８年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第
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２号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１８、議案第４９号、平成２８年度山江村特別会

計簡易水道事業補正予算（第２号）を議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第４９号についてご説明申し上げます。 

平成２８年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第２号）でございます。 

平成２８年度山江村の特別会計簡易水道事業補正予算（第２号）は、次に定める

ところによるとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２３０万

７,０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億７,

７４１万４,０００円とするものでございます。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。本

日提出でございます。 

内容につきましては、建設課長より説明申し上げます。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、議案第４９号について説明いたします。 

１ページをご覧ください。第１表、歳入歳出予算補正、歳入、７、繰越金、前年

度決算に伴う繰越確定額２３０万７,０００円を追加するものでございます。歳入

合計、補正前の額に補正額２３０万７,０００円を追加し、１億７,７４１万４,０

００円とするものでございます。 

２ページをご覧ください。歳出、５、予備費２３０万７,０００円を追加するも

のでございます。歳出合計、補正前の額に補正額２３０万７,０００円を追加し、

１億７,７４１万４,０００円とするものでございます。 

以上で説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１９ 議案第５０号 平成２８年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算

（第２号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１９、議案第５０号、平成２８年度山江村特別会

計農業集落排水事業補正予算（第２号）を議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第５０号についてご説明申し上げます。 

平成２８年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算（第２号）でございま

す。 
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平成２８年度山江村の特別会計農業集落排水事業補正予算（第２号）は、次に定

めるところによるとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２４万

３,０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億４,

９２４万３,０００円とするものでございます。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。本

日提出でございます。 

内容につきましては、建設課長より説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、議案第５０号について説明いたします。 

１ページをご覧ください。第１表、歳入歳出予算補正、歳入、５、繰越金、前年

度決算繰越確定額２２４万３,０００円を追加するものでございます。歳入合計、

補正前の額に補正額２２４万３,０００円を追加し、１億４,９２４万３,０００円

とするものでございます。 

２ページをご覧ください。歳出、４、予備費２２４万３,０００円を追加するも

のでございます。歳出合計、補正前の額に補正額２２４万３,０００円を追加し、

１億４,９２４万３,０００円とするものでございます。 

以上で説明を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２０ 議案第５１号 平成２８年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第

２号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第２０、議案第５１号、平成２８年度山江村特別会

計介護保険事業補正予算（第２号）を議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第５１号についてご説明申し上げます。 

平成２８年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第２号）でございます。 

平成２８年度山江村の特別会計介護保険事業補正予算（第２号）は、次に定める

ところによるとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３,９２

４万２,０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４

億８,３２４万２,０００円とするものでございます。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。本
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日提出でございます。 

内容につきましては、健康福祉課長より説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、議案第５１号について説明いたします。 

補正前の額に３,９２４万２,０００円を追加し、歳入歳出それぞれ４億８,３２

４万２,０００円とするものであります。 

１ページをお願いいたします。歳入でございます。前年度の決算確定に伴います

８、繰越金３,９２４万２,０００円を追加するものであります。 

２ページをお願いいたします。歳出でございます。５、諸支出金でありますが、

前年度の介護給付費等の負担金確定に伴います項１の償還金及び還付加算金５５７

万４,０００円を増額するものであります。また、前年度の介護保険給付費等の確

定によります一般会計の繰出金、３の他会計繰出金につきまして５４６万５,００

０円を増額するものであります。それから、８、予備費につきましては、２,８２

０万３,０００円を追加するものであります。 

以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２１ 議案第５２号 平成２８年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予

算（第１号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第２１、議案第５２号、平成２８年度山江村特別会

計後期高齢者医療事業補正予算（第１号）を議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第５２号についてご説明申し上げます。 

平成２８年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第１号）でございま

す。 

平成２８年度山江村の特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第１号）は、次に

定めるところによるとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１４万

円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３,３１４万円と

するものでございます。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。本

日提出でございます。 

内容につきましては、健康福祉課長より説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、議案第５２号について説明いたします。 

補正前の額に１１４万円を追加し、歳入歳出それぞれ３,３１４万円とするもの

であります。 

１ページをお願いいたします。歳入でございます。前年度の決算確定に伴います

４、繰越金１１４万円を追加するものであります。 

２ページをお願いいたします。歳出でございます。４、予備費を１１４万円追加

するものであります。 

以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２２ 議案第５３号 平成２８年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業補正予

算（第１号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第２２、議案第５３号、平成２８年度山江村特別会

計ケーブルテレビ事業補正予算（第１号）を議題とし、提案者の説明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 議案第５３号についてご説明申し上げます。 

平成２８年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業補正予算（第１号）でございま

す。 

平成２８年度山江村の特別会計ケーブルテレビ事業補正予算（第１号）は、次に

定めるところによるとするものでございます。 

歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２５万

６,０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４,５２

５万６,０００円とするものでございます。 

２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。平

成２８年９月７日提出、山江村長、内山慶治でございます。 

内容につきましては、企画調整課長より説明いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 議案第５３号についてご説明申し上げます。 

１ページをお開きください。第１表、歳入歳出予算補正でございます。歳入、款

４、繰越金、平成２７年度の繰越額の確定に伴いまして、補正前の額に１２５万

６,０００円を追加いたしまして、８９１万９,０００円とするものでございます。

歳入合計、補正前の額に１２５万６,０００円を追加し、４,５２５万６,０００円

とするものでございます。 

２ページをお開きください。歳出でございます。款２、ケーブルテレビ事業費、
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補正前の額に６０万円を追加いたしまして、３,２０５万９,０００円とするもので

ございます。内容は委託料でございまして、情報基盤の通信機器の更改に関する業

務委託料でございます。 

それから、款４、予備費でございます。補正前の額に６５万６,０００円を追加

いたしまして、２１５万１,０００円とするものでございます。以上、歳出合計、

補正前の額に１２５万６,０００円を追加いたしまして、４,５２５万６,０００円

とするものでございます。 

以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２３ 陳情第１号 青少年健全育成基本法制定の為の陳情書 

○議長（秋丸安弘君） 日程第２３、陳情第１号、青少年健全育成基本法制定の為の陳

情書を議題とし、お手元に配付しております陳情書の写しのとおり、熊本ピュアフ

ォーラム代表者、田中力男様より、青少年健全育成基本法制定に関する陳情であり

ます。 

お諮りいたします。ただいま議題となっております陳情第１号について、総務文

教常任委員会へ審査を付託したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。 

よって日程第２３号、陳情第１号、青少年健全育成基本法制定の為の陳情書につ

いては、総務文教常任委員会へ付託することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２４ 議員派遣の件 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第２４、議員派遣の件を議題といたします。 

本件は、地方自治法第１００条第１３項の規定により、議員を派遣しようとする

ときは、本議会の決議が必要であることから、会議規則第１２６条の規定により配

付してあります議案のとおり議員を派遣するものであります。 

以上で本日の日程は終了いたしました。 

よって、本日はこれにて散会いたします。ありがとうございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後０時００分 
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平成２８年第５回山江村議会９月定例会（第２号） 

 

平成２８年９月１５日 

午前１０時００分開議 

於    議    場 

１．議事日程 

 日程第１ 一般質問 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１０名） 

 １番 赤 坂   修 君           ２番 横 谷   巡 君 

 ３番 森 田 俊 介 君           ４番 西   孝 恒 君 

 ５番 立 道   徹 君           ６番 谷 口 予志之 君 

 ７番 秋 丸 光 明 君           ８番 中 竹 耕一郎 君 

 ９番 秋 丸 安 弘 君          １０番 松 本 佳 久 君 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．職務のため会議に出席した事務局職員の職氏名 

 議会事務局長  新 山 孝 博 君 

 

５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 村    長  内 山 慶 治 君   教   育   長  藤 本 誠 一 君 

 総 務 課 長  豊 永 知 満 君   税 務 課 長  山 口   明 君 

 企画調整課長  北 田 愛 介 君   産業振興課長  平 山 辰 也 君 

健康福祉課長  一二三 信 幸 君   建 設 課 長  白 川 俊 博 君 

 教 育 課 長  蕨 野 昭 憲 君   会計管理者  中 山 久 男 君 

農業委員会       
        迫 田 教 文 君 
事 務 局 長 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） おはようございます。 

 ただいまから会議を開きます。 

 本日の出席議員は１０名で、定足数に達しております。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 一般質問 

○議長（秋丸安弘君） 本日は一般質問となっております。 

 お手元に配付してありますとおり、７名の議員から一般質問の通告がなされてお

ります。 

 通告の順に従いまして、一般質問を許します。 

なお、会議規則第５５条第１項の規定により、発言時間は、質問・答弁を合わせ

て６０分といたしますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、はじめに２番、横谷巡議員より１、総合公園建設について、２、村長

の政治姿勢について、３、株式会社やまえについての通告が出ております。 

横谷巡議員の質問を許します。横谷巡議員。 

 

横谷巡君の一般質問 

 

○２番（横谷 巡君） おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、通

告に従い、２番議員、横谷巡から一般質問を行います。 

ブラジルリオでのオリンピック、史上最高のメダルを獲得し、日本選手団の活躍

ぶりに日本中が湧きました。２０２０年にはいよいよ東京オリンピックです。この

真夏の祭典から、９月に入りますと、暑さ寒さも彼岸まで、稲穂の色など秋の訪れ

を感じさせる季節となりました。 

一方では、熊本地震の復興もままならない中、地震、台風、大雨と続く自然災害

により、日本各地で甚大な災害が発生しております。改めて防災意識の向上と防災

対策の必要性を痛感しているところでございます。 

通告しております一般質問の１点目、総合公園の建設についてであります。この

ことについては、昨年の９月定例会において、建設目的など質問したところであり

ます。総合公園とは、住民が休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動など、施設を含めて総

合的な利用に供することを目的とする公園で、１カ所当たり１０ヘクタールから５

０ヘクタールを標準とするとされています。今、この総合公園については、委員会

等で検討を進められ、村民へのアンケート調査を行い、基本計画を作成されると思
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いますが、ここで改めて総合公園の必要性と意義について、村長の見解を伺いま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 総合公園についての建設に対する意義についてのご質

問でございます。 

まず、本村におけます現在の公園の状況を申し上げますと、まず丸岡公園、それ

から小山田農村公園、古代の杜公園、それにふれあいパーク蓑原などがございま

す。この公園は、それぞれに使用される目的によって、その用途が異なっておりま

すけれども、丸岡公園は、サクラとツツジなどを楽しむ自然公園と、農村広場を活

用したスポーツ等を行う多目的な公園でございます。それから、小山田農村公園

は、遊具を備えておりますが、規模が小さく、地域の憩いの場としての性質を持っ

ております。それから、古代の杜公園は、メタセコイヤの観察など、自然を学ぶ目

的の公園でございます。また、ふれあいパーク蓑原は広場を活用しました公園で、

グラウンドゴルフなどのスポーツが楽しめ、地域のお祭りなども開催されておるよ

うでございます。 

このように、村内には公園としての整備はございますけれども、先ほど申されま

したような総合公園と称されるような遊具が備え付けられ、スポーツができ、小さ

い子どもから高齢者までが憩えるというような公園はないような状況でございま

す。 

現在の山江村の総合振興計画を策定しました折に、村民アンケートを実施してお

りますけれども、アンケートの中では、「今後の村づくりの将来は何に力を入れる

べきか」というふうな問いがございまして、「公園や村民憩いの広場などの整備」

と答えられた方が１９％ございました。それから、毎年開催しております村政懇談

会におきましても、「小さな子どもを遊ばせる公園がなく、遠くまで出かけなけれ

ばならないので、公園の整備をお願いしたい」というふうな要望が挙がっておりま

す。また、さらに地方創生の総合戦略の策定時にアンケートを実施しておりますけ

れども、このアンケートの中に、「結婚、妊娠、出産、子育てに対してどのような

支援、対策を行えば子どもの数が増えるか」というふうな問いをしております。こ

の問いに対しまして、上位１０項目のうちに「子どもが遊べる場所の整備」という

要望が６番目に位置しております。また、自由意見におきましても「子どもを遊ば

せる公園を整備してほしい」との要望が挙がっております。このように、村民の公

園整備への要望が多くあることは事実でございます。 

地方創生の大きな柱であります若い世代の就労、結婚、子育ての希望の実現とい

うふうな面におきましては、そのような環境整備としての公園の必要性、整備の意
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義は大きいものであり、重要であるというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 今、必要性と意義について、課長のほうから答弁がありました

けれども、果たして住民の総合公園に対する本当の意識はどうなのか、やっぱしこ

このところは重要だと思います。そういった中で、私がなぜ必要性と意義について

見解を伺ったのは、この必要性と意義が村民の議論の原点であるからです。この土

台が基本でしっかりとしていないと、今後の結果、つくった後、大きく左右してい

くからであります。 

総合戦略、地方創生、少子高齢化がさらに進展し、人口減少を少しでも食い止め

る努力がされるとしても、人口減少は避けがたいと予想されます。そのような中、

「今時総合公園をつくる必要があるのか」、ほかに「この少子高齢化の中で、村民

の切実な要望を優先すべきではないか」など、多くの村民からこの総合公園の計画

についてはしっかりと議論し、検証してほしいとの意見が届いております。このよ

うな村民の声を聞き、生かすことが議論の原点であり、最も重要なことだというこ

とを受け止めていただきたいというふうに思います。 

既存施設である公園等について、説明がありましたけれども、丸岡公園、ここは

人吉球磨盆地を一望でき、ツツジ、サクラの名所として、また多目的運動場もあり

トイレ等も完備しております。各種補助金により散歩道路の整備や、子どもの遊べ

る遊具、広場スペースを設置したら利用度の向上が見込めます。また、小学校部活

動の学校教育から社会体育への移行時、その受け皿としても多様な利用方法が考え

られます。 

山江村の現状から建設事業費、後の維持管理費、利用度などを考慮し、丸岡公園

をリニューアル化し、総合公園として活用する考えはないか伺います。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 総合公園についてのご質問でございます。 

この総合公園につきましては、総合振興計画をつくる折にですね、これは平成２

１年につくった、今からですから７年前につくった計画であります。次がこれが平

成２６年につくった、最近つくられた、これは議員が村長だった頃つくられた総合

計画であります。 

双方とも、特に７年前は、村民の方々、これは地域懇談会もしましたし、アンケ

ートも取りましたし、その計画策定委員会もやっておりますし、ほか各種団体のヒ

アリングも行っております。それから、職員によるプロジェクトも設置しまして、

もろもろの意見を聴取しながらこの計画はつくった。後期計画もそのようなやり方
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でつくられたということでありますけれども、その中身を眺めてみますと、公園を

望む声というのが、先ほど企画調整課長のほうが非常に多いということであります

けれども、２９項目ある中で、一番多いのは高齢者、障害者などの福祉施設や医療

費などの福祉対策の整備がもちろん、この超高齢化社会の中でそれを望む声が大き

いということで、これにももちろん今現在、地域医療検討委員会でその将来の介護

の問題をどうするのか、医療の問題をどうするのか、そして一番大事な健康を取り

戻す予防医療の問題をどうするかと今検討を行っているところでありますが、もろ

もろある中で、公園や村民憩いの広場などの整備が１９％ございました。これが上

位から数えますと９番目であります。そして３年前につくられた中では、一番多い

のは、今回が企業誘致が１２.３７％でありました。そして障害者、高齢者等の施

設へ医療費の福祉対策が１０.９８％、そして公園は４.３８％、それとスポーツ、

運動施設の整備が２.７８％、合わせますと７点数％に上がり、これは上位５番目

に位置付けられるというような村民のニーズがございます。 

そういうことを受けまして、実は私もここ３、４年、村の中を回りまして、特に

お母さん方の声が、子どもたちが親子でゆっくり遊べる場がない。どこに行ってお

られるかというと、皆さんですね、人吉球磨の子育てで公園に行くとすれば、八代

市の坂本村に行っておられる。ほとんど行っておられる。役場職員もそうですし、

小さい子どもをお持ちの方は、ほとんど向こうのほうに足が向かれるというような

状況でありました。 

人口減少対策、地域活性化対策と先ほど申されたわけですけれども、まさにそう

いう子育て支援、また活性化の政策としての位置付けは、小さな子どもさんからそ

の保護者の皆さん、そして高齢者の皆さんまでが憩える公園の整備、そしてその公

園が経済的に寄与するような機能を持った公園、また物産販売もありましょうし、

公園に来られた方が山江村に滞在しながら山江村を周遊される。そのための今、フ

ットパスの事業、山江を周遊する事業も行っているところでありますけれども、そ

ういうことにいわゆる人口減少対策、活性化対策にも寄与する公園だというふうな

位置付けで、今進めているところでございます。 

従いまして、今、議員の意見を聞きますと、いかにも役場がイニシアチブを持っ

て、いろんなことを決めているというふうに聞こえますけれども、そういうことを

総合計画等々の意見も基にしながら、現在は検討プロジェクト委員会に丸投げして

おります。村民の方々にもアンケートを取っているということですから、ボールは

今、村民の方々にあるわけです。村民の方々の意見を収集しながら、どういう公園

が本当にこの山江村として、この総合計画に出て来た方々の意見を集約できるかと

いうことを今、集めているという段階であります。 
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従いまして、今、執行部のほうは、ある意味では白紙の状態、これは前回も答え

ましたけれども、白紙の状態でその村民の方々に、またこれは１００人委員会もあ

りますけれども、その１００人委員会も含めて、村民の方々にその絵を書いてもら

っていると。これはもう２回ほどそのニュースレターも出しまして、アンケートも

取らせてもらいながら進めているということでありますので、その付近のところを

よくご理解いただきながら、ご支援も賜ればと思うところであります。 

従いまして、既存のリニューアルの活用の考えということも含めて、当然そのメ

ニューの中に入っております。山江村全体が公園だというような発想も、実はその

村民の方々の委員会から話が出ているところでありますので、その付近も含めて今

後固めていきたい、基本計画をつくっていきたいと思いますし、いずれその基本計

画をつくるという段階において、公園の形が見えてきた折には、議員の皆さん方、

また村民の皆さん方にもいろいろとまたご相談できるというようなことになろうか

と思います。 

お尋ねのリニューアルの活用の考えについては、企画調整課長のほうから答弁を

申し上げます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 企画課長の答弁は結構でございます。このなぜ丸岡公園を使っ

たがいいかというと、山江村の人口、将来的には何もしなければ２,２００人程度

になるということが予想されています。私は後で聞きますけれども、財政的なこと

もあるし、国の財政事情も考えると、非常に村でこのような大きな総合公園を持っ

た場合に、村民の行政サービスが落ちるんではないかとも懸念しております。アン

ケート等については、建設ありきの内容ですから、私がなぜ議論の原点が大切と言

ったのは、本当に山江村として総合公園という大きな総合公園、身の丈に合った公

園じゃなくて、なぜ総合公園が必要なのか、そこのところだったんです。 

２点目にその広域事業でつくれないかということもお尋ねしようというふうに思

っておりましたけれども、やはり若いお母さんから子育ての皆さんは、子どもが安

心して遊べる公園として、高齢者を含めた一般の方々は、癒しと健康づくりの公園

として、大きな公園よりも身近に気軽に利用できるイノベーションというのは、今

あるのを整備して活用する。だから丸岡公園はどうですかというふうにお聞きした

わけであります。 

村長はよく南九州３県を視野に入れ、郡市民のシンボル施設として、また郡市の

経済的浮揚策として、公園を位置付けたいと言っておられます。そのことを考える

と、村単独よりも隣接の市町村にも何らかの形態で参加してもらって、人吉球磨に

一つある大きな総合公園として、広域事業としての体制が私はいいんではないかと
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いうふうに考えております。 

先ほど、財政計画についてということで言いましたけれども、財政計画について

伺います。昨年の国への村の陳情、要望では、総合公園の要望が１番目に挙がって

いました。まだ中身がないのに何で挙がるのかなと私は思っていました。今年の要

望には挙がっていません。やはり行政として、総合計画に挙がっている以上は、総

合公園建設のプロセスを固め、さらに続く今後の公共施設のあり方については、十

分に把握され、計画されていると思いますが、現在の本村の施設をそのまま存続す

ることは極めて困難だと思います。現在のまま存続させるのは困難というのは、い

わゆる建物の箱物をはじめ道路、橋梁、簡易水道、集落排水、ケーブルテレビなど

の維持管理費が困難になってくるということであります。また、自然災害など、予

想外の出来事による出費、高齢化社会を迎え、国民健康保険や介護保険など社会保

障費が増大し、運営が難しい局面も考えられます。 

そういった中、総合公園を建設した場合、１０年後、２０年後の財政の見通しと

財政計画、本当に大丈夫なのか。建設事業費、維持管理費、利用度など今後の対応

を含め考えについて伺います。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） それではお答えします。 

基本的に言いますと、先ほど申し上げましたとおり、丸岡公園の活用も視野に入

っている、総合公園という言葉に行政的な形で議員はお思いでしょうけれども、自

由なフランクな総合的な公園としての位置付けとして、今、住民の方にその企画を

お渡ししているという状況であります。 

総合公園をつくると財政的に非常に厳しくなるというふうに聞こえました。果た

してそうでしょうか。何もしないで社会保障費だけが増える状況の中で、要するに

その対策だけをしていたら、山江村の活性化は成し得ないと思います。人が暮らす

ということは、もちろん社会保障的な福祉の問題もありますし、教育的な学びの場

もあります。そして経済的な活動もしなくちゃいけないということでありますし、

また憩いの場も必要であります。これは子育てにも必要でありますし、高齢者の方

々の健康をしっかりつくる場として大事だろうかと思います。いわゆる人が暮らす

ということについては、いろんな条件の中で多面的な条件の中で人々は生きている

わけでありまして、その暮らしの総合的ないろんな整備をしていくというのは、当

たり前だと思います。 

ケーブルテレビをつくりました。そのケーブルテレビ事業が思わしくないような

ふうに私聞こえましたけれども、ただそのケーブルテレビ事業の情報のインフラを

つくることによって、ずいぶんといろんな情報を家にいながら、村民の方々得られ
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ることができますし、そういう生活インフラの話であります。従いまして、そうい

う意味で、村民の暮らしそのものを一つずつ充足していくんだというようなことで

の今回の総合公園の建設であります。 

先ほど言いましたとおり、考え方は丸岡公園を中心としながら、各地区に小規模

の公園をつくって、山江村が全体的な公園となるようなという案も出て来ておりま

すので、そういうことを含めて、どういう形がいいかということにつきましては、

さらに検討をしていきたいと思います。 

財政についてでありますけれども、私の耳にこういう話が入って来ました。学校

給食費を無料化したから国保税が上がったんだと。何ら関係ない話でありまして、

特別会計でありますから国保税は。それと今から６年前、横谷村長に村政をお渡し

したときに、非常に財政的には豊かだったはずです。今回も３０億円の予算をつく

っておりますけれども、基金が２０億円を超えました。いわゆる３０億円に２０億

円の基金が超えたということは、家で考えますと３００万円１年間に暮らすのに要

るというところに２００万円貯金があるというようなことであります。従いまし

て、何かあったらその２００万円を取りくずしながら、また余ったらその２００万

円に貯金をしていくというようなことを繰り返しながら、財政運営はしているとい

うことでありますが、今まで歴代の村長が鋭意努力をされましてですね、山江村の

財政状況は非常にいいということであります。このことにつきましては、監査委員

の報告にあったとおりでありますし、そういう視野に、考え方に立ちまして、今後

とも財政運営には当たっていかなくちゃいけないというふうに思っているところで

ございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 行政が名前を使う総合公園、この定義をしっかりしてないとど

のような公園か分からず、ランクにも小さい公園から大きい公園まであるので、駄

目ですよ。総合公園というのは私が最初に言いましたように、ちゃんと標準はこう

いうものだというのがあるから、総合公園をつくるというのは、運動競技場とか遊

具とか村民がいろいろ散歩するとか、鑑賞するとか大きな公園なんですよ。ですか

ら行政が使う言葉は、例えば山江村の自然公園とか、子どもたちのためにお母さん

たちが要望する公園とかしないと、総合公園というのをポーンと出して、昨年の陳

情要望のときには一番に挙がっていました。それで私はちょっとこれはどうかなぁ

ということから、やはり国とか何かに上げるときには、しっかりとある程度の行政

で描きながら、そして住民の要望も聞きながらこうしていくのが私はプロセスかな

というふうに思いました。 

私が心配するのは、やはり維持管理費なんですよ。やはり家庭と一緒で村民を守
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らなければなりません。やはり維持管理費が、つくって入ってくればいいんですけ

れども、果たして郡市民の経済浮揚策としてなるのか。国民世論調査によります

と、やはり一番働く場がほしいという経済政策、２番目に介護、医療、福祉、３番

目に子育て、教育面なんですよ。そういったことで私はケーブルテレビを不要と言

いません。ただ維持管理費、今年度３,０００万円、修繕するのに要っている。だ

から補修費と運営費がだんだんと集落排水とか簡易水道とか道路とか建物に要って

くるから、そこのところをしっかりとしていかないと大変になりますよと。そうい

ったところに大きな総合公園をつくったら、果たして村民はどう思うか。そこを議

員として投げかけたところであります。 

次に、２点目に入ります。村長の政治姿勢について伺います。本村の学校給食費

は無料であります。このことは保護者に限らず全村民が将来を担う子どもたちの健

全な成長のために協力と応援をしていただいているところであります。その学校給

食おける地産地消の推進に係る食材の提供等を行う地産地消コーディネーター業務

委託についてでありますが、この業務委託について、いつ、誰が、どこに、幾ら

で、どのようにして決められたのか伺います。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 地産地消コーディネーターの業務委託についてという

ことでございます。 

まず、地産地消コーディネーターは、山江村地域活性化協議会で作成されました

山江村将来ビジョンに位置付けられておりまして、学校給食等における地産地消の

推進を目的としております。 

学校給食の地産地消コーディネーターの業務委託の内容についてですけれども、

山江村の学校給食等の地産地消化を推進し、全般的な仕組みをサポートし、顔の見

える安心・安全な食材の提供及び農家所得の向上を図るため、村内の生産者等から

農林産物等を出荷し、学校等へ納品するなどの業務を行っております。将来的に

は、この地産地消化を皮切りに、都市部との農林産物の流通を開拓し、農林家の所

得の向上を目指すものであります。 

この地産地消コーディネーターの募集は、平成２８年５月１６日から６月１０日

までの応募期間を設けまして、村内に住所を有し、村内の地理に詳しい者、食材の

収集、運搬を行うのに必要な人員及び財政的基礎を有する者、そして集荷、運搬に

必要な車種及び免許を有する者の応募資格を設定し、公募をしたところでございま

す。その結果、応募があったのは１件でありまして、選考委員会により決定したと

ころでございます。なお、業務内容に対します必要経費を考慮しまして、国の農村

集落活性化支援事業補助金を活用しまして、現在月１０万円で委託しているところ
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でございます。 

今後流通を拡大し、農家所得の向上及び事業収益の増加に向けていくことを補助

事業が終了します平成３１年度までに構築したいと考えておるところでございま

す。今後、ますます地産地消化の推進を図り、流通を拡大し、村民所得の向上に努

めていきたいと考えておりますので、皆様のご理解とご協力をお願いしたいと思い

ます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） どこに業務委託されたんですか。 

○産業振興課長（平山辰也君） 業務委託先は、株式会社山江元気村でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 応募者が１社であったということですよね。私はこれは地産地

消の安心・安全な食材を学校に届けるというのは、非常に子どもたちにとって良く

て、農家の方も喜ばれると思います。私は１社じゃなくて、もう少し時間をかけて

幅広く応募の声掛けや体制づくりなど、努力と配慮による業者選定をしてほしかっ

たと感じています。 

農産物出荷協議会の拠り所である株式会社山江物産館は、なぜ応募しなかったの

ですか。その理由をお願いいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） この公募しましたのは、インターネットと村内に対し

ます回覧でありまして、なぜ応募されなかったというのは、ちょっとこちらでは分

かりませんけれども、今回は応募がなかったということでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 補足して説明をいたします。 

その応募をするかしないかというのは、その物産館の考え方であります。ただ、

この事業はですね、平成２７年度の農村集落活性化支援事業、これは５カ年にわた

る国の事業であります。交付金事業、いわゆる１００％国がお金を出すという事業

であります。この農村集落活性化支援事業の中の条件として、地域活性化協議会委

員を置きなさいとなっております。 

学校給食の地産地消化を進めるということは、これは私１０年ほど前にこの事業

をやってほしいというふうに要望したわけでありますけれども、なかなかうまく進

まないというのがこの事業でございます。その理由はですね、学校があります。学

校の栄養士がおります。調理職員がおります。そして農家がおられます。農家が何

をつくるかというのがあります。もちろん行政としては産業振興課、教育委員会等
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々が絡んできて、それを学校側が今日２０キロ人参をくれといったときに、その２

０キロ分だけちゃんと届ける。月曜から金曜まで４００人の学校給食を届けるわけ

ですけれども、その作業が極めて面倒であったというようなことでありましたか

ら、勢いでですね、市内のスーパーにその食材を注文してやっているというような

ことであります。 

集落活性化、要するにこの事業はこの事業を興すことによって、農家の方々を活

性化する、要するに所得を確立させるというような事業であります。その委員の中

には、実は物産館も入っております。構成団体としては、山江村の認定農業者会の

代表、山江村の機械利用組合の代表の方、山江村環境保全型農業推進協議会の会

長、それから山江村社会福祉協議会、これは将来的には保育園もそうですけれど

も、福祉施設あたりにも届けたいという思いがありますので、社会福祉協議会。そ

れから、教育委員会代表としては藤本教育長、それから村内の学校栄養教諭、そし

て学校給食の調理会の代表の職員、そして山江村物産館、そして山江村の認定農業

者会から株式会社山江元気村、そして山江村の地域づくり研究所から東京大学の研

究員、それとあと企画調整課、教育委員会、産業振興課の課長と担当者が２人ずつ

入っているというようなことでありまして、そういう組織をとりながら意見交換を

しながら、今後５年間にわたってこの事業は予算が来ますので、その中で今、学校

給食の地産地消率といいますか、山江村の食材は１７、１８％だったわけですけれ

ども、これを倍以上に上げていくというような計画の中で進めさせてもらっている

ところでございます。 

従いまして、この事業はどこが面倒だということになると、農家の方々のやっぱ

りしっかりした所得、子どもたちにとっては食育もありますし、郷土愛を育むとい

う事業でもあるわけですけれども、根本的な補助を取りにいった、国から予算を取

ってきたその大きなその声を高らかに言ったところは、農家の方々の集落の方々の

所得を安定化させるということであります。 

ただ、学校給食に食材を届けるのみでは、学校給食費の補助金が今１,８００万

円ですから、食材分が 1,２００、１,３００万円でしょうか、ということでありま

すし、当然ですね、各農家にその食材を出してもらっておりますけれども、例え

ば、今日は人参が２００キロ全部で要りますとした場合に４００キロ集まった、

で、２００キロは返すのかというような課題も出てきます。このときには、やはり

流通が必要になってくるということであります。また、学校給食に地産地消として

納めるということと同時に、後期の総合計画には地産他消と書いてありました。要

するにその山江でとれたものをよそに売っていこうということであります。よそに

売っていこうということは、流通に乗せるということです。ある意味では、私、山
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江元気村におりましたけれども、山江元気村は、全国のスーパーに卸せます。全国

の市場と繋がっております。全国といわず特に西日本ですね。東京から西日本で

す。に繋がっていながらということになりますと、あとはその現在農地情報を集め

ておりますけれども、どこの土地で何がどれぐらいとれて、それを何月何日にどれ

ぐらいの収穫量があるから学校に持って行って、残りはしっかりとした量が分かっ

たら新しい流通に乗せるというような地産地消の学校教育の流通に乗せる、それと

よそに売っていくという流通をつくる、それともう一つはですね。 

○議長（秋丸安弘君） 村長、簡潔に言ってください。 

○村長（内山慶治君） いやいや、これは大事なもんです。もう一つはですね、東京、

都市の消費者と直接そのネットワークをつくってやるというようなやり方、この三

つのやり方を模索しながら、今、この協議会は立ち上がりやっているということで

あります。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 私がなぜ株式会社やまえ、物産館は応募しなかったというの

は、村長は社長なんですよ。今、株式会社やまえは本当に私も責任があると思いま

すけれども、赤字続き、膨大な投資をしてもなかなか経営がうまくいかない、そう

いったときに物産館を中心に、私は農家出荷協議会代表、一般農家代表、株式会社

やまえ、元気村などで、新たなチーム山江として組織体をつくって、そして農業分

野の多機能産業、農地の活用とか、あるいは食品、食料の生産、環境保護、水質保

全、そういった多機能産業をつくって、そこで総合戦略の「まち・ひと・しごと」

の目的がある地方創生の事業によって、就農人口や当面する農業問題の解決につな

げるような組織体をつくる。そこに補助金、交付金を現金払いじゃなくて、その組

織体につくったならばオール山江でできるんじゃないかというふうに私は考えま

す。業務委託が村民の多くがかかわる物産館ではなくて、１社だけ応募した、

（株）山江元気村というところに私は不透明さを感じています。 

そこで、（株）山江元気村と村長のかかわりについてお尋ねをいたします。学校

給食に係る地産地消コーディネーターの契約先である（株）山江元気村は、村長が

役員をされていたということは広く村民が知るところであります。山江村の倫理条

例、これは平成２７年１２月１１日、条例第２０号で昨年つくりました。第１条、

目的。この条例は、「村政が村民の厳粛な信託によるものであることを認識し、そ

の担い手である村長、議会議員が、その権限または地位による影響力を不正に行使

して、自己または特定の者の利益を図ることのないよう必要な措置を講ずることに

より、村政に対する村民の信頼を確保し、もって公正で開かれた民主的な村政の発

展に寄与する」となっています。第２条、村長及び議員の責務。「村長及び議員
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は、村民全体の代表者として、自らの行動を厳しく律し、人格と倫理の向上に努

め、地方自治の本旨に則り、公正かつ清廉な活動を通じて、その職務を全うするよ

うに努力しなければならない」。第３条、政治倫理基準。「村長及び議員は、次の各

号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。１、村民全体の代表者とし

て、品位と名誉を損なうような行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれ

る恐れのある行為をしないこと。２、その権限または地位を利用して、金品その

他、いかなる自己の利益を求めず、また受理しないこと。３、村が行う許可、認

可、または請負、その他の契約に関し、特定の企業、団体等のために有利な取り計

らいをしないこと」などなどうたってあります。そして、地方自治法の第１４２

条、地方自治法第１４２条では、「村長が当該会社に対して、名目上何の役職につ

いていなくとも実質的な影響力を有している場合には、極力避けなければならない

と解す」とあります。村長が村から業務委託を受けた会社に対して、実質的な影響

力や支配力があり、地方自治法第１４２条に違反しているとはいえないが、会社と

村長のかかわりの密接度、村からの業務委託執行の公正を害するか否かの判断によ

り、倫理上の問題がないとは言い切れないのではないかと解釈されます。 

私はこのようなことから、多くの村民から意見が来ています。地産地消コーディ

ネーターの業務委託を白紙に戻すつもりはありませんか。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 見解の違いでありましょうけれども、私はこの事業を興すとき

に、純粋にですね、山江村の農産物をしっかりとした流通に乗せながら、山江村全

体の活性化を図っていきたいというようなことを考えております。物産館の話もし

ましたけれども、今日は株式会社やまえの職員も後ろで聞いておりますけれども、

物産館のほうでは、非常に今、このような状況でもあり、今急ぐのは特産物という

栗まんじゅう、それからびっくり団子は今つくっておりませんけれども、そういう

ものは非常に儲かる部門でありますから、そこをしっかりやりながら利益を上げて

いくことだということが大事だと思いますし、例えば、学校給食等々に納める場合

においてもですね、余った商品を新しい流通に乗せるという能力が今のところはな

いと。先ほど三つ言いましたけれども、産直の部分につきましては、物産館の得意

とするところだろうと思いますけれども、そのいわゆるスーパーの流通だとか、市

場の流通だとかは今ノウハウを持っていないというようなことであります。従いま

して、物産館のほうは応募しなかったんだろうというふうに考えます。 

ただ、あといろいろその倫理のこと言われましたけれども、私は一切そういう例

えばもちろん金品の云々というのもありませんし、山江村全体がどう活性化するか

ということを基準に村政を考えているところであります。ちなみに、私は２６年７
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月１０日に会社を辞めております。別に会社に勤めながら議員になられる方もおれ

ますけれども、当然その生きていくためには、何らかの会社に勤めていくというこ

とであります。私は５年前、請われまして農業生産法人を錦のほうに立ち上げるか

ら手伝ってくれというようなこともあり、その設立においていろんなお手伝いをし

た、報酬をもらいながら仕事をしたということであります。ただ、そのことがおか

しいということであれば、私にはよく理解できないところであります。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） このことはですね、コンプライアンス、法令遵守とは何かとい

うことを考えさせられます。私もよくこのことでは全国のあれも調べてみました。

不適切だが違法性なし、様々な疑惑を残したまま舛添前東京都知事は幕を下ろしま

したが、私は自分が感じるところは、最大の置き土産はこの言葉ではなかったかと

思っています。つまり社会的な規範の遵守についての認識と特別な便宜強要や言動

にも配慮が必要ということではないでしょうか。 

次に、最後の３点目。株式会社やまえについて伺います。二つ通告しております

けれども、経営収支状況については、６番議員の谷口議員が同じような質問します

ので、私は割愛させていただきますが、（株）やまえは今厳しい経営の下、収支原

価等の管理と把握のための役場行政職員による仕事、派遣をしております。住民サ

ービスを低下までして、物産館ゆっくり山田店を閉店され、今、経営改善に取り組

んでいる最中であります。しかし、社員の経営意識は、どうも笛吹けど踊らずのよ

うに感じられます。 

そこでお尋ねをいたします。７月の中旬に（株）やまえの責任ある重要な立場に

ある幹部社員が、私的に２日間、会社の車を無断で使って家族旅行をしたというこ

とは事実ですか。お答えください。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） その日にちは覚えておりませんけれども、そういう事実があっ

たということは、私は村民のほうから聞こえてきたところでありますし、本人に確

認したところ、そのような事実があったと申しておりました。なぜその報告をしな

かったのかと、報告と言いますか、行く前に何で相談しなかったのかということを

申しましたけれども、本人は社用車を使って宣伝のつもりで行ったと言ったわけで

ありますが、ただ非常に問題があるというようなことは申しております。先の取締

役会でその中身について審議させていただいたところでもございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 今、議会でもですね、なるべく利用して株式会社やまえの経営

改善に協力しようということでしています。今回の議会の反省会も実は別のところ
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やったけれども、今の時期だからやっぱし温泉センターを使って応援しようという

ことで応援をし、今回はやはり温泉センターを使うわけですよ。社長たちが号令を

する、しかし、その現場の重要な責任のある立場の人がそういうことをするという

ことは私は本当に信じられません。やっぱし社長にちゃんと理由を言って許可を得

るとか、やっぱりそのことを社長が知らないのは監督責任とか、やはり任命責任も

これはありますよね。私はそう思ってなりません。今、こういう公用車とか社用車

を使った場合、例えば熊本県警の警部が捜査車両を私的に使っていたということで

懲戒処分を厳重な処分をされた。また、舛添前東京都知事はいろんな所に家族を連

れて公用車を使っていた。これも金額を返還したなどと、やはり公的、民間を問わ

ず、この私的利用は本当にしてはならないことです。そして住民もいろいろとそう

いう面には僕たちより早く耳に入ってくるし、やっぱこういうことがあると本当に

きついです。 

そういったことでですね、私は村長の社長の任命責任、監督不行届き、どうお考

えか。そしてまたこの幹部社員にはどのような対応、厳重注意とか厳重指導とかあ

ったと思いますが、その点も伺いたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 支配人の任命につきましては、昨年、一昨年の１２月に広く公

募をいたしました。その公募の中で８名程度の人が支配人として受験されたという

ことであります。その中から取締役３人で面接を行いまして、元ホテルの経験もあ

るというようなことも含めて決定させたということであります。 

ただ、今回の件につきましては、厳しくそのなぜ相談しなかったのかというよう

なことを申しましたが、本人の判断で動いているようでありまして、私も知るよし

もなく、そういう事件とまでは、事例が発生したということであります。その後、

やはりその支配人でありますから、逆に職員を指導する立場にあるというような職

責を有しておりますので、進退願について考えなくちゃいけないよということを申

しました。ご本人からある書類は届いておりますが、その書類に基づきまして、去

る９月３日だったと思いますが、取締役会を開催いたしまして、処分を決定いたし

ております。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 社長としてやっぱり本当にこういうことが起きれば大変だとい

うことは十分私も感じています。やはり今後は会社の社用車に限らず、施設備品な

ど、私的利用を慎むように周知徹底を図ることが私は経営改善に向けての会社規範

を守る第一歩になるというふうに思います。こういった不祥事は、やはり株式会社

やまえに限らず、私たち役場、行政、議会等でもあってはならないことでありま
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す。万一、無断でつことって大きな事故、死亡事故でも起こしたら、本当に大変な

ことになります。再度、従業員、社員に対する会社規範の周知徹底と意識改革をお

願いしたいと思います。 

以上、３点について一般質問をいたしましたが、私たちは村民が持つ、おかしい

という疑問に対し、真摯に答えていかねばなりません。特に村長にしても議員にし

ても、村民の選良をいただいてここにいるわけですから、やはりしっかりと村民の

疑問に対しては真摯に対応し、答えていく必要があると私は思っています。ガバナ

ンス、管理監督の徹底と、コンプライアンス（法令遵守）の大切さの認識をお願い

して、一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（秋丸安弘君） お諮りいたします。 

ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。再開時間を１１時０５分といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５６分 

再開 午前１１時０５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 

村長。 

○村長（内山慶治君） 議長の許可を得て、取締役会を９月３日と申しましたけれど

も、正確には９月５日に開催しておりますので、訂正させていただきたいと思いま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 次に、６番、谷口予志之議員より１、株式会社やまえについ

て、２、買い物弱者対策について、３、林業振興についての通告が出ております。 

谷口予志之議員の質問を許します。谷口予志之議員。 

 

谷口予志之君の一般質問 

 

○６番（谷口予志之君） おはようございます。議長のお許しをいただきましたので、

６番議員、谷口予志之より通告に従い、一般質問を行います。 

まずもって、近年日本全土に災害をもたらす異常気象、今年も熊本地震をはじめ

ブーメラン台風とも言われた台風１０号は、東北、北海道方面に甚大な被害をもた

らしていました。被災されました方々にはお悔やみとお見舞いを申し上げます。ま

た、一日も早い復興を願っておるところでございます。また、最近台風１６号の進
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路にも今後気を付けていかなければいけないかなというようなことで、大変心配を

しているところでございます。 

今回、私通告は３件いたしております。まず１点目は、株式会社やまえについて

であります。先ほど横谷議員のほうから質問されましたので、同じような質問は省

略し、違う視点から質問をいたします。 

本年度も９月となり、温泉センターでは上半期を迎えようとしています。昨年度

２７年度の決算では、約８２０万円程度の赤字であったというようなことでござい

ます。今回、４月に発生しました熊本地震が４月に発生でございますので、その

後、余震がいまだに収まっていないというようなことで大変心配をしているところ

でございます。その影響で、県内外の観光地も宿泊等のキャンセルが相次ぎ、厳し

い運営を強いられているというような報道も聞いております。 

当（株）やまえについても、その影響があったかと思いますが、本年度２８年４

月から９月までの上半期の損益の状況についてお尋ねをいたします。まだ決算がで

きていない月につきましては、予想で結構でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 株式会社やまえの上半期の状況でございます。 

まず、４月から７月までの監査が終わっておりますので、その結果についてご説

明を申し上げます。まず４月につきましては、約２６万円ほどの赤字決算でござい

ます。５月はやはり約２５５万円の赤字、６月は約１９０万円の赤字の状況でござ

いまして、７月は若干好転いたしまして、約１４万円の黒字でございます。これは

営業利益でございますので、営業外利益等を加えますと、４月から７月までの累計

では約２８２万円赤字でございます。これは赤字でございますけれども、昨年同期

と比較いたしますと、かなり改善はいたしております。 

先ほど議員申されましたように、本年度は４月に発生いたしました熊本地震の影

響で、軒並み宿泊や宴会などのキャンセルが相次いでおりました。また、物産の販

売の主力であります高速道路サービスエリアにおきましても、高速道路の通行止め

の影響で売上が極端に減少いたしております。 

しかし、勤務体制の見直しとかによりまして、残業の削減、それから商品原価の

見直しをいたしまして経費節約等をやっております。それと宿泊クーポン券の発行

によりまして、その効果によりまして若干宿泊客の増加が見られておりまして、現

在は徐々に回復しておるような状況でございます。７月期は若干の黒字を計上して

おりますが、８月の見込みでございますけれども、会社のほうの予測によります

と、夏休みやお盆などで宿泊客等が増加いたしておりまして、８月につきまして

は、現時点では最低でも２００万円の黒字を見込んでいるというふうな報告を受け



 － 56 － 

ております。 

本年度上半期の状況は、以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） やはり報道と同じく、地震の影響を受けてキャンセル等が相

次いで、４月でございましたので、当初から厳しい状況で運営をされたというよう

なことでございました。また、経費の削減とか経営の見直しをされて、回復しつつ

あるということでございます。お客様によって商売を成り立たせることは、いかに

集客をし、また来ていただいた方々がこの施設はいいというような良い印象を持っ

ていただくことが大事だと思っております。様々な改善をされているところです

が、より一層職員、従業員の意識改革に取り組んでいただきたいと思います。 

ここで、答弁いただきました経営状況について、社長である村長について、どの

ような見解をお持ちかお尋ねをしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） お答えいたします。 

見解といいますか、内容につきましては、企画調整課長が答弁したとおりであり

ます。震災で４月、５月非常に苦戦をしたということでありますけれども、７月が

１９０万円ほどの黒字に、８月も２００万円程度というようなことを報告受けてお

りますので、今後、さらに経営努力しながら、本年度黒字決算ができるよう社員と

ともにですね、頑張っていきたいと思っているところであります。累計いたします

と、見込みが８０万円の赤字ということでありますから、さらに経営努力していき

たいと思っているところであります。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） 経営を見直しながらやっていって、大体今、累計で８０万円

の赤字ということで、だいぶ改善をしてるかなというふうに思います。 

先ほども言いましたとおり、一応商売するのに集客というようなことでございま

すけれども、集客するには営業も大事なことでございますけれども、近年から大型

のクルーズ船が八代港のほうに寄港しております。そのクルーズ船のお客さんを受

け入れる体制というか、その対応について、どのようにお考えかお尋ねをしたいと

思います。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） ここ数年、八代港へ大型のクルーズ船が寄港しており

まして、以前は熊本市や阿蘇方面に観光をしておりました。しかし、４月の熊本震

災以降は、県南地域への観光が多くなっております。本村におきましても、温泉入

浴とか昼食等で受け入れを検討いたしておりましたが、今週９月１７日土曜日にク
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ルーズ船の乗客１６０名を受け入れる予定でございます。先般、県南の観光担当者

会議におきまして、既に大型クルーズ船の乗客を受け入れている地域の情報がござ

いましたが、文化や慣習の違いで若干問題が起きているようでございます。 

現在、そのような情報に基づきまして、受入体制を整えているところでございま

して、１７日は１６０名でございますので、２班に分かれて来るということでござ

いますけれども、一応貸切状態になっておりまして、午後１時まではこの乗客のほ

うの対応に集中したいというふうに現場のほうでは準備を進めております。 

また、このクルーズ船につきましては、大人数で来られるということでございま

すので、単独の施設では到底対応できないということもございますので、人吉球磨

地域全体でですね、地域の特色を生かしたおもてなしといいますか、そういったこ

とをやっていく必要があるんじゃなかろうかなというふうに考えております。 

また、地方創生の交付金を受けまして、広域連携事業ということで、県南地域の

広域観光連携事業を県の県南広域本部を中心にしながら、県南地域で取り組みを始

めたところでもございます。今後、予想されますクルーズ船の乗客につきましても

受け入れるような方向でいきたいと思っておりますけれども、今回初めてのことで

ございますので、いろいろ研究をしなければならないというふうには考えておりま

す。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） クルーズ船のお客さんが県南への観光客が多くなっていると

いうようなことでございます。これも一つのチャンスだと思っております。先ほど

も言われましたとおり、お客のほとんどが外国の方でございますし、いろいろと問

題があるということも聞いております。しかし、今回このような機会を逃さず県南

の特色を生かすということとともに、人吉球磨でもですね、地域全体で受入体制を

整えて、多くのお客さんを取り込んでいただきたいと思っております。 

また、先ほど９月１７日、１６０名程度を受け入れるというようなことで、８０

名ずつ２班に分けてというようなことでございますけれども、こういうお客さんが

帰られて、あそこはよかよと言われるような対応の仕方をしていただければという

ふうに思っております。 

次に、株式会社やまえに備え付けてあります定款や規定、また規則等の整備状況

について質問をいたします。 

（株）やまえは株式会社であります。定款をはじめ規定や規則を定められている

とは思いますけれども、どんなものが整備されているか。また、その整備された規

定や規則は職員、従業員にどのように周知をされているかお尋ねをいたします。 
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○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 株式会社やまえにおける諸規定等でございますけれど

も、まず株式会社やまえの定款が当然ございます。それから、株式取扱規定、組織

規定、就業規則、これは正社員とパート用両方ございます。業務分担規定、決済規

定、給与規定、それから従業員懲戒等審議会規定がございます。また、その周知に

ついてでございますけれども、事務所に備え付けておりまして、いつでも見れるよ

うな状態になっておりまして、職員には見るようにということで周知はしているよ

うでございますけれども、実際研修会等を開いてやるということまでやるべきでは

ないかなと一応考えているところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） 定められました定款とか規則関係は、そこの職場の規律を正

すものでもございます。また、周知については勉強会等でもやっていかなければい

けないというようなことでございますけれども、実際、そのようにやってもらった

ほうが職員の方々も、「一応見ておいてください。」と言われても、なかなか見られ

ないのではないかなというふうに思っております。定款等につきましては、会社の

事柄でございますけれども、規定、規則は業務執行上に必要な事柄、いわばルール

を定めたものだと思っております。そういうルールは職員、従業員の方々は特に理

解すべきことですので、先ほど言われましたとおり、そういう勉強会のほうも開い

ていただくようによろしくお願いしておきたいと思います。 

ところで、株式会社やまえにはマイクロバスのほか、何台かの車両があります

が、所有車両にはいろいろなリスクがつきものだと思います。先ほどの答弁の中に

は車両に関する規定がなかったように思いますが、そのような規定は実際に整備さ

れていないのかお尋ねをいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 株式会社やまえに現在所有しております車の状況を申

し上げますと、まず、マイクロバス２台をはじめワゴン車２台と軽自動車３台の合

計７台を要しておりまして、また一部リースもございます。車両の管理規定につき

ましては、確認いたしましたところ規定等は定めてないということでございまし

て、マイクロバスにつきましては、毎日運転日誌を付けて、それによって管理して

いるようでございます。管理規定等につきましても整備すべきとは思っておりま

す。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） このように車両がたくさんある中で、車両管理規定等がない
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のもちょっと問題ではないかなというふうに思います。今、どういう車を所有され

ているかといようなことで報告受けましたけれども、一応マイクロバス２台という

ことで定員が１１名以上というようなことでございます。定員が１１台以上の車を

所有する場合は、安全運転管理者というのを備え付けねばならないというようなこ

とが義務付けされておりますけれども、その安全運転管理者は専任されておられま

すか。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 株式会社やまえは、安全運転者を設置しなければなら

ない事業所ということでございまして、現在、総務部長のほうが講習を受けまして

安全運転管理者を務めております。従いまして総務部長を任命しておるような状況

でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） 安全運転管理者、一応専任されているということでちょっと

安心をしております。この専任されてないと罰則規定もあるようですので、まあ良

かったかなと思います。 

車両は先ほども言いましたけれども、日々の業務の中で欠かせないものでありま

す。その利用によっては会社に対するリスクもつきものだと思っております。その

軽減のためにも会社所有の車両利用に関して、先ほどつくるべきというようなこと

でございますので、会社内の一定のルールと運用、厳格化した車両規定を整備して

きちんと守って、車両の運用を管理すれば、先ほど横谷議員からありましたけれど

も、いろいろなそういう不祥事がなくなるんではないかなというふうに思っており

ます。この管理規定について、今、課長のほうはつくる予定というようなことです

けれども、村長のほうもそのことでいいですか。社長のほうもそんなことでつくる

というようなことでございます。 

今、まさに温泉センターのほうも経営改善に取り組んでおられる中であります。

定款をはじめ整備されている規定や規律等で決められた事柄を再認識させる、その

ことが職員や従業員の意識改革につながり、経営の安定につながっていくものだと

思っております。そういうことで今後、努力をされまして、温泉センターの経営が

うまくいきますように願っているところでございます。 

次に、２点目としまして、買い物弱者支援対策について通告をしております。 

少子高齢化や社会情勢の大きな変化に伴いまして、地域内の商店や交通機関など

日常生活に不可欠な生活インフラが弱体し、山江村でも日常雑貨や生鮮食料品を取

り扱っておられた商店が姿を消し、また本年６月をもって住民サービスの一端を担

っていた株式会社やまえ物産館山田店も閉店をしております。今では民間の商店は
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村内に２軒かなと思っているところです。山江のほたる物産館を含めますと３軒に

なるかなと思います。 

こうした中、食料品等の買い物が困難な状況に置かれている買い物弱者といわれ

る方が増加し、日常生活に支障を来しているのが現状ではないかと思います。買い

物弱者といわれる方々は、ほとんどが高齢者の方々だと思いますので、まず各地区

の高齢化率について、どのようになっているかお尋ねをしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、各区の高齢化率についてお答えいたしま

す。 

高齢化率につきましては、村内総人口に占める６５歳以上の高齢者人口の割合と

なります。なお、数値は２８年７月３１日現在、少数点第２位を四捨五入しており

ます。第１区が２８.８％、第２区３１.８％、第３区３８.５％、第４区２８.４

％、第５区３４.９％、第６区３４.４％、第７区３７.２％、第８区１８.５％、第

９区２０.８％、第１０区３９.８％、第１１区４１.９％、第１２区４８.３％、第

１３区２４.８％、第１４区３７.２％、第１５区３８.６％、第１６区５６.８％と

なっております。山江村全体の高齢化率は３１.７％で、約３人に１人が高齢者と

いうことになります。高齢化率の最も高い行政区は第１６区の５６.８％、最も低

い行政区は第８区の１８.５％となっております。人吉市から離れた山間地の行政

区ほど高齢化率が高くなっている状況です。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） この高齢化率につきましては、９月１２日の人吉新聞のほう

にも郡市の高齢化比率というようなことで出ております。郡市の高齢化比率は大体

３４.８％というようなことで、全体からすれば山江村のほうが低いかなというふ

うには思っているところでございます。 

先ほど言われましたとおり、山江村の各地区の高齢化率では、やはり山間地にい

くほど高いようでございます。山江村でも全体で３人に１人が高齢者、６５歳以上

というようなことでございます。 

このような高齢者の多い地域では、先ほど言いました山間地域といいますけれど

も、年を追うごとにその比率は高くなっていくと思います。この買い物弱者支援に

ついて、以前アンケート調査をされたと思いますけれども、そのときどんなことを

聞かれ、どんな結果だったかについてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、前回のアンケート調査の結果につきまし
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てお答えいたします。 

平成２４年３月に山江村社会福祉協議会と共同で、７５歳以上の独居及び高齢者

のみの世帯１０４世帯を対象に、買い物弱者支援に関する調査を行っております。

調査項目は、「買い物に行く人はどなたですか」「買い物に行く手段は何ですか」

「配達サービスがあれば利用しますか」など、８項目ほどを調査しております。買

い物に行く人の質問に対しては「本人」が６５％、「同居の方」が６％、「別居の親

族」が２１％、「その他」が８％となっています。買い物に行く手段としては、「自

家用車」が４１％、「タクシー」が７％、「まるおか号」が１０％、「その他」が４

２％となっております。買い物する場所については、「主に村外」が９３％、「主に

村内」が７％となっています。買い物の頻度としては、「週１回未満」が１９％、

「週１回」が２５％、「週２回から３回」が５０％、「週４回以上」が６％となって

います。配達サービスを利用するかの質問に対しては、「利用する」が１２％、「自

分で買い物をしたい」が４０％、「利用しない」が４８％となっています。 

前回の結果では、「配達サービスを利用しない」が４８％、「自分で買い物をした

い」が４０％という結果が出ておりまして、配達サービスに関しては、ニーズにつ

いてはあまり感じられなかったという結果が出ております。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） 報告で２４年に７５歳以上の独居世帯とか高齢者のみの世帯

１０４戸に対してアンケート調査をされたというようなことで、その結果から今の

報告を見てみますと、「サービスを利用しない」４８％で、「自分で買い物をした

い」が４０％という結果でございまして、この結果からみますと、週に二、三回、

自分の車で自分の目で見て買い物をするというような結果かなというふうに思いま

す。 

村内でも車を所有されていない方もおられますし、また最近では高齢になると危

険というようなことで、運転免許証を返納される方もいると聞きます。そうなると

買い物に行きたいが行けないということになります。買い物は地域の暮らしに必要

不可欠なものでございます。地域の高齢者は増加していくばかりです。買い物弱者

支援だけでなく、通院弱者とかそういうのもありますし、生活や医療に対しての支

援は避けては通れないものだと思います。 

そこで山江村として、買い物弱者への何らかの支援策についての考えはないかお

尋ねをしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、本村の取組状況並びに今後の支援対策に
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ついてお答えします。 

現在、村で行っている買い物弱者支援は、直接的なものはありませんが、山江村

在宅高齢者介護予防生活支援事業において、週３回程度の食事を届ける配食サービ

スやヘルパーが買い物を代行するなどの日常生活に関する援助を行う軽度生活援助

サービス、それから肢体不自由などにより公共交通機関を利用することが困難な高

齢者などが病院や買い物などに行く場合に利用できる外出支援サービスを委託事業

として行っております。 

前回の調査では、配達サービスのニーズは非常に低かったところですが、自分で

買い物をしたいという意見が多かったことを見ますと、買い物に利用しやすい交通

体系の整備や買い物支援バス等の運行を検討していく必要があると考えます。現

在、まるおか号の運行見直しを行っておりますが、利用者にとって買い物や通院な

ど、生活にかかわるところで、よりよい利便性の高い路線の整備など、人吉球磨地

域公共交通活性化協議会とも協議をしながら進めていきたいと考えております。 

また、山江村地方創生情報化戦略では、２０２０年までに買い物弱者に対応した

注文システムを構築する計画としております。前回アンケートを取ってから４年が

経過しておりますので、ニーズ等も変化していると思います。再度、状況、課題等

を把握した上で、買い物弱者支援対策に取り組んでいきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） この買い物弱者支援対策につきましては、今、課長からの答

弁では、２０２０年までには買い物弱者に対応した注文システムを構築するという

ような計画でございます。この買い物弱者支援の対策について、村長はどう考えて

おられるかお尋ねをしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 先ほど議員は高齢化率をお聞きになりました。一番低いところ

は８区の１８.５％、高いところは１６区の５６.８％であります。このことは二つ

のことを意味しております。一つは、町部に近い、要するに村営住宅等々があると

ころにおきましては、特にひとり親が多いという傾向もありまして、子育て支援の

対策が必要だというようなことであります。もう一方、役場から離れた山間部に行

きますと、要するに新しい人が入って来ない所につきましては、高齢化が今後とも

どんどん進んでいくんだということでありまして、その対策を打たなくちゃいけな

いということであります。 

内容につきましては、先ほど課長が答えたとおりでありますけれども、もろもろ

の買い物支援を含め、その支援策はあろうかと思いますけれども、家にいながら、
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その品物が自分で頼んだものが届くというようなシステムについて、今後ますます

必要になってくるんだろうということであります。ただ、やっぱりそういうシステ

ムがないもんですから、今のところですね。どうしてもやっぱり自分の目で見て、

自分で買い物したいというようなことでありますが、そういうことをどういう形に

するのか、紙、ペーパーでやるのか、また、そういう支援員さんがいて支援員さん

に頼むか、また、ある意味では山江村内には全て光が入っております。学校の生徒

たちが使いますようなタブレットで、ちょっとポンポンポンと押すとそのものが届

くというようなこともできようかと思いますので、ただ、そういうことを全体的に

ですね、買い物支援のみならず、その山間地域にお暮らしになる方々のサービスを

考えていかなくちゃいけないということを思っておるところであります。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） 今、村長言われましたとおり、やはりその地区地区によって

サービス提供の種類が違うというようなことでございます。やはり山間地のほうは

高齢化というようなことで、そういう先ほど言いましたように、買い物支援とか通

院支援とか、そういう福祉のほうの支援が大切になってくるんではないかなと思っ

ております。 

先ほども村長も言われましたとおり、買い物弱者の支援については、いろいろと

調べてみますと三つぐらいの方法があるようでございます。高齢者でも歩いて行け

る身近な場所に店をつくるとか、また注文配達型や移動販売型により家まで商品を

届けるとか、基礎的な生活サービスを提供する小さな拠点を整備し、人々が出かけ

やすくなるようなことで、この三つというようなことで書いてございました。 

また、やはり買い物される方は自分の目で見て買いたいというようなことで、ま

るおか号の見直し等もされております。まるおか号の利用も一つの手ではあるかと

思います。今回の見直しで見てみますと、何か途中で一回乗り換えないと目的地ま

で行けないようなことも聞きますし、利用される方につきましては、心身、また身

体が不自由な方もおられます。 

また、本年度実施されました地区の座談会には、買い物支援等の要望はなかった

ようでございます。この買い物弱者問題は、単なる買い物不便に留まらず、高齢者

の食育、健康問題とも関係します。地域での暮らしがしにくくなったりとか、そう

いうことを思いますと住民の流出の要因にもなりかねません。こうことを踏まえ、

先ほどから２０２０年度までには、そういうシステムを構築するということでござ

いますので、住民の意見を聞き、その対応策に取り組んでいただきたいというふう

に思います。 

次に、３点目でございますけれども、次は林業の振興についてでございます。林
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業の振興につきましては、幾度となく一般質問でしております。これは山江村だけ

でいろいろと考えても、なかなか向上するものではございませんけれども、山江村

の基幹産業は農林業であります。山江村の林業については昔から盛んで、木の恵み

を受けてきたと言っても過言ではないかなと思います。しかし、外国産の輸入木材

に押されまして材価が下がり、採算性の悪化から生産量が減り、木材を切り出して

生計を立てておられる方も少なくなってきております。また、林業後継者や従事者

の減少も著しくなってきております。 

そこで、山江村の公有林、村有林ですけれども、成熟をしているかと思います。

それに伴いまして蓄積も成熟し、年々増加していると思いますけれども、公有林の

昨年度の整備状況についてお尋ねをしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 公有林の整備状況というご質問でございます。 

まず、本村全体の森林面積からいいますと、約１万６００ヘクタールほどありま

す。そのうち公有林が９,４００ヘクタールであります。整備状況ということでご

ざいますが、公有林の整備状況は年次計画で行っております。昨年度は下刈りが１

９ヘクタール、間伐が７ヘクタール、人工造林が１.３ヘクタール、防護柵が２,０

００メートルを補助事業を活用して実施をしております。ちなみに私有林につきま

しては、下刈りが４３ヘクタール、間伐が１１ヘクタール、人工造林が１３ヘクタ

ール、防護柵が８,３００メートルが実施をされております。 

森林は公的機能を有しまして、そして地球温暖化防止としても大変重要な資源で

ありますので、今後も計画的に年次計画で整備していきたいというふうに思ってお

ります。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） 森林を活性化されるというか、森林はその成長過程に合わせ

てまた適切な手入れをしていくことが重要でございます。村有林におかれまして

は、年次計画を立てて計画的に整備をされているということでございますので、山

江村も模範となるような森林になるのではないかなと思います。 

答弁の中で、私有林の整備面積も言われましたが、何か間伐面積が少ないような

気がするところでございます。これを聞くところによりますと、造林補助金といい

ますか、林業の補助金がいろいろと減額されてなかなか入って来ないというような

ことで、そういう結果かなというふうに思いますけれども、そこで、本年度２８年

度の国・県から交付される林業補助金の現状と山江村が独自に林業関係に対する支

援、また補助の内容について、どのようなことになっているかお尋ねをしたいと思
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います。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 平成２８年度の国・県の林業に対します補助金と本村

独自の林業関係の補助金の状況とはということでございます。 

林業補助金につきましては、下刈り、間伐、人工造林、鳥獣害防止施設などの人

工造林の整備に係る経費につきましては、国・県で約６８％の補助率で交付をされ

ております。村有林におきましては、平成２７年度、昨年度の補助金は８５０万円

ということでありました。今年度、平成２８年度は、要望額は９００万円を要望し

ましたけれども、そしてそれに追加でですね、合計の１,２５０万円の内示が付い

たというところであります。これはあくまでも村有林に対します補助金の追加内示

ということであります。民有林に対しましてもこれだけが付いたということは限ら

ないということであります。 

また、本村独自の支援策ということでございます。例えば、特用林産物でありま

すタケノコやワサビ、花木などを鳥獣被害から防ぐためのネットの設置の補助をし

ております。また、住宅または建築物の新築、増築及び改築を行う方に対しまし

て、地域材を利用された方に対して、その使用率に応じて補助金を支給しておりま

す。 

後継者に対します支援策といたしましては、林業従事者支援対策としまして、就

業するのに必要な機械、例えばチェーンソーとかの機械の購入に対して補助を行っ

ております。 

また、森林は公的機能を有しまして、そして先ほども申しましたが、地球温暖化

防止対策としても大変重要な資源であります。従いまして、現在の森林整備の進捗

の状況から考えますと、作業道の整備がまだまだということでありますので、その

作業道の開設に対しまして、国・県の補助金が６５％ありますけれども、村がその

６８％に２２％を上乗せしまして、受益者の負担が１０％に抑えられるような森林

の整備の支援を行っております。 

以上が本村独自で行っています支援であります。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） 公有林に対する補助金が要望額を上回る内示があったという

ようなことで、今年も計画的な整備ができるものと思います。村独自の支援策も特

用林産物とか、作業道開設とか、林業従事者の林業機械購入に対しても支援をされ

ているようでございます。このように、木材価格が長期低迷している中でございま

すので、今後も引き続き支援をお願いをしたいと思います。 

最後でございますけれども、昨年私また林業の振興というようなことで一般質問
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をしております。そのとき森林経営を行う上で、収益性の高い新規作物等につい

て、情報や資料を収集し、支援を含めたところで検討するとの答弁がなされており

ました。こういう答弁をされておりますので、その後の進捗状況について、いろい

ろとそういうことをされたかお尋ねをしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） それでは、お答えします。 

まず、農業に対しましても林業に対しましても、本村の基幹産業であります。現

在森林が持つ水源涵養、そして山地災害の防止などの公益的機能の維持増進を図る

ため、平成１７年度から熊本県が水と緑の森づくり税、いわゆる森林環境税としま

して、個人から年額５００円を課税しまして、その総額が約４億円ということであ

ります。それが森林整備に今現在、財源として使われております。 

農業にしましても、林業にしましても、自給率の向上を図る必要があります。木

材の自給率は平成に入りまして、今までは２０％台だったんですけれども、３０％

台に回復したとは言いましても、７０％ぐらいは外材であります。やはりこう自給

率が半分ぐらいにいかないとですね、今後の農林業が衰退していくのではないかと

いうことであります。 

最近の国の流れや政策によりまして、農林家の方は、今後の林業経営に不安を感

じていらっしゃる方もいらっしゃるというふうに思っております。国の政策はそれ

はそれとしまして、今後の国の政策に注目しまして、身近な足元対策として、市町

村でできることは市町村でしっかりと支援していかなければならないと思います。 

今後は、森林、木材は長期間の収入源でありますけれども、今後は短期間で収入

源となります、例えば花木とか、特用林産物の振興にも力を入れていかなければな

らないと認識をしているところでございます。 

行政、森林組合、林家の方が一体となってよく話し合い、今後どのような林業経

営をしていくのか、今、現場においてはどういうことが必要な支援策なのかという

ことを今後しっかり話し合って協議していきたいというふうに思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 谷口予志之議員。 

○６番（谷口予志之君） 一応具体的なことはまだできていないようでございます。な

かなか難しいもので何がいいというようなことで、すぐに判断ができるようなもの

ではないかなというように思います。 

木材価格が安いために林業での生業ができない。ある村の議員は、このような厳

しい林業情勢の中から議会の一般質問の中で、村長に対し「山林は固定資産です

か」というようなことで聞かれたこともあるというふうに聞いております。村長の

ほうは「固定資産です」というようなことで答えたそうでございます。 
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そういうことを言わせるように、木材価格というのが安くて山の価値がないとい

うことでございます。その割には森林というのは、地球環境の保全とか水源涵養機

能、また生物多様性保全など多面的な機能を有しています。その機能を維持させる

ためにも、林業離れをさせないような手立てをする政策が必要でございます。この

政策も長くたちますと、やはり今、後継者もございませんので、先ほど言いました

ように林業離れというより、林業から手を引くというようなことになってしまいま

すので、早急な対応をお願いし、質問を終わります。 

○議長（秋丸安弘君） お諮りします。 

ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。再開時刻を午後１時といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５１分 

再開 午後 １時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 

次に、１０番、松本佳久議員より１、ＩＣＴの活用の地域づくりについて、２、

山江村例規集全般についての通告が出ております。 

松本佳久議員の質問を許します。松本佳久議員。 

 

松本佳久君の一般質問 

 

○１０番（松本佳久君） １０番議員、松本佳久です。９月議会、一般質問を行いま

す。 

スポーツの秋です。ブラジルではリオ五輪の後に、現在はリオパラリンピックが

開催されており、ともに日本人選手が大活躍でとてもうれしく思っております。役

場前の体育館の壁を見ますと、山江村でも熊本高専の横山さんが全国高専バドミン

トン大会団体の部で優勝されており、また中学生の山口君、あるいは嶽元さんは、

中学生陸上投てきの部で全国大会へ、石山君は陸上８００メートルの部で九州大会

への出場が決まっていると書いてあります。 

若い方々の活躍を見ますと、なぜか私たちも大変うれしくなってきます。これは

恐らく歴史には継続性があり、そしてまた連続性もあるということで、今の私たち

も何とか努力しておりますけれども、それを若い方が引き継ぎ、さらに発展させて

くれるんではないかなと無意識的にわかっているんじゃなかろうかと大変うれしい
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ところです。私たちは今後も、さらに若い方の応援をしっかりしなければならない

と考えております。 

今日は９月１５日で中秋の名月です。夜には何とか晴れてくれるようにと皆さん

とともにお祈りしたいと思います。満月のお月さんを愛でて、自然の風情を楽しむ

心の余裕を持ちたいものであります。 

さて、質問の１点目は、ＩＣＴ活用の地域づくりと通告しております。この件に

関しては、私の後に質問される中竹議員が全体的なことを質問されるようですの

で、私からは具体的な２点について質問をします。 

まず、役場やその他の公共施設に、誰でも利用できるような無線ＬＡＮ機能、公

的にＷｉ－Ｆｉ環境を整備する考えがないかを質問したいと思います。今やインタ

ーネット全盛時代です。山江村では全村に張り巡らしてある光ファイバーを利用し

てケーブルテレビを見ることもできますし、パソコン等でインターネットを利用す

ることもできます。ルーターというのを我が家に付ければ、自宅でもＷｉ－Ｆｉ環

境、コードを接続しないでもパソコンや印刷機を使用でき、スマートフォンのよう

なＩＴ機器にも利用することができます。 

そこで、山江村役場やその他の公共施設に無線ＬＡＮを張り巡らし、Ｗｉ－Ｆｉ

環境を公的に整備して、誰でも利用できるようにする考えはないか、執行部の答弁

を求めます。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 現在、スマートフォンやパソコン、タブレット端末を

活用したＳＮＳによる情報発信が急速に普及しております。そういった情報の発信

が議員申されますように主流になっております。 

山江村におきましても、公式フェイスブックのサイトも立ち上げまして、ＳＮＳ

を活用した情報発信を行っております。また現在、村内の観光地や公共施設などの

情報は、ＡＲという技術を使いまして、動画により施設案内をやっております。本

年度におきましては、フットパスのコースを整備しておりますけれども、山江村フ

ットパスサイトにおきましても、インターネットを活用して、コース周辺の施設を

動画にて配信を始めたところでございます。 

主要な施設周辺では、携帯電話のＬＴＥ回線とか、３Ｇ回線が使用可能でござい

ます。このようなサービスは、この回線を使いますと使用できる状況にありますの

で問題はないかとは思っております。しかし、最近は外国の観光客の方が外国製の

スマートフォンをお持ちになるとか、タブレット等で情報を入手されておるようで

ございますので、こちらのほうにはＷｉ－Ｆｉ環境が必要であろうというふうに思

っております。また、災害時の避難所などにもですね、整備が必要と考えておりま
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すが、各公民館にはケーブルテレビのインターネットの端末が設置されております

ので、無線ルーターを設置することで、緊急の対応はできる状態にはなっておりま

す。現在、村の施設におきましては、役場の一部と山江村図書館、それから地域づ

くり研究所、温泉ほたるにＷｉ－Ｆｉ環境を整備しております。このほか村内の小

中学校には、体育館に授業用として整備してございますけれども、施設によっては

アクセス制限をかけてございます。このほか、今回２５日に開催を予定しておりま

す栗まつりにおきましては、会場の山江村体育館へＷｉ－Ｆｉの設備を設置する計

画でございます。事前に通信の試験を行っておりますけれども、体育館に設置しま

すと役場一帯はカバーできるようになっております。 

このように、村のいろいろな情報をＳＮＳを使っていろいろな方へ拡散していた

だくという点では、非常に有利な道具となっておりますので、施設の整備につきま

しては、施設の設置目的とＷｉ－Ｆｉの使用目的等を十分勘案しながら、今後検討

を進めてまいりたいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 村内各地である程度のところではＷｉ－Ｆｉ環境が整ってい

るということではないかと思います。私の質問の意味は、例えば役場のＷｉ－Ｆｉ

環境をセキュリティのこととか、アクセス制限のこととかいろいろあるとは思いま

すが、訪れた人がパソコンなんかでもそのＷｉ－Ｆｉ環境を利用できるようにはで

きないかとか、あるいはその誰にでもかれにでもできないちゅうならば、村民の中

の登録した人だけでも利用できるようにはできないかというような意味でありまし

たが、このようなことは考えておいでですか。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） やはり誰もかれもが使うということになりますと、や

はり深夜の若者のたまり場になったりとかですね、長時間使用ということもござい

ますので、先ほど言われましたように、使用時間、長時間の使用をですね、制限し

たりとか、登録しながら誰が使うのかというふうな安全性を保ったような使い方を

していく方法があると思いますので、その点は検討をさせていただきたいと思って

おります。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 本当にインターネットの検索機能といいますか、パソコンの

検索機能とかはとても便利で、今はこの分厚い例規集もパソコンで引くほうが早く

なっております。そういうときにもパソコンでつながっていないと見れませんの

で、その点、タブレットとかスマートフォンだったらですね、空から情報が降って
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きますのでいいんですが、今後検討されてですね、セキュリティも考え、アクセス

制限も考えながら、できれば村民の中で登録した人ぐらいは利用できるような、も

ちろん時間制限も付けてですけど、そのようなことをぜひ検討していただきたいと

いうふうに考えております。 

それでは、ＩＣＴ活用の地域づくりについて２点目の通告をしております。それ

は先ほど来話してもおりますけれども、ケーブルテレビにしろ、パソコンにしろ、

スマートフォンにしろ、扱い方がなかなか難しゅうございます。今は山江村もＩＣ

Ｔ教育に大変力を入れておりますから、小中学生からその教育を受けた方々は大変

上手ではあろうと思いますが、私たちというか、私みたいになかなかうまく動かせ

ない人もおります。それで、例えばパソコンでも１カ所引っかかるとそれから先に

はなかなか進みません。叩いても進みませんし、叩けば壊れるということで、そう

いうときにですね、例えばケーブルテレビでもリモコンのスイッチがテレビのほう

から動いてはおりませんかとか、ここをこうしてくださいとかいう、とてもわかり

やすい説明があっております。そうしないとどうしていいかわからんからですね。 

そのようなケーブルテレビでもパソコンでもスマートフォンでもですね、何かあ

ったときに相談するようなところ、ＩＴお助けマンというかどうか知りませんけれ

ども、ＩＣＴ相談員というのを設けられることはできないかを質問したいと思いま

す。私も一度お願いしましたが、ケーブルテレビでもすぐに駆け付けて来てくれ

て、簡単なことを解決してくれてはおります。しかし、あんまりみんながしょっち

ゅう頼むとケーブルテレビのほうも忙しいだろうし、先ほど来申しておりますよう

に、ＩＣＴ相談員、ＩＣＴお助けマンのようなものを整備する考えはないか、答弁

を求めます。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） ＩＣＴ相談員というご提案でございます。 

現在、山江村未来塾「１００人委員会」におきまして、情報発信部会が設置され

ておりまして、その中でいろいろと山江村の情報発信について研究を行っていただ

いております。村民の方々の中でですね、地域におけるＩＣＴの推進委員のような

方々を組織していただくとか、そういった方々が支援をする仕組みというのができ

ればというふうに思っております。 

地域づくり研究所におきましても、今後、研究を行ってまいりたいと思っており

ますし、また現在地域おこし協力隊を募集中でございまして、ＩＣＴに詳しい人材

を募集いたしております。着任後は、地域おこし協力隊の活動の一環としてです

ね、そういったＩＣＴ支援員の制度が確立できればというふうに思っております。

そういうことで、今後はやはりＩＣＴの普及を図るという意味では、そういった方
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々、支援員の設置が必要かと思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 小中学生が日本一を目指して頑張っとるわけですから、私た

ち村民も、少しでも小中学生を見習って頑張らなければならないと思っております

し、また役場のほうでも地域づくり研究所や１００人委員会、それからその地域お

こし協力隊ですか、そのような方もお願いしながら、できれば村民全体のＩＣＴレ

ベルが上がっていくような政策をとっていただけばというふうに考えております。

それを期待しております。 

それでは、２番目の質問に移ります。通告は山江村の例規集全般にとしておりま

す。実は今、議会には議会活性化調査特別委員会というものがあります。そこで今

後の議会のあり方、どのようにしたら活性化するのか、改革の方法はないのかとい

うことをいろいろと調査、研究しているところです。 

その中で、例えばですね、議会の傍聴規則などを研究しました。これはもうずい

ぶんと前に制定されて、そのまま読みますと、今ではあまり使用されていない言葉

なども出てきたりして、これは何という字かなというのもありましたので、今の時

代に合わせて改正案を研究し、今年の６月議会に提案し改正したところです。 

この分厚い例規集の中の議会の部分はもうこれぐらいです。３２ページぐらいで

す。これぐらいを私たちが研究して、変えたほうがいいんじゃないかなあというこ

とを考えましたので、そのほか執行部の部分はこれは何百ページあるかわかりませ

んが、このこと全体を考え直すべきではないかと思って質問するところです。 

その中で、一つ目に、時代に合わなくなった条例、規則、ちょっとこれは表現が

おかしいですが、もう本当はこれは今は要らないんじゃないかとか、これはずいぶ

ん変わっているのになぁと、おそらく制度が変わるたびに変更はされているはずで

すから、そういうものはないとは思いますが、条例を決めるのは議会ではあります

けれども、私たちがこれを全部この調査するのもほぼ無理だろうと思うし、また詳

しく知っている方は担当の方でもありますし、役場全体としてこの例規集の見直

し、点検をする必要はないかということを質問します。 

また、２番目に、古い条例などでですね、もう今はこれは不必要じゃないかとい

うのもあるんじゃないかと思います。具体的にはわかりませんけど、そういうもの

をやはり将来のためにもとっておく必要があるのか、あるいはもうどこかの時点で

それは外してしまうのか、そのようなことは考えておられないか質問をします。 

３番目に、それぞれの条例には全部じゃないと思いますけど、例えば地方自治法

とか介護保険法とか、そのような上位法があります。上位法の改正に合わせて、そ

の都度改正されているとは思いますが、例えば上位法が２０条だったのが削除され
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て１９条が繰り上がったりとか、いろんなそういう条数が変わったり、あるいは字

句の変更等もあっております。その都度改正されているとは思いますが、そのよう

なものはないか、一度、これは総務課あたりでなく、それぞれ自分の係で係の方が

調査してもらってはどうかというふうに考えております。 

例えばですね、歴史民俗資料館の設置条例があります。この中に、別表第２使用

料というところがあるんですが、ここには多目的ホールや研修室などの使用料を書

いてあります。しかし現状としては、多目的ホールは、えほんの森図書館になって

おりますし、研修室は地域づくり研究所になっております。このようなところは、

変えるべきではないかなと思います。あるいは前のほうに、山江村専門員の設置に

関する条例があります。その中に山林委員や土木委員や衛生委員を置くとあります

が、これらの方はおられるのでしょうか。また、これは改正したほうの例ですけ

ど、消防団の設置条例があります。その中の根拠法として、消防組織法第何条の規

定によりというところがありますが、これは実は消防組織法のほうはちょっと前に

変更されておりました。消防組織法の１５条の１項で、各自治体に消防団を置くと

なっているのが、その消防組織法が１５条の１項が１８条の１項に変更されて、し

ばらくしてから、これは平成２６年３月１４日に改正してありますが、担当の方が

いろいろ探されたんだろうと思います。 

そのようなこともありますので、全体としてこれはチェックすべきではないかと

いうふうに考えております。そこまでのところで答弁をお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） それでは、お答えをいたします。 

現状でございますが、条例の制定、改正につきましては、関係する課によって行

っております。上位法の改正による条例改正につきましては、国・県からの条例案

が示されますが、その条例に合う条例案により改正をしております。村独自の条例

につきましては、準則と県条例、他の自治体の条例を参考に条例案を作成するとい

うことにしております。 

それから、改正の時期でありますが、上位法の改正によるものは、案が示された

条例につきましては、できるだけ次の議会定例会のほうに提案し、条例案が示され

なかった条例につきましては、条例改正のほうが遅れることもありますが、できる

だけ早く議会へ提案するようにしております。また、改正漏れが見つかった条例に

つきましては、その都度条例改正の提案をするようにしているところでございま

す。 

それから、例規集の整備ということで、時代に合うように整備すべきではないか

ということでありますが、山江村の例規集は、平成５年に縦書きから横書きに変更
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してあります。それから、平成１４年には例規集サポートシステムを導入し、役場

の職員はネット上で例規集を見ることができるようになっております。また、平成

２３年からは、誰もがネット上で山江村の例規集を見ることができるようになって

おります。データ化したことにより、用語の検索から関連する条例、規則等を確認

することができるようになっております。このことから、この機能を移し替えなが

ら、改正をしてきているところでございます。しかしながら、システム導入以前の

村独自の条例につきましては、時代に合わない条例もあるかと思われますので、未

改正の条例がないかも併せて調査をしたいと考えております。 

それから、上位法の改正による村条例の改正の再調査ということでは、先ほど答

弁をいたしましたが、例規集サポートシステムの導入により、用語の検索ができま

すので、条数の変更であったり、字句につきましては、未改正の条例ではないかも

合わせて調査したいというふうに考えております。 

それから、先ほどご指摘がありました条例につきましては、改正すべきところだ

と思います。関係課で速やかに対応したいということで考えております。 

それから、お尋ねの専門委員ですが、この委員の委嘱状が近年交付されたという

ことはありませんので、存在はしておりませんので、他の条例に関係しないかを調

査をしながら、併せて廃止、改正の手続きをとりたいというふうに考えておりま

す。 

それから、見直しの条項、時限立法ということでありますけれども、村独自の条

例を制定する場合には、一定期間で条例の目的とする効果を出したいときなどの条

例については、終期を付けた条例を制定しているところでございます。終期を設け

た条例につきましては、終期前にその効果を見て、終了するか継続するかを判断す

るようにしているところで、継続する場合には、効果内容等を考慮して改正を行っ

ております。定期的に見直しをという条項を付けるということにつきましては、他

の自治体では５年から１０年という期限を設け、見直しを行うという規定をしてい

るところもあるようです。政策の基本となるものでありますので、常に見直しが必

要かどうかを見ておく必要があるのではないかというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） この分厚い例規集がですね、縦書きから横書きになったと

か、それからサポートシステムのほうに変更してきたとか、その間の移り変わりも

答弁していただきましたが、答弁にありましたように、このサポートシステム導入

前の条例については、変更されていない部分があるかもしれないということであり

ますので、ぜひ総務課のみならず、各係、各担当でチェックしていただけばと思い
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ます。 

先ほど歴史民俗資料館や専門委員や消防法のことを言いましたけど、たまたま全

部見たわけじゃありません。たまたま見てそうあったもんですから、ほかにもない

かなということを提案したところであります。また、その定期的な見直しについて

も検討する、他の自治体も見て検討するということでございますので、そのように

お願いしたいと思います。 

何と申しましても、日本国には憲法があり、そして憲法の目指す理想のものを実

現するために法律があります。また、地方自治ももちろん憲法にも書いてあります

が、そのために地方自治法があって、私たちはそれらに守られてというか、縛られ

てというか、法律に守られて暮らしているところであります。ぜひ、山江村の憲法

である条例についても、全職員一丸となって点検していただけばというふうに考え

ております。 

例規集についての全体的なことを聞いてまいりましたが、具体的に通告している

点についても質問を行います。まず、やまええほんの森条例を制定する考えはない

かについて質問をいたします。現在、山江村には図書館設置条例はありません。図

書館関しては、この山江歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例の中で、条例

施行規則がありますが、その中で若干図書室についての記述があるだけです。歴史

民俗資料館は、平成１０年度の事業によって完成したと記憶しております。落成式

が平成１１年１１月１１日でした。そろそろ２０年も経過しますし、何よりもえほ

んの森図書館としての近年の利用者が多いこともあります。教育委員会にお尋ねし

ましたところ、昨年１年間の歴史民俗資料館の入館者は７７７名であったというこ

とでありました。これに比べて、えほんの森の利用者は５,３００人であったとい

うことでありました。もちろん資料館は有料ということもありますし、えほんの森

は無料ということもあるかもしれませんけれども、それでも多くの方が利用されて

いるということは事実であります。民間といいますか、村民のグループであるお話

グループおひさまの活躍もありまして、定期的なイベント等も行われております。 

それでですね、ここでしっかりとした条例を制定して、山江村全体として子ども

たちは絵本からそして読書へ、そして私たち大人までですね、読書に親しむような

雰囲気をかもし出すべきだと考えます。やまええほんの森条例を制定する考えはな

いか、執行部の答弁を求めます。 

○議長（秋丸安弘君） 蕨野教育課長。 

○教育課長（蕨野昭憲君） それでは、お答えいたします。 

まず、公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するた

めの普通公共団体の施設でございまして、教育文化施設としましては、博物館、美
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術館、図書館、資料館、公民館、コミュニティセンターなどが挙げられます。また

地方自治法では、公の施設の設置及びその管理に関する事項は条例で定めなければ

ならないと規定がございます。 

やまええほんの森は、平成２６年７月に絵本を中心とした図書の充実を図り、親

子のふれあいの場を創造することを目的として、山江村歴史民俗資料館の一室に開

設をいたしました。平成２７年度は来館者が５,３３８人、本の貸出人数が２,１７

７人、貸出冊数が８,８８８冊でございまして、イベントの開催時は、絵本の読み

聞かせなど、村内グループはもとより村外からの参加協力依頼を行い、来館者の増

加に努めているところでございます。 

この図書室の設置、開館時間及び休館日につきましては、先ほど議員申されまし

たとおり、山江村歴史民俗資料館設置及び管理条例施行規則の中で規定をしており

ます。また、資料館に付随する図書室の円滑な運営を図るため、資料館運営委員会

の下部組織といたしまして図書委員会を置いております。 

そのようなことから、現時点ではやまええほんの森の設置及び管理に関する条例

は制定していない状況でございます。ただ、読書をすることにより集中力、文章

力、感受性、コミュニケーション力のアップ、それからストレスの軽減など多くの

効果が期待できますので、今後は絵本が中心ではございますが、小学生から大人ま

で読書に親しめるような図書室全体の充実を図る必要があるのかなというふうにも

思っているところでございます。 

条例の制定につきましては、現在図書室でもございますが、他の自治体でもです

ね、類似的な自治体もあるかと思います。そのような状況も参考にしながら、今後

検討していきたいと考えているところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） えほんの森図書館の設置及び管理条例を制定する考えはないか

ということでありました。中身につきましては、教育課長が答えておりますけれど

も、私からは今後の方針としてですね、図書館はやっぱり村民の生涯学習の拠点の

施設だというふうに思っております。従いまして、そのえほんの森のみならず、子

どもからその保護者、また今でもですね、中学生、高校生が学習する場として活用

しておるところでありますけれども、一般の方々がいろんな調べ物をしたり、学

習、本を読んだり、高齢者の方々も含めてですね、そういう古い歴史を調べられた

りということで、総合的なその図書館の設置についてはですね、これは必要になっ

てきてるんだなというふうに考えているところであります。 

歴史民俗資料館の中におきまして、図書委員会は設置されておりますものの、そ

の現在ある図書の整理を含めて、将来的には司書の設置も含めてですね、その図書
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館のあり方を模索していきたいと思っているところでありまして、その条件を見次

第、いろんな調査研究をし次第ですね、もちろん隣の地域づくり研究所もですね、

そういう調査機関でありますし、いろんな資料が置いてある場所でもありますの

で、そことの連携もありますから、併せてその図書館のあり方については、検討し

てまいりたいと思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 私の提案は、別に立派な図書館をつくれというものではござ

いません。今、あるものを利用して、それでその子どもから大人までみんなで学習

するような村を目指すべきではないかという提案であります。今後、教育課長を中

心に、検討していくということでございますので、大変ありがたいとは思っており

ます。 

いつも、今日は藤本教育長もおいでですが、藤本教育長が山田小学校の校長先生

のときからですね、教育はデジタルとアナログ両方必要なんだということを繰り返

し繰り返し、私たちもわかるように言っておられます。パソコンやインターネッ

ト、大事なものも使いながら、やはり読み書きそろばん、黒板やノート、本を読

む、これなしには教育は進まないんだということを言っておられますので、ぜひそ

のような方向で進めていただきたいと思っています。 

実は、８月２９、３０、３１日と、私たちは東京と富山県の研修に行ってまいり

ました。東京には村長も一緒においでいただきましてありがとうございましたが、

富山市では現在市議会の方の問題が大きくなっておりますが、私たちは小さな村の

取り組みや富山市全体の取り組みを研修してきたところです。 

富山市においては、図書館とガラス美術館がありました。そして同じ施設内に銀

行もありましてですね、詳しいのは皆さん報告書出しておりますからそこに書いて

ありますが、もうたくさんの方が、学生が勉強しているのはもちろん、私たちみた

いな大人も高齢者の方もぞろぞろおられました。そういうような運営に方法もあり

ますし、片や舟橋村、ここは面積的には日本で一番小さい村だそうですけれども、

そこの図書館にも駅の中にある図書館であり、交通の便がいいし、商工会も一緒に

入っておりました。やはり高校生らしい若い人や私たちみたいな大人、高齢者の方

も平日なのにこんなにたくさん人が来られるのかなあというぐらい利用されておっ

たところです。 

そういうところはもう先進地ですから、そういう将来の夢を描いて、まずは山江

村からできることを着々と築いていっていただければと考えております。 

次に、体育館についての質問をします。山江村体育館の設置及び管理に関する条

例があります。この第１条にその目的が書いてありますが、それには、山江村体育
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館は、体育、スポーツ及び文化活動の普及、振興を図るために山江村体育館を設置

するとあります。利用状況、これも教育委員会から聞きましたが、２７年度中の利

用者は約１万５,０００人ととても多いです。保育園児から小中学生、高校生、大

学生、一般の方など、多くの方がスポーツや文化のために使用されており、中には

四半的の大会や剣道大会など、対外的な大きな試合等にも使用されています。来年

の熊本県民体育祭の会場にもなっているんじゃないでしょうか。１０日後に開催さ

れる山江栗まつりの会場でもあります。１０月には山江村文化協会主催の山江村文

化祭もここを使用される予定です。 

その中で利用者の声として、「トイレとは別に専用の洗面所がなくて不便であ

る」との声を聞きました。なるほど体育館ですから、利用者の方は汗びっしょりに

なって運動をされます。トイレにも洗面所はありますけれども、顔を拭いたり、タ

オルを湿したりするような専用の洗面所が必要だと思いますが、いかがお考えでし

ょうか。人吉のスポーツパレスはここはまた特別立派な施設ではありますが、あそ

こには無料の温水シャワー設備もあります。本当はシャワー付き洗面所が良いのか

もしれませんが、少なくとも手洗い専用の洗面所などが必要ではないかと考えます

が、執行部ではどのようにお考えですか。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 先ほどの図書館の件ですけれども、今の施設を活用していろん

な方が利用できるような機能を持たせたいという意味でありまして、総合的に図書

館を別につくるというふうに私申しておりませんで、誤解を与えたようであります

ので、訂正させていただきます。 

また、そういうものは先ほどＷｉ－Ｆｉの件も言われましたけれども、今補正予

算を調べております。財政の問題も先ほどから言われましたが、いろんな国からの

お金を持ってきながらですね、いろんな施設環境を整備していきたいというような

ことを大前提にいたしております。 

実は山江村の体育館の修繕工事につきましても、来年はハンドボールが会場にな

っておりますので、しっかりとした施設整備が必要だということでありますので、

その施設を整備するに当たって、教育委員会のほうで動いてもらってるということ

でありますので、その内容につきましては教育課長のほうからお答えさせていただ

きます。 

○議長（秋丸安弘君） 蕨野教育課長。 

○教育課長（蕨野昭憲君） それでは、お答えいたします。 

昭和６０年度に建設いたしましたこの山江村体育館は３０年以上経過し、老朽化

が進んでおり、整備についても検討しているところでございます。子どもから高齢
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者まで誰もが身近にスポーツを楽しめる環境づくりや先ほど申されましたとおり、

平成２９年度には県民体育祭人吉球磨大会のハンドボールが会場として予定されて

いるということから、競技水準向上のための環境整備なども必要になるかと思いま

す。 

平成２７年度にスポーツ振興くじ、ｔｏｔｏといいますけれども、その助成金を

申請いたしました。この事業は、スポーツくじの売上金から、収益の３分の２をス

ポーツ振興を目的とする事業資金とするものでございまして、そのうちの３分の１

をスポーツ団体に、残りの３分の１を地方公共団体等に助成するものでございま

す。補助率につきましては、補助対象経費の３分の２以内でございます。整備内容

といたしましては、体育室、床やラインの補修、それから照明のＬＥＤ化、トイレ

のウォシュレット化、男女シャワー室の設置、ミーティング室等のエアコン設置、

玄関の一部自動ドア化、暗幕の交換などを考えているところでございます。 

結果的には平成２７年度につきましては、採択をされませんでした。本年度につ

きましてもこの助成金の申請を行いたいと考えております。昨年度要望しました整

備計画を一部変更して申請することも可能であるかと思いますので、利用者の意見

や先ほど議員の意見等も含め、関係者の方々からのご意見など参考にしながら、体

育館利用者がスポーツに親しみやすい環境整備に努めていきたいというふうに考え

ているところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） どの質問も別にどなたとも打ち合わせたわけではありません

が、この体育館についても教育課長と打ち合わせたわけではありません。既に平成

２７年、それ以前からそのようなｔｏｔｏの補助金等の申請獲得に向かって動いて

おられるということには感謝します。ぜひそれに今年は当たりますように願ってい

るところです。そのような補助事業を活用されて、よりよい体育館設備となること

を願っております。 

建設は昭和６０年という報告でありましたけれども、最初は雇用促進事業団の体

育館であったと思っております。それを山江村が払い下げを受けました。実はこれ

は１０万円で払い下げをしております。とても格安な物件であったと思っておりま

す。残存価格から解体費を差し引いた残りとかいう説明だったと思っております。

１０万円の体育館であれ、私たちはこれを大切に使っていこうではありませんか。

また、屋根には太陽光発電も載せてあり、今風にも適合した良い体育館だと思いま

すので、ぜひ整備をよろしくお願いしたいと思います。 

次に、農業関連で１点だけ質問を通告しております。山江村には環境保全型推進

条例というのは今はありません。ありませんが、環境保全型農業推進助成金交付実
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施要項というのを策定されて、環境保全型農業の推進に力を入れておられるようで

あります。 

国においては、平成１８年に有機農業の推進に関する法律を制定してあり、減農

薬あるいは低農薬から、できれば有機農業へ進めていくというような方針を示され

ているようであります。 

山江村でも村長繰り返し申しますように、山江村産の農産物を学校給食にも生か

したいんだ、安心・安全な作物をつくりたいということでもありますので、ここは

今の環境保全型農業推進助成金交付実施要項をもう一歩進められて、山江村有機農

業推進条例というのか、山江村環境保全型農業推進条例というのか、名前はともか

く安心・安全な農産物をつくる山江村なんだという方針を打ち出す必要があると考

えますが、執行部ではどのように考えておられますか、質問をいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 環境保全型農業ということでございます。これにつき

ましては、地球温暖化防止や生物多様化保全に積極的に貢献していくために、より

環境保全効果の高い営農活動の普及、推進を図る必要がありますことから、村でも

推進をしております事業であります。 

国の事業といたしましては、先ほど議員申されましたが、化学肥料、化学合成農

薬を県の慣行レベルより半分以下、５割以下、それに加えまして、カバークロック

といいますけれども、緑肥の作付けですけれども、これを行う方に１反当たり８,

０００円以内の交付金を交付されております。ちなみに平成２７年度、昨年度は、

本村では７名の方にですね、面積に対しまして１０ヘクタール、それに交付金とし

まして約７７万円を交付をいたしております。昨年度は７名の方でしたけれども、

今年度は既に１２名の方が取り組んでおられる状況でございます。 

また、村独自では、水稲のみを対象としまして、山江村環境保全型農業推進助成

金交付実施要項というのを制定しまして、環境保全型農業に積極的に取り組む農業

者に対しまして、反当たり２,０００円の助成金を交付しているところでございま

す。昨年度はこの交付金は９名の方に対しまして、面積に対しまして約１３５アー

ル、１町３反程度ですけれども、助成金としまして２７万円を交付をいたしており

ます。また、この環境保全型農業のほかにですね、エコファーマーにも取り組んで

おられる方が２１名、そして県が認定します有作くん、これが９名の方が取り組ん

でおられます。 

本村でも現在進めております学校給食等の地産地消化の推進を図る上でも大変重

要な制度でありまして、安心・安全で環境にやさしい農業の推進を図る必要がある

と確かに認識をしているところでございます。いろいろな環境にやさしい農業の推
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進制度はありますけれども、それを一本化しました村独自としてもですね、この制

度の制定に前向きに検討していきたいというふうに思っております。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 産業振興課長、答えましたけれども、私のほうからも追加とい

いますか、申し上げさせていただきたいと思います。 

今、環境保全型農業、それからエコファーマー、有作くんに取り組まれている農

家の方、それぞれおられるというようなことでありまして、今回の学校給食につき

ましてはですね、そういう方々を中心に、安心・安全な農作物を学校に届けるとい

うふうになっているところでございます。 

当然その後にはですね、この３本を一本化した山江村の基準をつくりながら、山

江村の認定のシールの中で流通に入れていくという姿が望ましいということであり

ますけれども、なかなか踏み切れないという点がありまして、その課題につきまし

ては、トレースの問題があります。いわゆるトレーサビリティであります。農家の

方々が何月何日、どういう作業をしてきたのかという生産履歴がその安心・安全に

つながっていくと、その作物の保証につながっていくということになりますので、

その農家の方々の協力なしにはですね、要するに役場が先にもうできもしない基準

をつくってもということでありますから、そういうことにつきましては、現在学校

給食での農産物の取り引きが始まっておりますので、またそういう方々と相談しな

がら、山江型の環境にやさしい農業の推進のための制度、条例を整備していければ

と思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 今、制度が三つぐらいあるんですか、それらをまとめた形で

農家の方とも協力しながらやっていきたいということでありました。どのような交

付金だったかは忘れましたが、農業のＩＴ化、タブレットを使って田んぼから直接

発信するとかいうことを以前に村長は申しておられたようであります。そのような

こともすればですね、今日はどういう仕事をしたんだというのも立ちどころに動画

ででもわかるようになりますので、そちらのほうも進めていただけばというふうに

考えております。 

子どもたちに農業を教えることも大事です。例えば、議会棟の横ですかね、歴史

民俗資料館の前には山田小学校が体験農業として稲を植えております。また、万江

小学校は万江保育園とともに万江小学校のプールの後ろに田んぼをつくっておりま

す。そのようなことから考えますと、例えば緑の少年団があります。もちろん緑の

少年団も田植えもしてくれるとは思いますが、名前は何というかわかりません。農
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業少年団というのか、栗の実少年団というのか、小さい頃に体験をしていただくと

いうことがですね、中には農業を志す人もいるだろうし、あるいは都会へ就職して

行っても、私のふるさとで田植えしたことがあるというようなこともきっと大きな

ものになるというふうに考えますが、そのような将来のことを考えて、緑の少年団

らしい農業少年団のようなものを創設される考えはないか、どこかわかりません

が、そういう考えはございませんか。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 私のほうからじゃあお答えいたしますけれども、全く想定外の

質問でありまして、農業の少年団あたりの設置につきましては、もちろん学校との

兼ね合いもあろうかと思います。カリキュラムとの問題で、緑の少年団も実は学校

教育外の教育活動として活動をされているという状況でありますので、そういう指

導者も含めて、できるかどうか。確かに私冒頭の挨拶で申し上げたとおり、いろん

なこの山江村に子どもたちが残るということについては、ふるさと教育が必要であ

ろうかと思いますし、ふるさとにおけるいろんな体験も重要だろうかと思っておる

ところでありますので、おっしゃったことの意味をしっかり理解させてもらいなが

ら、関係機関といいますか、まず庁内で検討させていただければと思います。 

先ほどタブレットの話もされてましたけれども、実は農家に対するですね、タブ

レットの講習会はもう既に行っておりますし、そのタブレットによりまして簡単に

生産履歴が付けられるような講習会をしております。実は子どもたちもですね、

今、タブレットは子どもたちが上手なわけでありまして、この子たちが大きくなっ

たら、必ずやいろんなものにつきましてもタブレットで管理するんだろうなという

ことも思いを馳せながらですね、今からそういう準備をしていきたいと思っている

ところであります。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） ある村民の方がですね、私の議会活動について、「そら松本

さんのライフワークじゃもんな」と言ってくださいました。これはもちろん冗談だ

ったろうとは思いますけど、私はとてもうれしかったです。今後もですね、村政の

課題に関して、積極的に質問や質疑や提案もして、また議会においては議会活動の

活性化等を目指す議員でありたいと決心しているところです。 

役場では若い職員もそれぞれ担当を持って仕事をしていただいております。です

から、少なくとも自分の担当分野については、誰にも負けないほど勉強し、村民の

幸せを実現させるために計画を立て、仕事をし、チェックし、次の行動へ移すプロ

の公務員であってほしいと願っています。平成２７年度は自治大学校への入校はな

かったようですが、こんなところへもですね、職員自ら積極的に研修に出向かれ、
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帰って来て村民のために働いてほしいと願っています。 

公務員は憲法にも公務員法にも書いてあるとおり、全体の奉仕者です。職務専念

の義務もあります。全員そのことを宣誓して役場に入って来られたと思っておりま

す。どうぞそのことを片時も忘れることなく、仕事に励んでくださるようお願いし

ます。もちろん私たち議会議員も全体の奉仕者として働かねばならないことは言う

までもありません。何と言いましても、私たちの報酬、職員の給与は村民各位の日

々の働きの中から頂いているということを忘れることなく、全体の奉仕者として働

こうではありませんか。 

昨年のことですが、平成２７年当初予算を決定した昨年の３月議会において、内

山村長は、「平成２７年度は山江村政元年である」と申されております。それで言

うなら今年は山江村政２年目です。どうぞ赤ちゃんから高齢者の方まで、みんなが

幸せで楽しい日々を過ごすことができますようお祈り申し上げ、一般質問を終わり

ます。ありがとうございました。 

○議長（秋丸安弘君） お諮りいたします。 

ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。再開時間を２時５分といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時５４分 

再開 午後２時０５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 

次に、８番、中竹耕一郎議員より、１、ＩＣＴ施策について、２、地域づくり研

究所と山江未来塾についての通告が出ております。 

中竹耕一郎議員の質問を許します。中竹耕一郎議員。 

 

中竹耕一郎君の一般質問 

 

○８番（中竹耕一郎君） ちょうど今日の予定は７人ということで、真ん中になりまし

た。時間も限られておりますので、手短に質問に入りたいというふうに思います。 

通告内容としましては、村民の方の意見も尋ねてきたわけでありますが、ＩＣＴ

施策について、それからもう一つは先般発足いたしました地域づくり研究所を山江

未来塾について、この２点について質問させていただきたいと思います。 

まず、質問に入ります前に、今回台風１２号につきましては、手前のことばかり
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言ってはなりませんが、直撃を免れまして、クリ、ほかの農作物に被害がなかった

ことは何よりであります。しかしまだ１６号が近づいておるようですので、大変こ

う心配をしているところであります。 

さて、先般皆さんご存じだと思いますが、リオデジャネイロのオリンピックの閉

会式のときにですね、日本から地球の中をくり抜いて、競技場を中心に緑の土管か

らマリオに扮した安倍首相が出て来るシーンがありました。最初は私はよくわから

なかったんですが、よく考えてみるとようできてるなというふうに考えたわけです

が、こんなことができるんだなと唖然として見ておりました。まさにこう日本のソ

フトパワーをですね、見事に世界に見せつけたんじゃないかなと、そういう一場面

じゃなかったんじゃないかなというふうに思います。 

また、最近はですね、この間も東京で見ておりましたら、至る所でポケモンゴー

ですか、のゲームにはまってる様子が見られます。私たちの時代はゲームがなかっ

たのでですね、ほとんどわかりませんが、このポケモンゴーはですね、アメリカの

ベンチャー企業と日本の任天堂が共同開発した代物でありまして、ＧＰＳを使って

いるので、非常にこう臨場感があるらしいですね。だからその辺が相当こうゲーム

する者にとっては、相当人気があるようであります。まさにですね、ＩＣＴがふだ

んの暮らしの中に、便利な道具としてどんどんこういうふうに入って来ている、こ

れは誰でも利用できる社会になってるんだというふうに思います。 

そこで、国のほうもですね、いろいろユビキタス社会実現に向けて、様々な研究

実践をしておりますが、村民の中にですね、ＩＣＴて何じゃろかと、難しかっじゃ

ろと、何のためなっとじゃろかと、そのような話もちらほら耳にするわけです。 

そこで、今日は村民の方の不安を少しでも解消するという意味からもですね、私

もＩＣＴについて、もう一度再度確認をして考えてみたいと思いまして、今日質問

するわけであります。 

ここでですね、まずＩＣＴの質問に入る前にですね、本村の現状なんですが、特

に教育関係は先に進んでおりまして、その辺の教育関係のＩＣＴについてお尋ねを

したいと思います。平成２３年からですね、学校現場に導入されて、ご存じのとお

り児童、生徒の学力が飛躍的に上がるというような相当の成果を上げておるわけで

すが、その都度研究発表会もありましたし、継続的にですね、各地からの視察も続

いてる状況であります。この学校教育でのＩＣＴ教育の実際についてですね、経緯

について、また子どもたちがどのように反応が変わってきたのか、また先生方も相

当ご苦労が多いと思うんですね、先生方の対応、また一方保護者の反応、それから

またＩＣＴがですね、熊本県では山江は進んでやってるわけですが、全国的な動

き、県内の動き等々含めて、どのような状況なのかをお尋ねをまずしたいと思いま
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す。 

○議長（秋丸安弘君） 藤本教育長。 

○教育長（藤本誠一君） それでは、お答えいたします。 

本村では平成２３年度に文部科学省より、国内のＩＣＴ教育活用好事例の収集、

普及促進に関する調査研究事業の研究指定を受けまして、電子黒板３台を導入いた

しまして、授業における効果的なＩＣＴ活用について研究を始めたところでござい

ます。その後、平成２４年度に学識経験者等で構成いたしますＩＣＴ機器導入検討

委員会を立ち上げまして、ＩＣＴ機器導入の年次計画を作成いたしまして、順次、

導入を図っているところでございます。 

現在の導入状況でございますけれども、校務用パソコンが教員１人１台、タブレ

ットパソコンが児童、生徒１人１台、全教室、それから特別教室に電子黒板をそれ

ぞれ１台、それから全教室無線ＬＡＮの整備を行っているところでございます。 

これらの導入によりまして、いろんな意見が聞かれておりますけれども、まず子

どもたちからは、「授業が楽しい」、「いろんな資料がすぐ見られ役に立つ」という

意見や実際授業の様子を見られた保護者からは、「タブレットを使って子どもたち

が堂々と発表している姿に驚いた」、また「ＩＣＴ教育の継続を望みます」等の意

見をいただいているところでございます。また、教師からは「教材を大きく提示で

きて子どもにわかりやすい」、それから「授業に必要な情報がすぐ提示できて、授

業がスムーズにできる」などの意見を聞いているところでございます。 

また、全国のＩＣＴ環境整備状況でございますけれども、文部科学省の全国調査

によりますと、平成２７年３月でございますけれども、教育用コンピューターが児

童、生徒６.４人に１台でございます。それから電子黒板の導入率ですが、全教室

に入っている割合でございますけれども９.０％、それから普通教室の校内ＬＡ

Ｎ、この整備率は８９.１％、そのうち無線ＬＡＮの整備率が２７.２％という結果

になっております。熊本県の市町村別のＩＣＴ環境状況につきましては、教育用コ

ンピューター１台当たりの児童、生徒数でございますけれども、山江村は０.７５

人ということで、全国で７位、熊本県では２位ということでございます。 

熊本県教育委員会におきましては、このＩＣＴを活用した未来の学校創造プロジ

ェクト事業を県下の市町村立学校３９校を指定しまして、ＩＣＴ教育の推進を図っ

ているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 今、ご答弁いただきましたが、非常に山江村の場合はです

ね、機器の整備状況も非常に先端をいってる、同時にですね、県内でももちろん指
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定されてる全国３９校の中でもトップを今、走ってるんじゃないかなというふうに

思います。非常にこれはそれぞれですね、先生方の努力の賜でもあり、また子ども

たちもそれにうまく適用して一生懸命やってる結果だろうと思います。 

経過についてはですね、今答弁いただいたとおりでありますが、電子黒板、それ

からタブレット、それからまたデジタル教材、こういった様々な用具が使われてい

るわけですが、どうもその具体的にどのような方法でどのようなテクニックと言う

か、授業のやり方をですね、ここじゃちょっと機械を持って来てするわけにはいき

ませんので、わかる範囲内でできればどういうふうにこのテーマについて学習する

ときはこのような方法でやりますと、わかる範囲で結構なんですが、その技術的な

ところをちょっとお話できませんか。 

○議長（秋丸安弘君） 藤本教育長。 

○教育長（藤本誠一君） それでは、お答えいたします。 

まずでございますけれども、デジタル教科書を授業で使っておりますけれども、

その中から一例ご紹介したいと思います。まず、例えば４年生の角と大きさという

単元がございます。そこで角度の測り方を指導する単元でございますけれども、従

来でしたら、教師が大きい分度器を使いながら、分度器で線を書いて当てて、測り

方を説明したわけでございます。それではなかなかわかりにくい部分もございまし

た。しかし、このＩＣＴを使うことにより、その角度の測り方が動画で示されます

ので、順番もずっとこういうふうに当てます、こういうふうに測りますというふう

に順番に流れてまいりますので、子どもたち非常にわかりやすい、そういう動画を

使った教材がございます。 

同じようにいたしまして、５年生の社会科の自動車工業の盛んな地域という単元

がございますけれども、その単元でございますけれども、その中ではですね、今ま

では資料集の１枚の写真を使いまして、こういうラインで自動車がつくられるんだ

という説明を教師がしておりましたが、今はそのＩＣＴの活用によりまして、自動

車の一連の生産ラインが動画で見れます。その動画を見ながら実際に工場見学をし

なくても、理解が深まりまして、制作過程での利点、あるいは課題と、こういうの

も明確に把握することができます。 

ほかにもいろいろそういう教材がございますけれども、学年の発達段階や強化の

特性に応じたデジタル教材をただいま活用しているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 動画等を使ってですね、よりわかりやすく授業が進められて

るということがわかったわけであります。 
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ところで参考のためにお尋ねをしたいと思いますが、児童、生徒は現在携帯端末

ですね、それからゲーム機器も含めてどれくらい持っておるのかですね、調査され

たことはありますか。そしてまたその所有状況でですね、ＩＣＴ教育に取り組む前

と後とでその辺の変化があったかどうかをお尋ねしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 藤本教育長。 

○教育長（藤本誠一君） 私のほうから携帯電話でよろしいでしょうか。携帯電話の所

持につきましてでございますけれども、学校では基本的には禁止となっておりま

す。保護者との連絡用として持たせてあるところもございます。現在の携帯電話所

持率でございますけれども、小学校で２３.７％、また中学校においては所持率が

１６.３％となっております。小学校での所持率がなぜ多いかということでござい

ますけれども、それは保護者がやっぱり１人しかいないということもございまし

て、そういう連絡用に持たせております、いわゆるキッズ携帯といわれるものでご

ざいまして、いろんなＷｉ－Ｆｉとかそういうのは使えないというような状況のキ

ッズ携帯を小学生は多く持たせられておられますので、そういうふうにして小学校

が所持率が高いというようになっております。中学校ではスマートフォンの所持率

が多くなっております。 

それからＩＣＴ教育に取り組む前の状況と現在の状況で顕著な違いといいます

か、それにつきましては、そんな変化は見られませんけれども、大体先ほど申し上

げましたように、約２０％前後で推移しているというところでございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） キッズ携帯というのはですね、やっぱり連絡だけに使えるや

つですね。そういうような状況だということがわかりました。 

次にですね、じゃあこのＩＣＴ教育にもう５年経つわけですが、取り組んでこら

れた結果、もちろん良かった点は先ほど言いましたように、飛躍的に学力が伸びた

ということ、技術的にわかりやすい授業ができる形態になったということがあるわ

けですが、悪くなった点はないと思うんですけれども、課題があるとすればどうい

うことが考えられますか。何かこう非常に、これはもう少しこういうふうになれば

いいがなと、ありましたらどうぞ。 

○議長（秋丸安弘君） 藤本教育長。 

○教育長（藤本誠一君） それでは、お答えいたします。 

まずＩＣＴ教育に取り組んだ成果として良かった点ということでございますが、

これは子どもたちの授業への興味、関心が非常に高まったということでございま

す。意欲的に授業に取り組むようになりまして、集中して話を聞くことができるよ
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うになりました。 

また、情報活用能力及びスキルが向上いたしまして、自分に必要な情報を判断し

て、それをプレゼンテーション等を使いまして、的確に友達に伝えたり発表したり

する表現力が一段と向上したように思います。 

また、教師におきましては、ＩＣＴ機器を授業改善のツールとして、一連の授業

過程の中に取り入れておりまして、授業力の向上が見られております。そして子ど

もたちにわかりやすく説明したり、思考させたりする力が身に付きまして、１時間

１時間の授業がより充実したものとなっているところでございます。 

これらのＩＣＴを活用した教師の指導とこどもたちの学びによりまして、先ほど

からありますように、その成果といたしまして平成２６年度、平成２７年度の全国

学力学習状況の調査におきまして、全国１位の秋田県を上回る正答率を示しており

ます。特に活用に関する学力の正答率の向上が見られましたのは、ＩＣＴ教育の効

果ではないかというふうに考えております。 

次に、課題についてでございますが、本村の小中学校におきましては、２１世紀

型能力の育成を念頭に置きまして、教育を展開しておりますけれども、ＩＣＴ教育

におけます小学校から中学校までの連携プログラムの作成が必要かと考えておりま

す。それによりまして、９年間を見通した情報活用能力を育成していくことが必要

じゃないかと考えているところでございます。 

また、年々教師用のデジタルコンテンツも質、それから量ともに増えてきており

ます。それに対応できる教員の研修の機会を設けることが必要かと思っているとこ

ろでございます。また、子どもたちの情報活用能力の向上によりまして、情報機器

を正しく使う、いわゆる情報モラル教育、これも重要ではないかと考えているとこ

ろでございます。子どもたちがいろんな事件に巻き込まれませんように、情報モラ

ル教育をさらに充実していくことが重要だと考えているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） ありがとうございました。確かに情報モラル、これは大事な

ことだろうと思います。情報がどんどん発達してまいりますと、そういう情報を振

り分ける能力がないとそういうふうなことがいろんなトラブルが出てくる可能性も

あるわけですので、情報モラル教育と言うのは非常に大事なことだろうと思いま

す。ありがとうございました。 

次にですね、一つ気になることがあるんですが、一応そういうふうにいいことは

もちろんいいように進んでいくわけですが、必ずしもやっぱり子どもたちも同じ能

力じゃないと思うんですよ。それにうまく取り込める子どもたちはいいんですけ
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ど、なかなかうまく取り込めない子どもが多分いると思うんですよ。その辺の対応

については、何か特別な対応をなされてますか。 

○議長（秋丸安弘君） 藤本教育長。 

○教育長（藤本誠一君） それでは、お答えいたします。 

本村では先ほど申し上げましたように、平成２３年度からＩＣＴ教育に取り組み

始めまして、各教室１台の電子黒板、それから１人１台のタブレットパソコンを配

備しているところでございます。そのために、いつでも使える環境にございます。

授業等でも毎日使っている状況でございます。そのため本村では、全ての子どもが

機器操作にも慣れまして、発達段階における機器操作においては困り感を持ってい

る子どもはおりません。むしろわれわれ大人も携帯電話とスマートフォン等の操作

についてはいろいろ使いながら操作方法を身に付けておりますけれども、子どもた

ちも常に身近にありますので、それを非常に使っておりますので、そういう困り感

を持っている子どもはおりません。むしろ考え方につきましては、やはりこれは教

師として指導していく場面もございますけれども、機器操作についてはそういう子

どもはおりませんので、大人以上により高い操作能力を身に付けているのはないか

と思っているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 次に、この教育を進める上でのですね、財源についてお尋ね

をしたいんですが、それなりの経費がかかるわけでありますが、過去５年間でかけ

た経費が幾らぐらいなのかお尋ねいたしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 蕨野教育課長。 

○教育課長（蕨野昭憲君） それでは、お答えいたします。 

日々加速する情報化の流れの中で活躍する地域人材を育むためには、このＩＣＴ

を活用した教育方法が有効であると考えております。そのような中で、本村が取り

組んでいるＩＣＴ教育の充実を図るために、電子機器や指導者の育成などのＩＣＴ

環境の整備に努めているところでございます。 

ご質問の平成２３年度からこれまでかけた経費についてということでございます

けれども、予算ベースでお答えをさせていただきます。無線ＬＡＮの環境整備、電

子黒板、タブレットパソコン及び指導者用デジタル教科書の整備、それから指導力

向上やＩＣＴ教育支援のための経費など、ＩＣＴ教育推進関連の概算予算額につき

ましては、平成２３年度が２１０万円、平成２４年度が１,１２０万６,０００円、

平成２５年度が１,５３０万１,０００円、平成２６年度が１,７６５万１,０００

円、平成２７年度が２,９１３万２,０００円、平成２８年度が現時点の予算で３,
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７９０万２,０００円で合計いたしまして、１億１,３２９万１,０００円ほどでご

ざいます。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 今、経費についてお答えいただきましたが、５年間で１億

１,３００万円ですか、の経費がかかってるんだということであります。主に機器

のリース料とか使用料、こういったものがもうほとんどだろうと思うんですが、今

後その機器使用料についてですね、国とか県のほうの補助とか起債で対応できると

か、その辺の国等の支援の動きはありますか。経費について。 

○議長（秋丸安弘君） 蕨野教育課長。 

○教育課長（蕨野昭憲君） それでは、お答えいたします。 

機器の使用料につきましては、大体全体予算の７５％程度が機器の使用料という

ことで、平成２３年度からですね、トータルいたしまして、約８,０００万円程度

を見ているところでございます。今後につきましても、児童、生徒用デジタル教科

書の導入も検討しておりますので、リース等で導入した場合は、機器の使用料はさ

らに増加すると見込んでいるところでございます。 

それから、国・県の動きということでございますけれども、平成２８年度の文科

省関係の予算の中で、ＩＣＴ関係予算のうちの約３億円がＩＣＴを活用した教育推

進自治体応援事業でございます。本村は平成２７年度から本年度までの２年間、こ

の事業を活用してＩＣＴ教育を推進しているところでございます。ＩＣＴ環境の整

備を進め、ＩＣＴを活用した特徴的な教育に挑戦する自治体を支援するＩＣＴ活用

実践コースというものに取り組んでおります。これはモデルカリキュラムですね、

いわゆるモデル的な指導計画を策定及び実践することにより、この取り組みに携わ

る先生方の指導力の向上、それからモデルカリキュラムを国が公表することにより

まして、全国的な知名度も広がるというふうに考えております。 

県につきましても、同事業の中の指導力パワーアップコースというのを取り組ま

れておりまして、その中で複数の実証校を設置するということになっております

が、村内の学校では山田小学校が実証校に認定されている状況でございます。 

それから、もう一つは、平成２６年度から４年間、教育のＩＴ化に向けた環境整

備４年間計画というのが文科省のほうで作成されまして、これに基づきまして、単

年度１,６７８億円の地方財政措置を講じておりまして、正確な数字はちょっとわ

かりませんが、１学校当たり３００万円から５００万円程度の地方交付税措置があ

るようでございます。 

さらに本年度につきましては、教育の情報化加速化プランというのを策定いたし

まして、２０２０年代に向けた教育情報化の加速化を推進する動きがあるようでご
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ざいます。これまで整備しましたＩＣＴ教育推進経費のうち、国の補助金につきま

しては、約５％ほどでございます。約８０％がですね、過疎債を充当しておりまし

て、そのうち約７０％は地方交付税の措置はありますけれども、今後ですね、推進

するに当たりましては、本村の財政状況が悪化しないよう国の動きも見ていきなが

ら、何らかの財政措置を検討していく必要があると考えているところでございま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 予算の件につきましては、私のほうからも補足させていただき

たいと思います。 

現在まで予算化しました予算が１億１,０００万円程度ということであります。

実際使用しているのは、８,０００万円を超えるぐらいだというふうに聞いており

ます。その８０％が過疎債ということでありますので、８×８＝６４の７×６＝４

２、４,５００万円ぐらいは国からの補助事業が来ているということでございま

す。ただ、このＩＣＴ教育、非常に予算がかかるんだというようなことでありまし

て、ただこのＩＣＴ教育がその効果としてですね、先ほど教育長も申し上げました

とおり、基礎問題よりも応用問題が強くなる、要するに自分でいろんなことを考え

る、表現できる、プレゼンできるという能力が高くなるというような報告は、実は

茨城県のつくば市のほうからも報告が上がっているところであります。 

現在、教育行政のみならず、首長行政もですね、このＩＣＴ教育のほうには非常

に動きがございまして、全国的にですね、ＩＣＴ教育首長協議会が本１０月に設立

をされようとしております。文科省を巻き込んでということでありますので、山江

村は過疎の村でありますから過疎債が使えますけれども、例えば人吉市は山江村の

１０倍の児童、生徒数を持っております。で、過疎債がなかなか使えないというこ

とになりますと、単純に計算しますとですね、人吉市は１０億円近いお金が要って

その裏の補助金はないという状況で、大きいところはこのＩＣＴ教育には非常にこ

う課題が残るというようなこともあります。そういうことも含めて、その協議会の

ほうでしっかりと文科省を相手にその予算化についてですね、制度事業化につい

て、ものを申していこうと。文科省のほうもその成果については、今、認めている

ところでもありますし、何らかの動きが出て来るんだろうと思っているところであ

ります。 

いずれにしましても、このＩＣＴ教育は、維持管理の経費ではなくて、やっぱり

子どもを育てる投資的経費だと思っております。その投資をすることによって、子

どもたちが将来大きく人材として伸びて、その子どもたちがまた何らかの還元をし

ていくというようなことでありますので、２０年まではしっかりと教育委員会のほ
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うはこのＩＣＴ教育に取り組むという方針でございますので、しっかりと支援をし

ていきたいと思っているところでもございます。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 国の動きについても今、ご答弁いただいたところでありま

す。大体、そうですね、先ほど教育課長のほうから答弁がありましたが、もう８０

％ぐらいは地方債で今賄っていると。ただ、過疎債の充当があるということで、非

常に過疎地域にとっては進めやすい面があるのかなというふうに思いますが、しか

し、取り組んだら途中でやめるわけにはいきませんので、チャレンジしていくわけ

ですので、その辺の動きをですね、文科省あたりにも要望して首長会あたりでです

ね、どんどん要望していただいて、予算の確保をして、この分の投資に回していた

だくということが大事だろうというふうに思います。その辺については、よろしく

お願い申し上げたいと思います。 

次に、一応学校教育については終わりたいというふうに思いますが、最後に教育

長にちょっと答弁をお願いしたいと思いますが、今まで学校教育の中でＩＣＴツー

ルが使われてきたわけですが、そのほかで学校教育以外に学校の中で使えるような

教材、ＩＣＴ教材があるのかですね、お尋ねをし、また総合的な観点から、今後こ

ういうふうに学校のＩＣＴ教育が進んでいくんだというふうなことが何かあれば、

コメントをいただきたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 藤本教育長。 

○教育長（藤本誠一君） それでは、お答えいたします。 

ＩＣＴ活用で目指すものにつきましては、平成２３年に文部科学省から教育の情

報化ビジョンというのが示されております。これは平成２３年度から３２年度の計

画でございます。それによりますと、教育の情報化が目指すものとして、まずは子

どもたちの情報活用能力の育成、それから各教科等の目標を達成するための効果的

なＩＣＴ機器の活用、それから教員の事務負担の軽減の３点を示しております。そ

してそれらを通して、教育の質の向上を目指すものとされているところでございま

す。そのビジョンに沿いまして、本村でもＩＣＴ教育に取り組んでおるところでご

ざいます。 

その中で、授業以外での活用ということでございましたけれども、例えば具体例

を挙げますと、小学校低学年では、歯磨きの仕方や手の清潔な洗い方等の動画教材

がございます。ですから、それを動画教材を使いながら、子どもたちは給食時間の

前に手を洗い、それから給食を食べたらその後動画を見ながら歯磨きをするといっ

たようにして、非常に正しい歯磨きの仕方とかもですね、非常に身に付けていると

ころでございます。 
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それから、また五、六年生及び中学校の全学年では、家庭学習の充実の面から週

１回のペースでございますけれども、タブレットの持ち帰りを行っております。デ

ジタル教材を使った家庭学習に取り組んでいるというところでございます。内容

は、機種内容の復習であったり、次の学習の予習等を行っているところでございま

す。そういう家庭学習に取り組みながら、日々の授業に主体的に取り組んでいると

ころでございます。 

今後の方向でございますけれども、現在、国におきましては、次期学習指導要領

の改定に向けまして、審議がなされているところでございます。その中で新しい時

代に必要となる資質や能力の育成が述べられておりますけれども、いわゆる生きて

働く知識、技能の習得や思考力、判断力、表現力等の育成でございます。本村で

は、平成２３年度よりＩＣＴ教育に取り組みまして、思考力、表現力の育成を目指

したＩＣＴ活用の取り組みを行っているところでございます。 

今後さらにグローバル社会に向けて、ＩＣＴ教育の重要性は増していくのではな

いかと思っておるところでございます。子どもたちの情報活用能力の育成やＩＣＴ

を活用した授業改善による思考力、判断力、表現力の育成など、２１世紀をたくま

しく生き抜く山江村の子どもたちの育成に努力してまいりたいと思っておるところ

でございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 着々と進んでいるわけですが、素晴らしい成果が得られて、

全国的に山江村を発信できることを期待をしたいと思います。 

次に、今まで学校教育についてお尋ねしてまいりましたけれども、これからふだ

んの生活にですね、便利さを与える。利用の仕方によっては有効で、より効果的、

効率的なものがいろんなＩＣＴがあるというふうに思います。これは技術開発の進

歩によって出て来るというふうに思いますが、村長は中央で全国的なシンポジウム

のパネラーとか、一歩進んだ先を見越したＩＴ戦略に挑戦をされているわけです

が、今後、行政運営上ですね、一つの戦略となることから、情報化、ＩＣＴの動

き、利活用の方法について、お尋ねをしたいというふうに思います。 

まず、平成２８年から使えるようになりましたマイナンバー制ですね、これによ

って身分証明とか住民票交付、それから税証明、戸籍証明、それからオンライン申

請、こういったものができるようになるんですが、本稼働は今からでありますけれ

ども、ほかの活用方法としてですね、村民の健康とか医療とか、介護とかのそうい

った情報のビッグデータをつくるためにこのＩＣナンバー制度というのは使えない

のか、その辺についてまずお尋ねをしたいと思います。 
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○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 生活に使えるＩＣＴということで、まずマイナンバー

制度の活用でございます。マイナンバー制度につきましては、現在ナンバーカード

の交付事務を行っているところでございますけれども、先ほど申されましたように

これはいろいろな用途がございます。先ほど申された社会保障の給付に基づく申請

におきましては、添付書類が省かれてその利用者の負担が軽減されると、手続きも

簡単になると。介護福祉等でもいろいろと活用ができます。また、もう一つ大きな

目的がございまして、近年多発しております大規模災害の際の被災者に対する事務

ですね。これとか、被災者生活再編の支援金の支給事務、こういったものが大きな

目的でございます。現在、多目的に利用するということで研究がされております。

しかしそれにはセキュリティの問題であるとか、個人情報の取り扱い、介護医療等

につきましては、先進的には他の地方で研究が進んでおりますけれども、こういっ

た個人情報の取り扱い、いろんな部署で取り扱う場合のガイドラインというところ

が整備されてないというところで、今後、そういうところは研究が必要になってく

るんじゃなかろうかなというふうに考えているところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） このマイナンバーについてはですね、様々な制約もあるわけ

ですが、まだ今からの活用ですので、十分こう検討していただいて、使えるものに

ついてはですね、使っていただきたいなというふうに考えます。 

次に、高齢者用の緊急通報装置、今使われてますね。住民課関係でされてると思

いますが、それからお元気ボタン、こういったものはもう既に活用されているわけ

ですが、防災・減災の伝達手段としてですね、消防団への災害情報の提供とか、そ

れから伝達手段として安全一斉メールを発信するとか、そういったものにもＩＣＴ

が有効に使われるんではないかなと思います。また、子どもの保護者に対する安全

情報ですね。それから子育てに関する一斉配信、こういったものも様々使えると思

いますが、何か現に今使っておられるもの、それからこれから保育関連についても

ですね、先ほど質問でありました高齢者の買い物支援についても、十分このＩＣＴ

が使えるわけですので、その辺の何か計画があればお尋ねしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） まず災害情報、減災等の伝達手段でございます。これ

につきましては、村のほうでもホームページのほうで一斉メールの配信ということ

で、以前にやっておりました。こちらのほうは電話番号、携帯等を登録いただきな

がら、情報を発信するものでございまして、防災情報であるとか、観光情報である

とか、いろいろな行事等を選択して、こちらから発信するようなシステムでござい
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ました。しかし、これにつきましては、あまり活用がございませんので、今はもう

観光情報等に限っております。 

防災・減災につきましては、現在国のほうと整備を進めております災害情報共有

システム（Ｌ－ＡＬＡＲＴ）というのがございます。先般の台風１２号の際にも台

風１２号の接近に伴う避難準備情報等を一斉メールにより配信をいたしておりま

す。このシステムは国や県、市町村の防災情報をデジタルテレビ、ラジオ、インタ

ーネット、携帯電話の多様なメディアを活用いたしまして、発信するものでござい

ます。また、今後ＧＩＳ等を活用いたしますと、動画による地図上で災害現場の発

生状況を視覚によって見ていただくというふうな情報発信もできるわけでございま

して、こういうものはどこでどういう災害が起きているというのが、視覚的に確認

できますので、将来は安全な避難経路を知らせて安全に誘導することも可能という

ふうに考えておりますので、こういった方面への活用の方法も考えられるようでご

ざいます。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） それから、先ほど図書館の話も出ておりましたが、体育館の

例えば借用申請とか、図書館の登録、それから本の貸し出しとか変換とか、そうい

ったものもＩＣＴを使えばですね、時間の短縮にもなるし、いつでも申請できる

し、人件費の削減にもつながってくるというふうに思われますので、その辺につい

てもご検討をいただきたい。何か検討されたことありますか。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 各施設とか図書館等の活用でございます。施設の申請

につきましては、申請書の様式をネットでダウンロードできるというふうにはなっ

ておりますけれども、確実に予約をするというシステムはまだ導入しておりません

けれども、将来的にはそういった電子申請、それと施設の空き状況といいますか、

使用状況ですね、そういうものをネットを通じて確認いただけるというふうなこと

は可能であるというふうに考えておりますので、今回策定いたしました情報化戦略

等でもですね、そういったものの導入、省力化といいますか、そういったものに非

常に効果的でございますので、そのようなことも検討してまいりたいというふうに

考えております。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 時間が迫ってきますけれども、先ほど来農業関係にもＩＣＴ

を十分使える分野があるという話をされてましたが、たまたま今日はですね、熊本

県の準備予算として７００万円、熊日についておりましたが、法人のですね、農園

のいろんなＩＣＴを使った生産管理、そういうものを行っていくというようなこと
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が記事で出ておりましたが、私たちの村でも気象情報のデータとか、それから市況

の状況、それから収穫時期の予測、こういったものも全てＩＣＴを使えれば十分対

応できるというふうに考えますので、先ほど来いろいろ説明がありましたが、その

地産地消のコーディネーターがですね、うまく活用できるようなＩＣＴの活用方法

があるというふうに思いますので、その辺もぜひご検討いただきたいというふうに

思います。 

最後にですね、いろいろネットを使った仕事の支援とか、働き方のスタイルの検

討、そういったものもあると思うんですが、最後に村長にお尋ねしたいと思います

が、今後のＩＣＴ施策についてですね、全体的にどのように取り組んでいかれるの

か、どのような地域づくりをＩＣＴを使って展開していくのか、その辺をお話をい

ただいて、一応行政運営について期待をしたいと思いますので、先ほど松本議員の

ほうからですね、ＩＣＴ支援員の設置、これも非常に大事なことだろうと思いま

す。どうぞ、その辺も考慮いただいてですね、住民が安全で安心で便利な生活を維

持できるようにですね、ＩＣＴの施策を進めていただきたいと思いますので、その

辺の今後の持っていき方について、村長のほうから所感を伺いたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） ＩＣＴ施策でどういうことが可能なのか、また便利になるのか

ということであります。ただ、大事なのは我々人間、人はアナログでありまして、

そのアナログが生きていく、また暮らしていくことに対して、どうしたらどのよう

なことが困っているのか、困っているところを補っていくというのがＩＣＴが得意

とするところだと思っております。例えば、私人吉下球磨消防組合の代表管理者を

務めておりますけれども、消防署で今回無線がデジタル化になりました。いわゆる

ＩＣＴ化になったということであります。今まで電話を受けて、どこでどうあるん

ですかということをいちいち聞き取りしながら、その聞き取った情報を現場のほう

に伝える、それを繰り返すというようなことであったわけですけれども、今、デジ

タル化、ＩＣＴ化されて電話がかかってきた場所が一暫に特定できる、場所を特定

するということになると、一瞬にして各救急車、消防署にその情報が伝達できる。

いわゆる動きながらその情報を享受しながら、その現場まで行ける。 

ご案内のとおり、消防署またこれは消防車も白色の救急車も同じでありますけれ

ども、１分１秒でも早く現場に到達するというようなことが求められておりまし

て、そういうことについて非常にこのＩＣＴは効果を発揮しているというようなこ

とでございます。 

ほか、先ほどどういうことに山江村内として考えられるかということであります

けれども、先ほどから出ておりますとおり、本当に高齢者の方々が買い物支援、本
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当に我が家にいながらですね、欲しいものが画像で見られて調達できるというよう

な手段もＩＣＴを使えばできるというようなことであります。 

それから、高齢者の方、認知の人も今後どんどん増えていうというような予想が

出ておりますけれども、今、携帯電話のＧＰＳ機能を持っております携帯電話を持

ってもらうと、その位置が特定できます。深夜徘徊とかで非常に困っている方々に

とりましては、例えばよく消防団あたりが人捜しとして各地区で出ておりますけれ

ども、そういう位置もですね、実はもう技術がありますので、やろうと思えばそう

いうこともできるということでありますし、医療につきましても家にいながらその

医療機関をお医者さんと話をしながら、安心された暮らしをするというようなこと

も実は始めている市町村もあるということであります。 

それから、産業面でも今山江村でも取り組んでおりますけれども、農地の情報を

集約するということになりますと、いわゆる豊臣秀吉の太閤検地ではありません

が、太閤検地は税金を取るためだったわけですけれども、その流通を良くするため

に、例えば全てのクリの土地を情報化して、その土地に何年生ものが例えば利平が

何本植えてある、筑波が何本植えてある、早生の丹沢が何本植えてあるというよう

なことで、その何年生からどれぐらいこの畑でとれるということが予想つくわけで

ありまして、そうなりますとその情報を細分化すれば細分化するほど、何月何日、

どこの農地でどれぐらいのクリがとれるということはですね、非常にこの流通にと

って、また今後のクリ生産を増大させるということにとって、可視化、もう見える

化しながらこう農家の方々とするということもできます。できますということです

が、これは実際もう取り組んでいることでもあります。 

先ほど言いましたとおり、防災面でも利用できるということでありますし、電信

性につきましても、将来ですね、電信性ができるようなことで取り組んでいくんだ

ろう、またそういうふうに時代は変遷していくということを先んじて、そのＩＣＴ

の可能性、先ほど言いました人が暮らす、生きるということに対して、いかに便利

になるかと、便利な暮らしができるかということについて、課題を整理して取り組

んでいければと思っておるところであります。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 時代はどんどん進んでまいります。特にもう無人化した車も

走って、実験段階も終わっている段階だと思います。既にイギリスではですね、無

人のタクシーが四、五台ですかね、走っているという話もありました。そのように

ＩＣＴを使った機械がどんどん出てきますので、これ否応なく出てくるわけですの

で、できる範囲で生活に便利な使い方をしていただきたいと。そのような進め方を

していただきたいなと思います。 
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最後になりますけど、次に第２点目、今行政の仕事はですね、新たな段階になっ

てるんじゃないかと思います。私も携わっておりましたから、余計感じるわけです

が、昭和４０年、５０年代はですね、まさにルーティンワークが多かったわけです

が、いわゆる日常業務が多かったんですが、その後、地域経済の発展に伴いまして

村おこし事業とか地域おこし事業とか、そういった事業が出てまいりました。今は

地方創生になってるわけですが、しかし事業はいつも広く住民の意見を聞く、その

ようなスタイルで進められてきたわけです。 

今年１月に発足しました地域づくり研究所、これはですね、地域問題の解決のた

めの調査、研究をするとか、ＩＣＴを活用するとか、情報の提供をするとか、その

ような専門的な役割を持つ研究所だというふうに認識してるんですが、そこでお尋

ねをしたいと思います。一方、山江村の未来塾も４月になって発足しております。

この二つのものについてですね、事業がどのように進んでいるのか、今の段階で結

構ですので、事業の進み具合をお尋ねしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 現在の地域づくり研究所と未来塾の１００人委員会の

進捗状況でございます。 

地域づくり研究所につきましては、平成２７年度におきまして、歴史民俗資料館

の資料室を活用いたしまして、研究所を開設いたしております。東京大学との共同

研究の拠点として、ＩＣＴ活用等を中心とした山江村情報化戦略というものを昨年

策定いたしまして、本年度はその地方創生加速化交付金を活用いたしまして、その

情報化の実践における調査とＩＣＴの活用による研究について実際に着手をいたし

ております。また、同交付金を活用いたしまして、研究所の備品とか通信環境の整

備、それから村民の方々が使用できるような機器の整備ということで、タブレット

等を整備いたしております。毎週金曜日には開放いたしまして、村民の方々が活用

できるような体制を整えているところでございます。現在のところ９月２５日に開

催いたします栗まつりにおきまして、研究所のコーナーを開設する準備を進めてお

ります。これまで研究所が調査いたしました山江栗に関する調査、学術的なパンフ

レットをつくっておりますので、こういったものを展示しながら、研究所の役割等

を説明してまいりたいというふうにも考えております。 

それから、山江村未来塾１００人委員会でございますけれども、昨年から開設へ

向けた講演会等を開催してまいりました。本年度になりまして、地方創生の同じ加

速化交付金を活用いたしまして、全体会議等開催と部会の立ち上げということで、

ワークショップを９回ほど会議を開催してまいりました。現在、九つの部会が立ち

上がりまして、現在は部会ごとの会議をそれぞれ開催していただいております。今
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後は、部会ごとに実践的な活動を進めていかれるものというふうに考えておりま

す。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 私たち議員もですね、その１００人委員会に参加をしており

まして、各部会それぞれ所属をしているわけですが、最終的にですね、この事業の

目標とそれからスケジュール的にいつぐらいまでにどのような形をつくり上げるか

と、その辺のことに具体的に何かできておればお尋ねをしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 地域づくり研究所と未来塾の役割、目標でございまし

て、まず、地域づくり研究所と未来塾につきましては、非常に密接な関係がござい

まして、未来塾１００人委員会におきましては、村民の誰もが元気で楽しく暮らし

やすい村づくりのために、村民自らが行動を起こすということ。そして自らのゆめ

の実現に向けて、自ら行動するというふうな村づくりを目指すというのが目的でご

ざいます。現在、先ほど申しました九つの部会、集落営農・地産地消部会、それか

ら山江栗ブランド、観光交流部会、食の提供部会、情報発信部会、環境・防災部

会、福祉部会、健康・スポーツ部会、文化・教育部会などが発足いたしておりま

す。こういう部会につきましては、それぞれに活動の内容、それから目標達成まで

のスパン、行程につきましてもですね、それぞれでやっていただいておりますけれ

ども、地方創生の目的といたします２、３年のスパンではですね、その目標に向か

った行動を起こしていただきながら、その目標達成に向けた成果を上げていただき

たいと。今年発足したばかりでございますので、２、３年程度の事業期間というふ

うに考えているところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 補助事業ではあるわけですが、財源についてはその補助事業

を活用されているわけですが、大事なことはやっぱり時期的に素晴らしい委員会が

立ち上がったわけですので、これが参加する人が少なくなるとか、中身が薄くなる

とか、そういったことになってくると非常にこういけないわけでありまして、やっ

ぱり村民を巻き込んで、できるだけもうみんなでつくり上げていく、それが地方創

生につながっていくわけですので、その辺の配慮をぜひお願いをしたいというふう

に思います。 

ものごとは挑戦することから始まるわけですが、昔は石橋を叩いてから渡ったん

ですが、今もう叩きながら渡るという、とにかく時間が少ないんですよということ

だろうというふうに思います。地方創生に向けて、お隣、相良村さんもですね、い
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ろんな事業を立ち上げておられますし、どこの自治体も一生懸命、必死にやってい

るわけであります。自分たちの村は自分たちで、ここに住んで良かったなと最後に

言えるような、そういうふうな村を後世に引き継ぐことが大事だろうというふうに

思います。方向は間違ってないと思いますので、なお一層のですね、精一杯のご奮

闘をお願いし、一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（秋丸安弘君） お諮りいたします。 

ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。再開時間を３時１０分といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後３時０１分 

再開 午後３時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 

次に、１番、赤坂修議員より、１、山江村建設物耐震改修促進計画について、

２、国営川辺川事業総合土地改良事業計画変更案についての通告が出ております。 

赤坂修議員の質問を許します。赤坂修議員。 

 

赤坂 修君の一般質問 

 

○１番（赤坂 修君） １番議員、赤坂でございます。議長より発言の許可をいただき

ましたので、今回、山江村建築物耐震改修促進計画についてともう１点、国営川辺

川総合土地改良事業ということで通告をしておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

６月の定例議会では、３名の方が熊本地震に関連した質問をされておりますが、

山江村でも平成２５年３月に山江村建築物耐震改修促進計画が策定されておりま

す。これは、山江村の防災計画における予防計画の実施のための計画として位置付

けをされておりますが、この計画について、計画年度が平成２５年度から平成２７

年度、平成２８年３月３１日までとなっておりますので、山江村における耐震化の

進捗状況、今後の方針等について質問いたします。 

この冊子の中に、計画の必要性として、読んでみますと、平成７年１月に発生し

た阪神淡路大震災は、死者６,４３４人、被害を受けた家屋約６４万棟（内全壊１

０万５,０００棟）という甚大な被害をもたらしました。中でも倒壊した建築物の

多くが昭和５５年以前、いわゆる新耐震基準の施工以前に着工された建築物だった
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ため、既存建築物の耐震診断、耐震改修を促進することを目的として、平成７年１

２月に建築物の耐震改修の促進に関する法律が施行されました。これを機に、道路

や建築物の耐震化が推進されるようになり、国を挙げて取り組みがなされるように

なりました。しかし、近年の新潟県中越地震、福岡県西方沖地震をはじめとした各

地での地震の頻発を受けて、平成１８年１月２６日に改正法が施行され、建築物の

所有者に対する耐震化の努力義務や指導等の拡充が行われています。また、国の基

本方針では、住宅や多数の者が利用する一定規模以上の建築物の耐震化を目標とし

て、耐震化率の現状を約７５％から平成２７年度までに９０％にすることが示され

ています。しかしながら、費用、技術的な問題や情報不足、危機意識の低さなどに

よって建築物の耐震化が思うように進んでいないのが実情です。そのような中、平

成２３年３月には、東北地方太平洋地震が発生し、死者、行方不明者１万９,００

０人以上に上り、防災への意識がさらに高まりつつあります。 

ということで、国の政策を基にして、耐震改修促進計画が策定されているようで

ありますが、このような背景の中、４月１４日から１６日にかけて熊本地震が発生

し、熊日新聞に毎日載っておりますが、今朝の新聞では直接死、関連死も含めて９

８名が亡くなられ、負傷者２,３９０名、被災家屋につきましては、１６万９,２０

０棟余り、うち全半壊が３万７,４００棟余りでありますが、被災をいたしまし

た。 

そこで、冒頭申し上げましたが、耐震改修促進計画の期間として平成２７年度ま

でとなっております。基準年の平成２５年の耐震性がある戸建て住宅が４０％、耐

震性がないと思われる住宅が６０％となっており、山江村の耐震化率は４０％であ

りました。この耐震化率４０％を平成２８年３月３１日までに８０％まで向上され

るということで計画をされております。戸数で見ますと、平成２５年、耐震化促進

計画策定時点の村内の住宅件数が１,２７２戸であり、そのうち耐震性がある住宅

が５０５戸となっております。耐震化率を８０％まで向上させるためには、数字だ

けで見ますと、あと５１２戸が新耐震基準を満たしている住宅に新築、または改修

等を行うことが必要になります。 

そこで、計画終了年であります平成２８年３月３１日現在で、山江村の戸建て住

宅の耐震化率はどのような状況になっているのか、お伺いをいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、ご質問の３月３１日現在の耐震化率、耐震化の

進捗状況ということでございますけれども、まず新耐震基準以降の住宅ということ

で、これは昭和５６年６月以降に新築または改修済みの住宅でございますけれど

も、戸数としまして４２２戸になっております。それから新耐震基準以前での改修
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済みの住宅が２０戸、それから新耐震基準以前で、耐震性問題なしの住宅が７０戸

ということでございまして、耐震性のある住宅は５１２戸となり、耐震化率は４

０.３％と若干ではありますけれども、微増となっている状況でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 今、耐震化率、計画当初が４０％ということで載っております

けれども、現在の耐震化率が４０.３％ということで、わずかではありますが向上

しておりますけれども、耐震化率向上については、それぞれに事情がありまして難

しい問題だとは思いますが、この耐震化計画の３ページに、熊本県地域防災計画の

震災対策指針で、球磨郡で地震が発生した場合の被害の程度が推計でされておりま

す。発生の状況としては、季節は冬で夜中、ほとんどの住民が住宅にて就寝中に大

規模地震、これは阪神淡路大震災と関東大震災の中間規模、マグニチュード６.９

程度、また超大規模地震、阪神淡路大震災と同程度の地震規模でマグニチュード

７.３程度の地震が発生した場合の被害の想定として、建物５万２,２５０棟のうち

建物倒壊数として大規模地震で２,２７７棟、超大規模地震で４,７２３棟が倒壊

し、死傷者が大規模地震で７１２名、超大規模地震で１,３１７名と、甚大な被害

が推定されております。 

今回の熊本地震は、１４日の前震がマグニチュード６.５であり、１６日の本震

がマグニチュード７.３ということでありますので、この震災対策指針で想定され

て大規模地震と超大規模地震が３日間のうちに起きたということになります。球磨

人吉にも人吉盆地南縁断層という活断層があります。まさか熊本でと誰もが思って

いた地震が発生した現在、住宅の耐震化は地震に対する防災対策として大変重要な

こととなってきました。 

そのような状況の中で、この耐震化促進計画は平成２８年３月３１日までとなっ

ておりますので、今後継続して推進されるのか、どのように考えておられるのかお

伺いをいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、促進計画の今後の継続か推進かということのご

質問でございますけれども、山江村建築物耐震改修促進計画につきましては、議員

申されましたように、平成２４年度に策定しまして、計画年度が平成２７年度とな

っております。本来であれば、２７年度末に改定すべきところでございますけれど

も、国・県の規定方針が今年度中に改正されると現在見込まれておりますので、そ

の基本方針を踏まえて、本村も計画書の見直し作業を進めておりまして、今年度中

に耐震促進計画を行う予定でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 
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○１番（赤坂 修君） 引き続き計画について推進していただくということでございま

すけれども、平成２５年から２７年度までの耐震化促進計画化について、この計画

の中には耐震化率の向上に向けて、いろいろな基本施策と取り組みが載っておりま

すが、私はこの計画に載っております取り組みについて、耐震化促進に向けての積

極的なメッセージがあまり聞こえてこなかったように感じております。 

耐震化率を上げていくためには、例えば個人情報とかいろいろな問題もあるかと

思いますが、山江村が管理する家屋台帳から住宅の建築年度、構造等が把握できる

と思いますので、対象となる住宅所有者の方へ積極的な情報提供による耐震診断、

改修へのいわば動機付けといいますか、自治体としての何らかの積極的な勧誘も必

要ではないかと思います。また、住宅の耐震化と併せて促進計画にもありますよう

に、家具の転倒防止対策も重要と考えます。 

今回の熊本地震、２回目の本震で私の家は特に揺れが大きかったようで、寝室が

２階なんですが、大きなタンスは壁に固定していたんですが、１メーター５０ぐら

いの整理ダンスについては固定をしていなくて頭の上のほうにあったんですが、そ

れが倒れまして、今現在ここでこうして一般質問できることが不思議なぐらいの状

況でございました。 

こういうようなことで、過去の地震に対する被害では、建物に特別な被害はない

のにかかわらず、家具の転倒や散乱によって逃げ遅れ負傷した人も多く出ておりま

す。最低限の備えとして家具の固定と室内に置かれている家具類のレイアウトは大

変重要なことであります。家具の固定については、実際は家具の固定をするに当た

っては、大切な家具や家屋に傷が付いてしまうことで敬遠されるとか、一人暮らし

の方やお年寄り二人暮らしの方などは、そういう方は転倒防止器具の選定、取り付

け方法等、有効な取り付け方法ですね、わからないのではないかと思います。 

そこで、家具の転倒やガラスの飛散による住宅内での被害を最小化するための取

り組みとして、例えば消防団の秋の火災予防運動の折にでも、各分団に協力をいた

だいて、各家庭の家具類の転倒防止器具の設置状況、チラシ配布等設置の啓発、自

力で器具を取り付けることが困難な世帯への手助けなど、地域の信頼も厚い消防団

としての活用、そういった部分も含めてですね、実態の把握、検討をしていただけ

ればと思いますが、その点についてはいかがお考えでしょうか。 

○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） それでは、お答えいたします。 

耐震化についての取り組みということで、家具転倒防止についてでありますけれ

ども、建築物の耐震改修の促進に関する法律では、第３条第４項に国民の努力義務

として、国民は建築物の地震に対する安全性を確保するとともに、その向上を図る
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よう努めるものとするとあります。自分自身で安全の確保を図るようにということ

が規定されているところでございます。 

耐震化促進の取り組みとして、家具転倒防止策を消防団活動の一つとして位置付

け、活動できないかということでございますが、以前住宅火災警報器の設置義務が

なされたときは、地域の消防団が警報器の販売をしたところがあっているかと思い

ます。家具転倒防止対策の活動としましては、家庭によって家具の大きさ、種類の

ほうが違いますので、火災警報器のように同じ機材で対応できないのではないかと

いうふうに思われます。消防団での活動となると、防火啓発活動に併せた家具等の

転倒防止方法についての啓発活動になるのではないかというふうに考えておりま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） ただいま答弁をいただきましたけれども、建築物の耐震改修促

進に関する法律では、自分自身で安全の確保を図るようにと規定されているという

ことですが、村としてですね、今後も２９年度になりますか、耐震改修促進計画を

策定されるということですので、これまでの現状を踏まえて積極的な情報提供、啓

発をお願いするところであります。 

また、家具類の転倒防止対策については、答弁にもありましたように、火災報知

器の設置の義務化の場合とはちょっと違っているように思いますけれども、地震災

害に対する危機意識の向上だと考えます。消防団におかれましてはご苦労だと思い

ますけれども、家具の転倒防止対策の啓発、実態の把握ですね、秋の火災予防活動

の折にでも実践していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

次に、耐震改修促進計画の１４ページに、公共建築物の耐震化状況が記載されて

おりますが、学校、保育所、村営住宅の耐震化はほとんどが完了しておりまして、

対象家屋１９３件のうち２カ所のみが耐震改修がされてないようであり、耐震化率

は９８％であります。民間建築物で、避難所となっている各地区公民館の耐震状況

については、２３カ所のうち１２カ所が昭和５５年以前の建物、いわゆる耐震性が

ないと思われる住宅になり、耐震化率は４７％で５０％にも達していない状況であ

ります。また、山江村地域防災計画書、これは６月に開催された山江村防災連絡会

議の資料ですが、指定緊急避難場所として１８カ所が指定されておりますが、その

うち６カ所の公民館が昭和５５年以前の建物であり、耐震性がないと思われる建物

になります。この地域防災計画書の中に緊急避難場所の指定についての要件とし

て、公民館、体育館等の公共施設等を対象に、災害の影響が比較的少ない場所に管

理者の同意を得た上で災害の危険が切迫した緊急時において緊急避難場所として指

定する。またその基準の中に、耐震性があることとなっております。 



 － 104 －

今回の熊本地震では、家屋の倒壊により３７名の方が亡くなっているようであり

ます。４月１４日の余震で、住宅が倒壊しなかったということで大丈夫だと思って

帰宅され、４月１６日の本震で住宅が倒壊し、命を落とされた方が３０名おられま

す。このような今までになかった想定外の地震が発生した場合、避難場所に指定さ

れております耐震性のない公民館の場合、さらに被害は大きくなると想定されます

が、この点についてはどのように考えておられるのか、見解をお願いいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） それでは、お答えいたします。 

災害が発生、または発生する恐れがある場合に避難するところとして、指定緊急

避難場所と指定避難所がありますが、災害基本法第４９条の４と同条の７に規定を

されております。 

指定緊急避難場所は、災害が発生し、または発生する恐れがある場合にその危険

から逃れるための避難場所と規定されており、異常現象ごとに安全性等の一定の基

準を満たす場合に村長が指定すると規定されております。指定避難所は、災害の危

険性があり、避難した住民を災害の危険性がなくなるまでに必要な間、滞在させ、

または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させるための施設とさ

れており、災害種に限らず安全性等の基準を満たす施設を村長が指定するとなって

おります。災害の種類によって指定できるのが指定緊急避難場所、全ての災害につ

いて指定するのが指定避難所となります。 

このような規定から、指定しております６カ所の公民館につきましては、土砂警

戒区域からは外れておりますので、土砂災害を想定した避難場所として指定をして

いるところであり、防災会議資料で指定緊急避難場所の説明をしているところでご

ざいます。 

今後、どのように考えていくかということでございますが、あらゆる災害に対応

できるよう、指定避難場所、指定避難所、地域の避難場所として耐震基準を満たす

改築、耐震診断による改修を地域にお願いしていきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 今、答弁を伺っておりますと、災害の種類によって指定できる

のが指定緊急避難場所、全ての災害について指定するのが指定避難所ということで

すが、災害の種類によって指定する指定緊急避難場所１７カ所のうち、昭和５５年

以前の建物、いわゆる耐震性がないと思われる６カ所の公民館については、答弁に

よりますと、地震発災の場合には避難所に指定しないので問題はないというふうに

受け止めるわけですが、しかし、防災計画書の中に指定緊急避難場所の指定基準
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に、耐震性があることと規定されておりますので、対応方、今後よろしくお願いし

たいと思います。 

個人住宅の場合の耐震化が進まないことについての原因といいますか、要因は、

住宅所有者の高齢化や後継者の方が就職等で家を出ておられるためにですね、新築

や改修が進まないこと、新築や改修に必要な工事費等の経済的な問題など、耐震化

の促進に当たっての大きな阻害要因はいろいろあるかと思いますけれども、国とし

ても耐震対策緊急促進事業として、昭和５６年５月以前の戸建て住宅の耐震化診断

と耐震改修の補助金について、地方と連携して耐震化診断が国、経費の３分の１、

地方３分の１、耐震改修、国、工事費の１１.５％、地方１１.５％で、補助限度額

として８２万２,０００円の補助があるようであります。球磨人吉では、この地方

部分の補助として、人吉市が耐震診断と耐震改修、あさぎり町と多良木町が耐震診

断に対して国の補助金に上乗せする助成金制度を設けておられるようであります。

また、８月２２日のニュースで、タイトルが「耐震補強補助金３０万円上乗せ増額

へ」ということで、記事が載っておりました。これは読んでみますと、国交省は古

い住宅の耐震改修工事を行った人への補助金を増額する方針を決め、今年度の第２

次補正予算に盛り込むことで調整に入った。昭和５６年以前の古い耐震基準で建て

られた耐震性が十分でない住宅は約９００万戸、全体の１７％に上っていて、耐震

改修の工事を促すため、国と自治体が工事を行った人に費用の２０％を補助してお

ります。これについては、今言いましたように地方部分の１１.５％の上乗せにつ

いては、人吉市が助成金制度を設けておられるようであります。 

しかし、熊本地震で激しい揺れを観測した熊本県益城町で古い耐震基準の木造住

宅に被害が目立ち、耐震化の加速が改めて課題になったことから、国交省は費用の

補助を最大で、１戸当たり３０万円上乗せする方針を決めた。耐震改修の工事には

数十万円から数百万円の費用がかかるが、例えば２００万円の工事を行った場合、

従来からの４６万円の補助に最大で３０万円が加算され、約３分の１が補助金で賄

われることになる。国交省は、上乗せに必要な費用を近くまとめる政府の今年度の

第２次補正予算案に盛り込むことで、財務省などと調整に入った。補助金の加算は

再来年の３月末までに行う工事を対象とする方針で、国交省は９年後の平成３７年

には、耐震性が十分でない住宅を国内からほぼなくすことを目標にしているという

ことで載っております。この記事については、熊日新聞でも８月２３日の朝刊に載

っておりました。 

そこで、人吉球磨におきましても活断層として、湯前から人吉市大畑町に至る約

２２キロの人吉盆地南縁断層が存在し、今後３０年の間にマグニチュード７.１の

地震が発生する確率が高いと予測されております。災害に対する基本的な考え方
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は、自分の身は自分で守るということだと思いますが、村民の生命、財産を守るこ

と、安心・安全な村づくりは重要な政策課題だと考えます。国の耐震対策緊急促進

事業の補助金を３０万円増額するということで、耐震化の向上については重要課題

として位置付けをされているようであります。住宅の耐震化は、地震に対する予防

的な防災対策として重要であり、山江村としても平成２７年度の事務報告によりま

すと、リフォーム事業助成金を申請された方が９名おられます。 

そこで、リフォーム、またはバリアフリーですね、それを兼ねて住宅の耐震化を

図っていただくということで、その支援として今、国も力を入れております耐震診

断、耐震改修に対する地方部分の補助金制度の制定の考えはないか、執行部として

はどのように考えておられるのか。 

また、公民館についても、日頃の地域住民のコミュニティ活動の拠点であり、非

常時の備品、非常食等の保管もされており、防災の拠点であります。現在公民館の

新築、改修については、工事費の５０％の補助制度がありますが、所得の上がらな

い中、高齢化が進み、特に戸数が少ない地区においては５０％は地区負担となり、

各家庭の負担金額も多額になり、耐震化が進まない要因になっているのではないか

と考えます。 

村当局におかれましては、今までの補助率で公民館の建設をされた地区との兼ね

合いもあると思いますが、補助率を引き上げることによって防災拠点であり、避難

場所でもある公民館の耐震化を促進する考えはないか、併せてお伺いをいたしま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、まず国の耐震対策緊急促進事業についてです

が、内容としましては、地方公共団体に補助制度が整備されておらず、国が単独で

直接的に補助する場合と地方公共団体に補助制度が整備されており、国と合わせて

補助する場合とがあります。 

建築物の所有者である民間業者が実施する耐震改修に対し、国が事業に要する費

用の一部を助成するものでございます。その補助要件としましては、先ほどから出

ておりますけれども、昭和５６年５月３１日以前に着工した建築物、それから対象

建築物が病院などの不特定多数の者が利用する建築物、それと老人ホーム等の避難

弱者が利用する建築物などが対象となっております。 

つきましては、個人住宅への補助制度の制定としまして、本村としましても国の

事業を参考にしながら、山江村建築物耐震改修促進計画によりまして、耐震化を進

めるとしておりますので、国・県が進める耐震化計画に併せた社会資本整備総合交

付金事業を取り入れながら耐震診断及び耐震改修事業の補助制度の要項等を制定し
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まして、平成２９年度から進めたいと考えているところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 蕨野教育課長。 

○教育課長（蕨野昭憲君） それでは、お答えいたします。 

本村の公民館建設に対する補助につきましては、建設または改修後１５年を経過

したものを対象とし、先ほど言われましたとおり、新築、改修等に要した経費の２

分の１以内で３００万円を上限として補助金を交付しております。 

この補助金につきましては、要項に基づき交付をしておりますが、制定してから

２０年ほど経過をしておりますので、現在の社会情勢に即した内容に見直す必要が

あると考えているところでございます。 

現在の交付金の交付対象に加えまして、地震対策としまして、公民館の安全性を

評価するための耐震診断に要する経費の補助、その結果を受けまして安全な構造と

なるための耐震改修に要する経費の補助を加える必要があると考えているところで

ございます。そのほかにも高齢者などの社会参加の促進を図るためのバリアフリー

改修に要する経費、それからエネルギー推進を図るための太陽光発電システム設置

に要する経費、それから消費電力の削減を図るためのＬＥＤ照明器具設置に要する

経費、それから住民が避難など行った場合、快適に過ごすためのエアコン設置の補

助などが考えられるかと思いますので、それぞれの補助率や限度額などもございま

すが、財政状況等も考慮しまして総合的に判断し、本村に適合した補助金交付要項

を検討したいというふうに考えております。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 個人戸建て住宅については、２９年度から実施をしていただけ

るということで、また公民館についてもですね、それぞれ教育委員会のほうでご検

討いただいているということでありがとうございます。よろしくお願いしたいと思

います。 

熊本地震も発生してから５カ月になりますが、８月３１日には震度５弱の大きな

地震が発生し、いまだに余震が続いております。災害はいつ起きるかわかりませ

ん。特に地震に対する余地は難しいと言われております。熊本地震をはじめ過去の

防災を教訓として災害に強い村づくり、安心・安全な山江村の実現に向けて、この

促進計画の中にもですね、基本施策として耐震診断や耐震改修に対する補助を実施

しますと掲げてありますので、戸建て住宅や公民館の耐震化の向上を図る上です

ね、早期に実現できますように要望いたしまして、耐震化計画についての質問を終

わりたいと思います。 

次に、本定例会にも議案第４６号、国営川辺川土地改良事業建設事業費の負担区

分についてとして提案されておりますが、７月の全員協議会の折に九州農政局、
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県、村当局により説明がありました国営川辺川総合土地改良事業計画変更案に基づ

きまして質問いたします。 

計画変更案の冊子の中に、計画変更等の必要性ということで、国営川辺川総合土

地改良事業は、球磨川北部、人吉市、錦町、あさぎり町、多良木町、相良村、山江

村の農地等３,１１０ヘクタールを対象に川辺川ダムを水源とした農業水利施設を

整備するとともに併せて農地造成及び区画整理を行うこととして、昭和５８年度に

着手した。これまで本事業の計画変更や新利水計画などに対していろいろな意見が

あった中で、地域の合意形成を図るべく最善の策を模索し、協議を重ねてきたが合

意に至らず、地域の一体的な農業水利施設の整備は困難になった。このため、平成

２５年８月の行政連絡会議、国、県、６市町村長において、事業の終息に向けた取

り組みを進めることが確認され、１、農業用用排水事業の廃止、２、農地造成事業

及び各整理事業は計画変更し、事業を完了することとなったとあり、造成農地への

水の手当としては、既に設置されている暫定水源、井戸、ポンプ等に替え、現在使

われている水量と同程度の水量が得られる水源を新たに整備するとあります。 

そこで、計画変更案についての概要、事業費の負担割合、受益農家の事業費負担

額、維持管理費に対する援助等について、どのようになるのかお尋ねをいたしま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） それでは、お答えいたします。 

今回の川辺川総合土地改良事業の計画変更の概要は、先ほど議員が申された経緯

ですけれども、一番大きく変わりましたのは、農家、いわゆる受益者負担率が変更

となったということであります。 

この事業に対しましては、大きく三つに分けられまして、農業用用排水事業、い

わゆる灌排事業ということと、それと農地造成事業、それと区画整理事業というこ

とであります。農業用の用排水事業は、計画変更が前回もされておりますけれど

も、平成６年には国が６０％、事業費の負担割合がですね、国が６０％、県が２８

％、地元が１２％ということでありました。それが今回の変更計画で、この農業用

用排水事業は国と県で負担しますよということであります。従いまして、地元負担

はなしとすることというものであります。農地造成につきましては、平成６年には

国が７５％、県が１７.５％、市町村が５.４％、農家負担が２.１％ということで

ありましたが、今回の計画変更によりまして、国が７５％、県が１７.５％、市町

村が６％、農家負担が１.５％に変更されたということであります。そして区画整

理につきましては、平成６年の計画変更時には、国が４１.１％、県が３０％、市

町村が２３.９％、農家負担が５％ということでありましたが、今回の変更で国が
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４４.３％、県が３０％、市町村が２２.１％、農家負担が３.６％に変更となった

ということであります。 

金額にしますと、平成６年の最初の計画変更時には、農家の負担がですね、今回

は灌排事業は今回の計画では地元負担はありませんので、農地造成事業につきまし

ては、平成６年には１反当たり年間約１万６,０００円が平成６年度に設定された

ということでありますけれども、今回の計画変更で約６,０００円になったという

ことであります。それから、区画整理につきましては、平成６年には約１万４,０

００円だったのが、今回の計画変更で約５,０００円になったということでありま

す。今回の計画変更によりまして農家負担の割合が大幅に軽減されたということで

あります。 

それと維持管理費ということであります。いわゆる今暫定水源ですけれども、こ

れを今回の計画変更で暫定水源を本水源に替えまして、それに対します維持管理

費、いわゆるポンプの電気代ということでありますけれども、これは１反当たり

２,０００円を農家負担を限度にですね、２,０００円を超えた分を市町村が３分の

２を助成するということであります。３分の２の上限４,０００円までは市町村が

助成するというふうなことが計画変更の概要でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） ただいま詳しく説明をいただきましたけれども、農地造成につ

いては地元負担が１.５％で反当たり６,０００円、次に区画整理事業につきまして

は、地元負担といいますか受益者負担ですね、これが３.６％で反当たり５,０００

円ということでございますけれども、１０アール当たりの工事費ということも質問

しておりますけれども、これは割愛させていただいて、国営事業の事業工期として

は、変更計画確定後、新たな水の手当に係る施設整備期間として４年間程度を見込

んでいるとありますが、現時点で償還ですね、この６,０００円と５,０００円、こ

の償還が始まるのは、一応何年度からと予定されているのか、具体的にわかればで

すね、その年度をお知らせ願えればと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 施設整備の４年間の限度期間を想定してるということ

でございます。 

これは施設整備といいますのは、本水源の確保ということが主なことでありまし

て、今からいろいろなことが同意とかですね、いろいろなことがありますけれど

も、順調にいきまして４年間をそれから想定してます。これが平成３３年度を目処

に施設整備は終了したいというふうに考えております。従いまして、施設整備が終

わった翌年度の３４年度から償還が始まるということでございます。あくまで、順



 － 110 －

調に事業が進んだという仮定であります。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） この変更案については、今から農家説明、同意取得というふう

にですね、難関が控えておりますので、今の時点では農家が実際の償還、あるいは

維持費の負担をするとなりますと、平成３４年度からということで説明を貰いまし

た。 

今、詳しく負担額については説明をいただいたんですけれども、農家の維持管理

費として電気料金及び機場管理費とありますが、説明をいただきました計画変更案

の５ページ、山江村の維持管理費、年額支援額として俣石から永シ切、各団地の維

持管理費が試算されております。永シ切団地、１０アール当たり８,８５０円と一

番高いのは電気料、いわゆる維持管理費となっておりますが、どういう作物をつく

っておられるのか。また、今の説明をいただきました電気料について、１０アール

当たり年額２,０００円を超える部分に対しては、村から支援するということです

が、この２,０００円という金額は既設導水路活用案、この案を出された計画時の

余った水を水田に補給するということで補給水田というのがありましたけれども、

これについては反当たり４５０円、畑については反当たり２,０００円を提示され

ておりましたので、その金額に合わせて支援していただくということだと思います

が、永シ切団地の場合の１０アール当たり電気料、維持費ですね、年８,８５０円

となっておりますが、この場合の農家負担額といいますか、支援額についてはどの

ようになるのか、再度お伺いをいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 永シ切団地の作物電気代の推定量の作物ということで

あります。 

これは今法人が所有されております土地でありまして、ここは育苗施設の今現在

使われております水量を１年間使用した場合の電気代の試算をしております。反当

たり２,０００円を超える部分につきましては、村が４,０００円を上限に３分の２

助成するということでありますので、団地全体では約５万６,０００円になると思

います。使用料が電気代が５万６,０００円になるというふうに考えております。 

あそこはあくまでも個人ではなくて法人の土地ですよね。団地全体では約５万

６,０００円ということでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 今、ＪＡが所有している育苗施設に対しての試算ということで

ございますけれども、２,０００円を超える部分については４,０００円を上限に３

分の２を助成するということですが、ちょっとわかりづらいんですけど、法人の場
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合に対して上限４,０００円という基準があるということですかね。 

この５ページの維持管理費年間支援額の表では、永シ切団地の維持管理費、１０

アール当たり８,８５０円で２,０００円を超える部分６,６５０円×１.４ヘクター

ルで、村支援額が９万６,０００円となっておりますので、２,０００円を超える部

分は全額補助されるということで受け止めていたわけですが、この辺についてもう

一度確認をしたいと思いますけど、よろしくお願いいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 年間維持管理費ということで、反当たり８,８５０円

ということであります。この表では市町村の支援額が９万６,０００円ということ

であります。これは全額補助した場合が９万６,０００円でありまして、上限４,０

００円で３分の２助成がなしで、２,０００円を超えた場合、全額補助した場合が

村の支援額が９万６,０００円というこの表であります。 

従いまして、現在会議におきまして２,０００円を超えた部分の３分の２を助成

して上限を４,０００円、２,０００円を超えた部分の４,０００円、いわゆる６,０

００円までが上限とするということになっておりますので、１年間を通してみます

と５万６,０００円の村の助成額となるというところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） ちょっとわかりづらかったんですけれども、次に移ります。 

次に、施設の維持管理者ということで、川辺川総合土地改良区とありますが、こ

の土地改良区になりますと、土地改良法に基づく法人となりますと、定款を制定

し、規約もつくられ、役員として理事、監事を置くことになるかと思います。ま

た、維持管理費や賦課金の徴収等の事務も出てくるということで、職員の配置等経

常的な経費が出てくるのではないかと考えるところですが、今までは関係６市町村

からの拠出金といいますか、それで賄われてきたと思いますが、事業完了後、川辺

川総合土地改良区で管理していくとなりますと、説明がありましたように、償還

金、維持管理費農家に新たな経常的な経費、この冊子の中にも土地改良区運営費と

いう文言が出てきますが、この運営費の負担額の試算はされているのか、されてい

るのであれば金額を示していただければと思いますけれども。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 土地改良運営費の試算ということでありますが、運営

費は土地改良区で決定されるものでありますので、試算はしておりません。今後、

川辺川土地改良区で検討される予定であります。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 今まで説明をいただきましたように、償還額、維持管理費につ
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いては、概算金額が提示されておりますが、この土地改良区運営費については、ま

だ試算をされていないということで、現在での説明段階ですね、その点での農家負

担額については未定ということでありますが、農地造成については年償還額が６,

０００円、区画整理については年５,０００円、また維持管理費についても説明を

いただきましたが、大変安くしていただきましたけれども、今後の課題といたしま

しては費用負担の問題だと考えます。 

川辺川利水事業は１９６６年、５０年前になりますが、旧建設省より川辺川に治

水を目的としたダムの建設計画が発表され、１９６８年、利水を含めた多目的ダム

としての計画の変更があった時点から現在に至っておりますが、その後、利水事業

については利水事業をめぐる同意取得の不備等による国の利水訴訟敗訴、その後ま

た川辺川ダムに水源を依存していない案での既設導水路活用案ですかね、この案も

計画されましたけれども、事業再開を目指していましたが、川辺川の水利権者の同

意が得られずに既設導水路活用案も断念することになり、川辺川ダムの建設中止と

なるなど現在に至っております。 

このような計画の中、当初より利水事業に同意していた農家は、国の政策、川辺

川利水訴訟問題等に翻弄されてきたと私は思っております。さらにまた国営という

ことで、今現在思えば農家不在での計画ではなかったのかと思うところでありま

す。農地造成、区画整理事業は、計画が発表された段階での営農計画については、

多様な作物の導入と団地化ということで計画され、施設園芸や果樹などの収益性の

高い農業の推進ということで、造成、区画整理がされております。そのため農地に

ついては、果樹栽培に適するよう勾配が付けてあったり、各圃場で平坦でも表土が

薄かったり水はけが悪かったり、私も受益者の一人でございますけれども、農地造

成、区画整理について満足をされている方は少ないのではないかと考えておりま

す。当初計画時、川辺川から安くて安定した水を農家に届けるという説明を受けて

同意をされた方や今の農業情勢を考えるときに、川辺川からの水が来なくなった現

在、負担金の支払いについては疑問を持っておられる方もおられるのではないかと

私は考えております。昭和５８年当初計画から３３年ですか、経過しております

が、長年にわたる減反政策、受益農家の高齢化、後継者不在、自由化等による農産

物価格の低迷、ＴＰＰと農業に対する先行き不安に対する現在、今回の計画変更案

では、平成６年、計画変更時、農地造成事業１０アール当たりの農家負担額が年額

１万６,０００円でありましたけれども、それをまた今度の変更案では６,０００円

と、国、県、市町村の補助により大幅に減額をしていただきましたが、このような

状況の中で受益農家の３分の２以上の同意を得る、ハードルが少し高いのではない

かと私は考えるところですが、この点について村長はいかがお考えでしょうか。 
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また、仮にですね、球磨人吉の受益者の３分の２の同意が得られなかった場合

は、今後どのような状況になるのかお考えを聞かせていただければと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） それじゃお答えいたします。 

川辺川土地改良事業はですね、これは川辺川ダム反対の道具として使われてきた

という感がいたしております。その件については後でちょっと触れさせていただき

ますけれども、今、本当に水がある農業ができていたらずいぶん山江の農業のあり

方は違っているんだろうなという気がいたして、早く水が来ていたら変わっている

んだろうという気がいたしております。 

この事業は昭和５８年に事業着手しましたので、もう既に３３年経過したという

ことであります。農家に示しました計画で転換が大きく４点ありました。昭和５８

年が事業着手であります。それから平成６年が計画を変更した。３,１１０ヘクタ

ールが２,８２０ヘクタールになった。計画変更したということであります。その

後、平成１８年の５月は既設導水路活用案、要するにダムからの水でない野々脇か

らチッソが取っております導水路を活用して農地に配ると、ウルトラＣの事業が出

てきたわけですけれども、それが第３点。そして今回の計画変更といわれる国営の

廃止であります。 

一番この事業が止まったというのは、変更計画を平成６年にしたということであ

りますけれども、それが平成８年に熊本地裁に８６５人がこの事業は３分の２以上

の同意はないんじゃないかと、計画決定は違法であるというような提訴をしたとい

うことでありまして、第一審判決では、これは平成１２年でありました。これは原

告の訴えを棄却したということでありましたけれども、さらに原告団７６０人、人

間は１２０ほど減っておりますが、福岡高裁に控訴をいたしました。それを受け

て、実は私平成１４年から平成２１年まで村長しております。後半ではこの川辺川

土地改良区の組合長もさせてもらったということで、本当に激動の時代をですね、

この川辺川の事業とともに暮らしておりますけれども、その平成１５年５月には、

その変更計画について福岡高裁の判決で違法判決が出たということですね。その内

容については、農業用排水事業、灌排については３分の２以上の同意が４０何票か

足らんだったということです。それと区画整理事業もその同意の数が四十何票足ら

んだった。ただし農地造成事業については、これは合法ですという判決結果が出た

んですね。で、その４０何人かが足らんだったと言いますけれども、不明票がです

ね、不明な農家の方々が１９０人近くおられた。どちらかその１９０人の不明の方

々を４０何人しっかり確認をしていたらですね、この事業は進んでいたということ

になります。 
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ただ、赤坂議員が農家不在とおっしゃいましたけれども、このいわゆる３分の２

の同意の数が足りなかったということで農家不在という言われ方をしているという

ようなことでありますし、これで最高裁に控訴しようとしたんですけれども、数は

どうしようもないということでありますので、違う計画を計画変更が求められたと

いうことであります。 

それを受けて、じゃあどういう計画にするかということでありますけれども、要

するにダムからの水を取らずに、先ほど言いました野々脇からチッソの導水路を活

用して農地に配るという既設導水路活用案が１８年の５月に出てきたということで

あります。これは県庁で午後８時から午前２時ぐらいまで続きました事前協議を十

数回繰り返してきました。どういう案でこの利水事業を持っていくかということで

ありましたけれども、その中で県が提案しました取水施設を替える案とかいろいろ

出ましたけれども、農水案である既設導水路活用案に一回は裁定されて、これでい

きますというようなことで事業は進んできたわけであります。ただし、事業を推進

するに当たって、これは農家説明会を何度も何度も繰り返し私も相良にまで出かけ

て行きながらその説明会に入り、この推進に当たってきたところでありました。ほ

とんどの農家の方々の同意を得ながらということで、この事業は進むかに見えたん

でありますけれども、下流水域のですね、水利権の同意が必要だったわけですね。

野々脇から水を取るということに対して、下流水利権者の同意が要った。その同意

が要ったのが西溝水路係と飛行場水路係と人吉市の土地改良区だった。もちろん早

々と人吉の土地改良区は同意をされました。従いまして、飛行場水路係と西溝水路

係の同意が得られたら、この事業は既設導水路活用案で計画変更の手続が進んだと

いうことであります。 

ただ、その西溝と飛行場水路係、要するに相良の飛行場水路、相良の西溝の土地

改良区が反対をしたということで、一旦ですね、それじゃあ西溝と飛行場水路を抜

きますと、で計画をつくるからこれに同意してくれというようなアクションをかけ

ましたら、これについても事業はつくるなと、飛行場水路はつくるなと、西溝水路

の今回の事業では要らんと言いながら、じゃあ今回の事業で抜きますと言っても、

また反対されたんですね。というようなある意味では、相良村に翻弄されてきたと

いうことであります。 

それを実は平成２２年の２月にこの２地域を本事業から除外する方針を表明しま

して、６市町村長会で相良村土地改良区に照会しましたところ、相良村土地改良区

が２２年の１月には同意しない。もうどうしていいかわからないような事業になっ

てしまったということであります。 

その後、この国営はもう動かないということでありますので、もちろん国営の網
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が被さっている以上はですね、県営事業も団体営農事業も、いろんな事業が営農の

事業がですね、この国営が被さっている土地ではできないということでありますか

ら、一旦この国営を終わらせようという手続が今始まっているということでありま

す。 

もちろん今日は赤坂議員の質問の中に答える形でありますけれども、その今日の

議会をご覧になっておられます農家の方々にもちょっとお伝えしたいと思います

が、実は当初その返還についてはですね、農地造成事業は年間４万４,０００円返

せでした。それが１万６,０００円に減りました。既設導水路で１万１,０００円に

これ４分の１に減りました。今回はまた半分の６,０００円に減ってます。年間で

す。区画整理事業は４万１,０００円要りました、返還がですね。それが諸々の繰

り返しをしながら今回５,０００円になったと、年間５,０００円になったというこ

とであります。工事費はじゃあ幾らぐらいかかっているかということでありますけ

れども、今回の変更は農家の方々の負担は１.５％と３.６％でありますから、６,

０００円に１.５％を割りますと、平均すると４８０万円です。実は土地改良事

業、あそこの工事は４８０万円かかっているということに対する１.５％です。た

だし、今ずいぶんへこんでいるのは、国のガイドラインが要するに農業用灌排事業

は農家負担も自治体の負担も要りませんので、吸い込んでくれた、解釈の中でです

ね。その中でドーンと減ったということであります。 

山江村は押し並べて平均が４８０万円でありますから、６００万円から７００万

円ぐらいかかっているというようなことを言われておりますけれども、要するに錦

もあの平坦地も含めてのその造成の負担でありますから、そのようになったという

ことであります。と同時に今回は山江村の負担もですね、当初平成６年の計画変更

時には５億４,８００万円の市町村負担がございました。それを今回１億６,６００

万円、ちょうどうちの川辺川の基金が１億６,０００万円ぐらいありますので、そ

の基金の中で収まる程度の落ちてきたということもございます。 

今後営農をどう進めるかということがやっぱり何と言っても重要なことでありま

すけれども、それをどう推進していくのかということについては、また今後一生懸

命国・県に訴えながら、今回の陳情でもですね、要望事項でも私も議員の皆さん方

と一緒に国に言ってそのように要望したつもりでありますけれども、そして５,０

００円、６,０００円という数字は、非常に今後の農業の推進として現在万江地区

で起きております農業生産法人も立ち上がっておりますし、そのような方向の中で

の農地の管理をしていくということになりますと、実際５,０００円、６,０００円

で農地を貸してもらっているというようなところもありますので、５、６千円以上

収入が上がる事業を実施していくということが寛容かと思います。ただし、農地造
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成、区画整理は山江のほとんど土地は空いていないという状況でありますので、そ

ういうことも勘案しながら、今の農家の方々の営農の情報提供をやりながら、この

事業を何としてもですね、このチャンスといいますか、ずいぶん遅くなりましたの

で完結させていきたいと思います。ただ、国のほうは３分の２以上の同意が取れな

かった場合は想定してない。取れるまでやって終わらせたいということを市町村長

も望んでいるところでありますし、農家の方々のご理解をぜひお願いしながら、ま

た新しい農業のあり方について、推進をしていければと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

時間がちょっと過ぎましたけれども、よろしくお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） ありがとうございました。ちょっと時間が来てしまいましたけ

れども、今質問の中で維持管理費についてはまだ運営費ですか、算定されていない

ということで、今回の１０月頃から説明会を始めるということになっておりますの

で、その改良区の運営費についてもですね、概算でもいいですので、償還が始まっ

てからこうなったではなくですね、最初に受益農家が幾ら負担するのかというのを

ある程度提示をしていただいて、親切、丁寧な説明をお願いしたいと思います。 

また、村長には中山間地についてもちょっとお伺いをしたかったわけですけれど

も、時間がきましたので、今回、川辺川土地改良事業連絡協議会会長の松本多良木

町長もですね、 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂議員、時間が過ぎてます。 

○１番（赤坂 修君） はい。今後、農家負担が少なくなるように検討していきたいと

述べられておりますので、更なる受益農家の負担軽減に努めていただきますよう要

望いたしまして、一般質問を終わります。ありがとうございました 

○議長（秋丸安弘君） お諮りいたします。 

ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。再開時刻を４時２５分といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後４時１４分 

再開 午後４時２５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 

ここで宣告いたします。山江村議会会議規則第８条第１項の規定により、会議時

間が午後５時までとなっておりますが、本日は時間を延長して一般質問を続けたい
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と思います。 

それでは、次に、５番、立道徹議員より、１、総合公園について、２、公共工事

について、３、万江川流域における農業用水についての通告が出ております。 

立道徹議員の質問を許します。立道徹議員。 

 

立道 徹君の一般質問 

 

○５番（立道 徹君） それでは、議長のお許しをいただきましたので、５番議員、立

道が通告書に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

質問の前に、昨年は台風によりクリ等の生産低下、また県道坂本人吉線の白岳地

区では法面崩壊と、この山江村には大きな被害がありました。本年は何とか台風が

逸れ、今のところは災害がない状況でありますが、台風１６号の動きには十分注意

する必要があるようでございます。何とかですね、この山江村、また各地方におい

て災害が被害がないようにお祈りいたします。 

それでは、質問ですが、総合公園の計画、構想について、横谷議委員との質問が

重なるところは割愛させていただきます。 

村長の施政方針の一つであります総合公園建設、この総合公園について、村民の

間でもいろいろな意見や考えが飛び回っております。その中でアンケート調査が行

われましたが、この調査は総合公園をつくることを前提にした内容でございまし

た。そのアンケート調査の結果と、そして委員会が動き始めておりますので、どの

ような検討がなされているか、お尋ねいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 総合公園の整備についての検討委員会の状況を述べさ

せていただきたいと思います。 

今回の総合公園の建設に際しましては、まだゼロの状態から出発をいたしており

ます。山江村総合公園検討委員会を設置いたしまして検討いただいておりますけれ

ども、委員会は教育関係、子育て世代、スポーツ推進委員、ＮＰＯ、区長会代表、

それから専門家として県立大学の客員教授で公園財団理事長をされている方などを

構成員といたしております。これまで３回の委員会を開催しておりましたけれど

も、委員会では村民の多くの方々の意見を聞くべきというふうな動きがございまし

て、先ほど申されましたように、７月に１カ月をかけてアンケート調査を実施いた

しております。まず、公園の委員会の方では、第１回目におきましては、公園のあ

り方について、どういうものを村民の方が望まれているということで、委員さん方

のお考えをですね、意見交換という形で、ゼロから話し合っていただいておりま
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す。 

その中ではいろいろな御意見がございました。やはり子育て世代の方々は身近に

公園がほしいと。スポーツをされる方は運動公園、競技場などもほしいと、いろん

なご意見がございました。第２回目はそういったご意見をまとめながらですね、方

向性というものを協議いただいております。内容につきましては、公園の全体計画

に対する検討、それから維持管理費に対する検討、他地域ですね、よその事例など

も勉強する必要があるということで、県内外の公園の事例を検討いたしておりま

す。 

それから、既存の公園につきましては、アクセス制に対する検討、公園に導入す

る施設など、どういうものを入れるのかと。こういったことをいろいろとご検討い

ただいております。 

委員さん方から出ましたのは、先ほど申しましたように村民の方々の多くの議論

の中でやっぱり進めていったほうがいいんじゃないかということで、アンケートを

実施しております。アンケートの結果は、現在概要でまとめておりますけれども、

第３回目におきましては、そのアンケート調査を基にその結果を分析しながら公園

の方向性について協議をいただいております。 

この委員会の内容につきましては、村民の方々にお伝えするために、ニュースレ

ターという形で、全戸へ配布いたしております。 

やはりこういう大きなプロジェクトは、密室で決定するんじゃなくて、その制作

の決定過程をですね、可視化する必要があるというふうに考えておりまして、今回

のアンケート結果につきましても現在取りまとめておりますので、今月中にはニュ

ースレターという形で、今回のアンケートの結果を公表したいというふうに考えて

おります。村民のアンケートをですね、委員さん方も尊重する必要があるというこ

とで申されておりまして、総合公園というのが先ほど定義をちょっとお話しされま

したけれども、ああいう総合公園の考え方と委員さんからはやはり山江村全体を総

合公園として捉えたほうがいいんじゃないかというふうなご意見もいただいており

ます。 

それから、昔の公園のつくり方というのは、行政のほうが総合公園、若い人から

子どもから高齢者までが憩える公園、スポーツができる公園、遊具を備えた公園、

５ヘクタールから１０ヘクタールというふうな定義があるということでございます

けれども、それにとらわれずにやっていこうという動きがやはりあるようでござい

ます。今回委員に入っていらっしゃる公園財団の理事長のほうにお伺いしますと、

やはり昔のような行政主導の公園は今はもうダメだと。きちんと維持管理を考えた

ところまで公園は検討すべきというふうな提言もいただいておりますし、山江村の
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既存の公園と山江村に大きな丸岡公園と地域にある公園、それと現在は山江まるご

と公園かというような提案も出ておりまして、八女の田園風景、繋留の風景、丸岡

公園の花と眺望の丸岡というふうなものをフットパスを今進めておりますけれど

も、そういったものと結び付けながら総合公園化していくというふうなご意見が出

ております。 

このフットパスにつきましては、参加料等を取りますので、こういったものの収

入の中から、公園の維持管理費に当てる方法も必要であるというふうな意見も出て

おります。現在、まだまだ方向性は固まっておりませんけれども、現在そういうよ

うな状況で公園の計画が進んでいるわけでございまして、今後の検討委員会の内容

につきましても、ニュースレターという形で村民の方々にお伝えしながら、村民の

方々のご意見も取り入れて議論を広めてまいりたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 我々もですね、いろいろ運動公園等は視察にまいっておりま

す。特に一番心配されるのがやっぱり維持管理、これが一番だと思います。 

本村の過疎地域自立促進計画には、自主財源に乏しい本村の財政は、地方交付

税、国・県の依存財源がほとんどであり、国の三位一体改革による国庫補助金のカ

ットや地方交付税の大幅な減額の際には、基金の取り崩しや起債借り入れ、事業の

縮小等を行いながら財政運営に努めてきたところであると。国の財政事情を鑑みれ

ば今後も地方交付税や補助金等の依存財源が減額される可能性があり、厳しい財政

運営を強いられることは必死であると。脆弱な財政基盤の改善を図るため、自主財

源の確保に努め、各種事業の精査、コスト削減等を推し進めながら、行財政のスリ

ム化を図る必要があると述べてあります。 

先ほどですね、横谷議員の質問の答弁の中で、行政としては総合公園に対しては

白紙の状態であると、村民、委員会にお任せ、つまり丸投げをしてるということ

で、委員会の中には行政の方も参加されると思っておりますけど、村民がですね、

納得する方法で精査し、村民だけじゃなくてやっぱり行政のアドバイスも必要だと

思いますので、一緒に検討していくべきじゃないかとこれは村長にお伺いします。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） おっしゃるとおりでありまして、行政がかかわりながら、事務

局等おりながら、各委員の皆さん方に、村民の委員の皆さん方にいろんなことを考

えてもらっているということでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） プロジェクトも大変なことで、委員会の皆様方も大変ご苦労さ
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れると思いますけど、村民がですね、納得いくような公園をつくっていただければ

と思います。 

次の質問に移ります。公共工事についてでございますけど、本年度梅雨に発生し

た災害についてですが、まず村道柚木川内向鶴線の法面ですが、復旧工事、また現

在どのような進捗状況かお尋ねいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） まず現在の状況ですけれども、村道等につきましては、災

害発生した後にですね、建設課としては道路管理者として通行止めという措置をと

っている状況でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 柚木川内向鶴線の法面ですけど、これは県のほうに要望されて

るんですかね。 

○議長（秋丸安弘君） 平山産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） ７月に発生しました村道柚木川内向鶴線の法面崩壊と

いうことであります。 

これはですね、県のほうへ早急に災害報告を行いまして、振興局の治山班と現地

調査を実施したところであります。結果的には集落が孤立等もしてないということ

であります。そしてほかに迂回路の道路もあるため、現在のところ緊急性はないと

いうことで、早急の復旧工事は今回は見送られたというところであります。 

現在、危険防止のため通行止めを行っております。ほかに迂回路はありますけれ

ども、地域にとりましては、大変重要な生活道路でありますので、今年度の工事は

難しいというふうには思われますが、来年度実施できますよう重ねて要望をしてい

きたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） ほかにはもうございませんか。建設課長はありませんかね。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） 議員のご質問のほかに災害箇所等はないかということです

けれども、村道の大平戸屋線におきまして、同じく梅雨時期の豪雨災害において路

肩の崩壊があっております。その路線につきましては、今回、公共土木災害復旧事

業により県のほうに申請しているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） どちらもですね、急を要する必要がないような災害でございま
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すけど、来年の梅雨時までは県のほうに陳情していただいて、完成できますようよ

ろしくお願いします。 

次に入ります。これも村道神園平山線の県道ですけど、県道までの拡幅工事につ

いてですが、着工できないことについて、これまでの経緯をお伺いします。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、村道神園平山線のこれまでの経緯ということで

ございますけれども、この路線の道路改良につきましては、県が整備を進めていま

した丸岡農道との関連等もあり、事業に取り組んでいたところでございます。平成

２４年度におきまして、調査測量を進めながら概略の改良工事について、地元関係

者への説明会、農道取付における熊本県との協議、さらに地権者との協議を重ねて

進めてまいりました。 

事業の推進に当たっては、計画路線の中間地点から農道がある終点側ですけれど

も、こちらにつきましては、地権者の方々の用地の協力が得られたわけですけれど

も、起点側、県道坂本人吉線の取り付け部、ここは改良区間になるわけですけれど

も、協議が進まず、また一部の相続登記等の問題があり、改良計画の目処が立って

ない状況でございます。現在今のところはそういうところでございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 墓地とかなんかを相談に行けば、拡幅工事はできるということ

でございますでしょうか。起点側ですね。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） 路線の詳細につきましては、先ほど言いましたけれども、

地元関係者の方と概略の計画図面を使いながら説明したところでございます。中間

地点の墓地等もあり、そこにつきましては、管理されてる熊本の方でしたけれど

も、概ね了解を得ておりまして、起点側の坂本人吉線側の共同墓地のほうがうまく

協議が進まなかったということでございまして、そちらのほうもなかなか協議が進

まないという状況で現在のところはございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） この道路もですね、せっかく丸岡から下りてくる道、２車線で

すね、その一部分が離合できないような状況で、大変、今通行量もですね、山田か

ら来られる方も多く通られております。ここの区間約５、６０メーターですけど、

これはもう買収も終わってるということで、何とかですね、この５、６０メーター

程度ですけど、拡幅工事ができないものかお尋ねします。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 
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○村長（内山慶治君） お答えいたします。 

村道神園平山線の農道から県道に至る工事の件でありますけれども、建設課長が

答えましたとおり、一部の用地についての提供は終わっているが、なかなか用地の

提供が難しいところがあるということでありますから、全路線の同意がとれてない

と、完全にですね、ということであります。 

道路がもともと果たします役割は、起点、終点、完全につながってこそその役割

を果たすところでありますので、地元の合意があれば実施するといっておるわけで

ありますから、立道議員、地元でもございます。ぜひ地元のほうの用地につきまし

て、同意をお願いいたしまして、やるとするなら全路線計画的につながる路線とし

て道路を整備するということが望ましい姿でありますので、よろしくご理解をお願

いしたいと思いますし、ご協力もお願いしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 建設課長にお尋ねしますけど、図面関係は大体できております

でしょうか。今、村長の宿題が出ましたので、早速取り組んでみようと思いますけ

ど、その辺は課長、お願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、議員のご質問にお答えいたします。 

平成２４年度に調査測量を行った折に、概略の線形を計画いたしました。その際

に起点、終点を含めたところの概略の設計は、図面はできております。詳細につい

ての事業費等はまだ決定しておりませんけれども、概略の線形等はできているとこ

ろでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 早速ですね、頑張って通行に向けての早期着工を目指して森田

議員もいらっしゃいますので、頑張りたいと思います。 

次の質問に入ります。これは各村道の除草作業、今年はですね、お盆前にも草が

伸びていたことを村民の方からいろいろご指摘がありました。そこで、委託業者と

除草時期、年に何回除草されるのかお伺いします。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、議員ご質問の委託業者と作業時期ということで

ございますけれども、村道除草作業につきましては、村内の主要路線、５０路線を

主に２回委託業務として作業を行っております。その５０路線を２工区に分けまし

て、村内の関係業者と契約提携を結び作業を進めております。 

路線内訳としましては、３２路線をくま中央森林組合、１８路線をシルバー人材

センターへ作業委託しているところでございまして、作業時期につきましては、４
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月の中旬から９月下旬までということで、時期を指定しているところでございま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） ４月に１回切ったらもう９月ということですよね。お盆前にも

１回ぐらい、２回じゃなくて３回ぐらいどうにかしてできないものかと考えますけ

ど、特にこの地球温暖化でですね、草も年々伸び方も早くなっているような感じが

見受けられますので、大変でしょうけど、ちょっと３回分の委託金額をですね、出

していただいて、そういう委託業務にされることはお考えないでしょうか。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） 議員ご質問の中で、４月から９月にかけて２回ということ

ですけれども、４月に１回というわけではございませんで、その期間中に、例えば

７月に刈ったら間を８月とか、場合によっては交通量の多いところをということ

で、契約する時点でですね、期間の中の作業時期ということで計画をし進めている

ところでございます。 

なかなか路線につきましては、作業時期につきましては、議員言われるようにで

すね、２回としているところでございますけれども、今後、通学路や交通量の多い

路線など、路線の状況を見まして作業回数や作業時期をもう一度路線の状況に合わ

せて検討し、進めたいと考えているところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） やっぱり村道ですのでですね、安心・安全の道路確保に努めて

いただいて、村民から苦情が出ない程度に管理のほうをよろしくお願いしたいと思

います。 

続きまして、６月にもお尋ねしましたけど、丸岡公園の委託業務についてでござ

います。前回の答弁で７つのブロックに分けて発注されたということですが、その

各工種、作業内容ごとの委託金額はわかりますか、お尋ねします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 今回の発注につきましては、一応仕様書を作成いたし

ておりまして、その仕様書の中で各公園の箇所について、一応内容を定めておりま

す。各ブロックというか、今回の整備作業につきましては除草作業、この除草作業

につきましては、まず総合歩掛によりまして、除草、集草、積み込み、運搬という

ことで、これにつきましては、公園の中の除草作業、これが一括して計上しており

まして、７万７,７００平米というふうに算定しております。これにつきまして

は、機械除草の２という歩掛を使って算出しております。それから芝刈り、これは

運動広場でございますけれども、こちらのほうは施工規模１,０００平米以上とい
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うことで、これにつきましては、３万３,０００平米、これは一応年に３回草刈り

をやるということでございますので、面積の３倍掛けをしております。それから剪

定作業につきましては、寄せ植え、剪定ということで、低木施工規模１,０００平

米以上の単価を利用しておりまして、こちらが１万１,０００平米というふうな算

出をしております。これに基づいて施工を行っております。 

ブロックごとにいろいろな作業がありますけれども、今回につきましては、下刈

り作業、そして農村広場の除草作業、それと低木の剪定というふうな３種の項目に

分けて算出をいたしております。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 前回７つのブロックじゃなくて３つのブロックですかね。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） ブロックは７つございます。しかし、この作業を一つ

一つブロックごとに算定するんじゃなくて、作業の種目ごと公園内の下刈り作業、

それから農村広場、農村広場につきましては、機械刈りができますので、これは手

間がかかりませんので、こちらのほうは草刈りの工種の中でももう一つの歩掛かり

を使っております。それとあとは剪定作業という３つの算出の仕方で金額を求めて

おります。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） これは年間通しての委託でございますけど、各１回、２回、３

回、運動広場は３回ということで、このときの完了検査とかなんかはされるんです

かね。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 一応仕様書では３回、年間ということで、年間を通じ

て３回行っていただくということで契約しておりますけれども、最近は草の伸び方

が非常に早いということで、農村広場はこれまでに５月に契約しましたけれども、

９回一応刈っていただいております。それとあと草刈りにつきましても順次行って

おりますけれども、これにつきましては、毎月完了検査といいますか、報告書を出

していただいております。これにつきましては、その月ごとの作業内容と作業前と

作業後の写真、作業中の写真を添付して出していただいておりまして、それを基に

検査調書をつくりまして、確認をいたしております。これは今後も毎月全部作業内

容は出していただきますし、写真等の管理も行っていくことといたしております。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 
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○５番（立道 徹君） ２級造園施工管理技士は家族の方が持っておられるということ

ですけど、その方は一緒に作業はされているんですかね。現場管理もされています

かね。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 家族の方で２級造園管理技士ですかね、ということで

お答えしております。５月の作業のときにはその方も一緒に作業をしていただい

て、写真で確認をいたしております。その後につきましては、常時いらっしゃるか

ということは、ちょっと私ども確認しておりませんけれども、やはり作業の場合に

は立ち会っていただきたいと。この２級の造園施工管理技士は、建設業法で定めら

れておりまして、施工管理もさることながら、安全管理等についてもやはり重要な

役目を果たすこととなっておりますので、なるべく作業の際は従事していただくよ

うに指導してまいりたいと思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 今、安全管理と言われましたけど、今は草刈機も免許が要りま

す。チェーンソーあたりも免許が要ります。その辺はお持ちでしょうね。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 最近ですね、手が足りないということで１人応援を頼

んでいらっしゃるようでございます。この方も確認いたしましたところ、チェーン

ソーの免許、下刈機、そういった免許を持っておられるということで確認はいたし

ております。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） ７つから積算は３工種になると思いますけど、今回はシルバー

人材センターはもう２級造園を持ってなかったから、指名選定には上げられなかっ

たということですけど、特に除草作業はですね、２級造園がなくてもいいんではな

いかと思いますけど、どうもですね、この入札業者、見積もりの際の業者の指名選

定にもちょっと不透明というか、不自然が考えられますけど、村長の見解はいかが

でございましょうか。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） この件につきましても、２社指名して１社辞退したということ

でありますし、免許も持っているということでありましたけれども、前も同じよう

なことをしゃべりましたけれども、別に問題あるとは思っておりません。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 年間通してでございますので、特に夏場あたりは熱中症等気を

付けられて、多分請け負った委託業者の方も高齢の方だと思いますので、くれぐれ
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もその辺の安全管理には十分行政のほうからも指導していただいて、無事に年間通

しての委託業務が終わればと希望いたします。 

最後の質問になります。現在、万江地区では集落営農、法人化へ向けての検討委

員会も進められております。集落営農とは何かというのをちょっと読ませていだき

ますけど、集落を単位として農業生産過程における一部または全部についての共同

化、統一化に関する合意の下に実施される営農のことを言いますということで、し

かし、その前にですね、現状をしっかり見ていただくことが大切ではないかと思い

ます。お米をつくるにも水が絶対に必要でございます。毎年、水田への用水に耕作

地の皆様は用水に大変ご苦労されております。万江城内地区、下の段地区への前田

からの用水について、今後どのように考えておられるかお尋ねします。 

○議長（秋丸安弘君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（平山辰也君） 城内地区、下の段地区の水田の用水の取入口というこ

とであります。 

城内地区の前田堰及び下の段の堰につきましては、梅雨時期になりますと、どこ

の堰でも同じですけれども、特に前田堰の用水取入口につきましては、万江川の濁

流によりまして、取入口が崩壊して取水できない状況になるというところでありま

す。毎年、受益者の方で多面的事業を活用いただきまして、大幅な修理を行ってい

ただいているという状況であります。堰の整備も大変必要だろうというふうには考

えておりますけれども、堰の整備となりますと、河川管理者であります県との協議

も必要になってくるということであります。今、なかなか県の許可が下りない状況

でありますけれども、しかし、先ほど議員申されました万江地区の集落営農、農業

法人が今立ち上がろうとしてますけれども、このためにもですね、大変貴重な水田

でありますので、その水田を守っていくためにも、この堰について、今後十分検討

していく必要があるのではないかなというふうに思っております。場合によりまし

ては、前田堰の受益者の方と今後どうすべきか、現地調査でも実施していきたいと

いうふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） いろいろ県、水利権の申請等もあります。今後、堰が本当はあ

ったほうがよろしいんですけど、この辺の検討の協議もよろしくお願いしたいと思

いますけど、この件について、集落営農と法人化に向けて、またこの堰に関して、

村長の見解をお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 万江地区は大きな万江川が流れておりまして、その万江川で用
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水に困っておられるというようなことは今回また２度目でありました。最初井手ノ

口下の段地区につきましては、従来から農家の方々で自らいろんな工夫をされなが

ら、渇水時、取水口まで川の表面が達していないのを上げられてというようなこと

でありまして、そちらのほうはもう解消しているんじゃなかろうかと思っておりま

す。 

そのときもそうでありましたけれども、井堰をつくろうというのが一つありまし

た。もう一つは土木部のほうで、河床工をして水を上げるということでありまし

た。ただ、井堰をつくるに当たりましては、何億という予算が、あの万江川の広さ

でありますので、その受益面積が足りない。河床は防災上の問題で土木部は許可が

下りないというようなことでありましたので、苦肉の策といいますか、地元のほう

で考えられて、村が若干補助をいたしまして今の様式をされたということでありま

す。 

前田堰も同じようなことが言えるかと思います。井堰はと今聞きましたところ、

４ヘクタールないというようなことでありますから、当然その受益面積として何億

もかけて井堰をつくる工事は補助事業にならないというのがありますし、河床工も

土木部のほうで到底厳しいであろうと思います。 

従いまして、あとどういう工法が残っているかといいますと、一つは井堰の取水

口より上から取水をするという方法、これは取水口をさらに上に求めるのか、何ら

かの土管等の方向であそこに載せるのか、もう一つは、４ヘクタールいかないとい

うようなものであれば、ポンプアップというようなことも考えられるわけでありま

す。 

いずれにしましても、農家の方々が水田を持ちながら営農の活動ができないとい

うようなことに対しては、何らかの対策を地権者の皆さん方と受益者の皆さん方と

協議をしてよりよき解決方法を見つけられたらと思っております。 

この件につきましては、前回の現地調査でですね、ちょっと現地も見ております

ので、併せてそういう所感を持っているところであります。 

○議長（秋丸安弘君） 立道徹議員。 

○５番（立道 徹君） 面積にしてはですね、金額がかかるということで、さっきの施

設も大変ということでございます。 

集落営農の営農して法人化の目標は本当理解できます。まずは現状把握、足元を

見つめて出発していかなければ、法人化へ向けて手を挙げておられる方は大変だと

思います。到底目標にも到達しないのではないかと思います。今後ですね、どのよ

うな事業においても足元を確認されて、しっかりとした基盤づくりをしていただ

き、実践に向かっていただければと思っております。 
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このことを切に願いまして、一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（秋丸安弘君） 次に、４番、西孝恒議員より、１、自治体主導の新電力につい

て、２、総合公園建設策定事業について、３、学校の遊具についての通告が出てお

ります。 

西孝恒議員の質問を許します。西孝恒議員。 

 

西 孝恒君の一般質問 

 

○４番（西 孝恒君） ４番議員、西です。議長の許しが出ましたので、通告に従いま

して一般質問をいたします。くじの順番によりまして、最後になりますが、どうか

よろしくお願いします。 

通告しております質問内容は、１、自治体主導の新電力について、２、総合公園

建設計画策定事業について、３、学校の遊具に関することについての３点ほど質問

いたします。 

まず、自治体主導の新電力についてですが、この質問通告の後の今月の人吉新聞

によりますと、山江村の再生可能エネルギーの新たな取り組みが紹介されていまし

たので、ここにあるわけですけれども、この質問、そしてご答弁の前に、本村の自

然エネルギーの活用と省エネの推進については、これまで以上に意欲的にまた積極

的に進められていると感じるところです。 

私も最近の異常気象や地球温暖化の影響は、南極の氷も早い速度で溶け出してい

ることや棚氷にも亀裂が入り、深刻であることがテレビでもあっていました。原因

は大気汚染などが最たるものと思いますが、原子力発電は、二酸化炭素を排出しな

くても重大事故場合は、多大な被害と地球規模まで影響を及ぼすことになります

し、何と言いましても放射性廃棄物の処理は極めて難題であります。このような原

発の危険性については、前回の一般質問の中で松本議員よりその影響についての発

言もありましたが、私もそのように思うところです。 

それで、質問の内容ですが、そのようなことからエネルギーの地産地消のますま

すの必要性があること。また、平成２８年度から電力の全面自由化が行われていま

す。それで多くの民間企業が参入していますが、地方においてもエネルギーの地産

地消の観点から、自治体が主導して地域のエネルギーを地域で確保することが環境

にも良く、原発に頼らない安全・安心な電力の販売を自治体が新電力会社として参

入することは本当に究極の電力の地産地消につながるのではないかと思いますが、

本村とされましても、新電力小売事業参入について、執行部の今後の見解をお願い

します。 
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○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 自治体の新電力への事業参画についてでございます。 

現在、九州内でも自治体が出資いたしまして、新電力会社を設立して自治体が設

置した太陽光発電による余剰電力を販売するというふうな動きが出ております。本

村におきましては、平成２４年９月に山江村総合エネルギー計画を策定して、再生

可能エネルギーの推進や省電力化への取り組みというのがなされております。 

これまで計画に基づきまして、家庭用の太陽光発電設備設置に対しての助成を行

っております。また、省エネの推進として、外灯や公共施設の照明をＬＥＤ化にし

たりというふうな取り組みを行っております。このほか、計画では、再生可能エネ

ルギーの推進として、村内へのメガソーラーの設置や中小水力電力の導入への調

査、木質バイオマスエネルギーの推進などの計画は一応されております。メガソー

ラーにつきましては、民間企業によります設置が山田地区において始まっておると

ころでございます。 

そのような状況におきまして、本村におきましては、その計画を具体的に推進す

るために、８月３１日に山江村総合エネルギー検討委員会を設置いたしておりまし

て、具体的な検討に入ったところでございます。委員会の委員は、村から農林業、

商工業の代表者３名と外部の専門家を委員として委嘱しております。これとアドバ

イザーとして、東京工業大学との共同研究者という方も入っておられますし、実効

性のあるものとするために、金融機関などの参画を得ながら委員会を開催しておる

ところでございます。今後、この委員会におきまして、再生可能エネルギーの山江

村での資源調査、それから山江村に合った再生可能エネルギーはどういうものかと

いうふうな研究などを行いまして、具体的な事業実施の可能性を探ってまいりたい

ということでございます。 

その中から今後山江村のエネルギー政策の方向性を見出しながら、エネルギーの

地産地消化へ向けて進めればというふうに考えているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 今、平成２４年総合エネルギー計画ですね。それとまた今回、

一応新聞にもありましたけれども、山江村総合エネルギー検討委員会ということ

で、その様子がよく書いてあります。大体次第にちょっと進めようというようなご

答弁だったと思います。 

本年度より企業から一般家庭まで電力会社を自由に選べるようになりましたが、

既に自由化の対象となっている工場や学校、病院等、大口需要のところはだいぶ切

り替えが進んでいるようですが、本年度から一般家庭まで対象になったということ
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であります。 

電力の地産地消のためには、実際にやるためにはですね、安定した地元での電力

の確保が必要ですが、村内の再生可能エネルギーを活用した電力量は、現在のとこ

ろ、また年間にどのくらいの発電電力量が現在可能か。また、今後予定される新た

な電力量についてもその見解をお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 現在の村内における再生可能エネルギーの発電量とい

うことでございまして、現在調査しておりますのが、村内で設置してございます住

宅用の太陽光発電システムと、また民間企業が設置しております事業用の太陽光発

電設備の最大出力を調査できる内で集計をいたしております。その数字を申し上げ

ますと、平成２５年度から２７年度までに、村が助成しました住宅用太陽光発電シ

ステムの設置に係る分の発電量が、２３件の合計で１４０.６ｋＷ、これは最大出

力でございます。村内の民間企業などが独自に設置しております売電目的の太陽光

発電施設が４カ所ございまして、合計で２８４ｋＷでございます。また、村有施設

へ設置しました太陽光発電施設、これが山江村体育館と万江のコミュニティセンタ

ーの２カ所でございますけれども、こちらが２０ｋＷでございます。これを合計い

たしますと４４４.６ｋＷの最大出力でございます。家庭用の太陽光発電施設につ

きましては、熊本県の平均的な年間発電量を基に、最大出力から年間の発電量を算

出いたしました。これはモジュールの大きさでちょっと異なるかもしれませんけれ

ども、２５０Ｗのモジュールで計算した場合に、約１７万７,０００ｋＷｈ、これ

は３２戸分の電力使用量になるそうでございます。平成２４年９月に策定されまし

たエネルギー計画のときの調査では、その時点での太陽光発電の電力の発電量が２

０万３,５３７ｋＷｈと記載されておりますので、２５年から２７年にかけて補助

しました分とその間に設置されたものを合わせますと、現在では３８万５３７ｋＷ

ｈが再生可能エネルギーとして山江村で発電されているということが推定できま

す。これを平均的な家庭の年間使用量と計算いたしますと、６９戸分の電力が賄え

るような状況になっているようでございます。 

なお、事業所用の発電設備につきましては、確実な資料がございませんので、最

大出力でしかお答えできませんけれども、そういった状況になっているようでござ

います。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 今現在の最大出力、一応ありました。３８万５３７ｋＷｈです

ね。一応私も大体１世帯当たり、月に使う平均は山江ではありませんけれども、大

体４５０ｋＷぐらいということだそうであります。一応、割りますと６９戸分とか
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いうぐらいですから、若干この販売とするにはですね、電力の仕入れがちょっと追

い付かないかなという面もあります。 

それから、実は山江村の再生可能エネルギー発電の年間電力量というのがちょっ

とこれはどのように見るのかと思うんですが、山江村は１,７９４ＭＷｈと、それ

から木質バイオマス発電が３,２８４ＭＷｈと、合計で５,０７７ＭＷｈということ

でありますが、一応、これについてどのように計算してあるのか、またこれまでの

予想となっているのかどうか、一応ネットに入れてあったわけですけれども、山江

村と書いてありますので、その点わかりましたらお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 確認でございますけれども、ネット上で示してあった

ということですか。 

○４番（西 孝恒君） 実際に山江村のところで出てきたわけですけれども、実際に私

も電力の自由化を始める前にですね、実際にはどのくらいの発電量があって、どの

くらいの家庭にそれを使うことができるかということで、見たんですが、非常にこ

の大きく山江村再生可能エネルギー発電の年間発電電力量とありまして、そしてこ

の中にちょっと説明があるんですけれども、しかしこれを見たときに大変な数字だ

と思いましたので。 

○企画調整課長（北田愛介君） 私のほうもちょっとその数字のほうを把握しておりま

せん。大変申し訳ございません。 

先ほど私のほうが申し上げましたのは、現在再生可能エネルギーとして山江村で

年間発電されておりますのが、計算上推計されるのが３８万５３７ｋＷということ

で、私どもの計算では出ておりますので、今、申されました数字につきましては、

ちょっと私のほうも把握しておりませんので、何か計画の中で出ておるのかなとい

うふうな感じではおるんですけれども。 

今の大きな数字につきましては、ちょっと私のほうでは確認できませんので、申

し訳ございません。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） これは単位がメガワットなのでですね、５,０７７ＭＷという

のは、５００万ｋＷｈということになりますので、このままいきますと相当なです

ね、本村ならば９２３世帯、７５％はこの電力から賄えるんではないかと思ったと

ころでありますが、実際には先ほどありました３８万５８７ｋＷｈということであ

ります。そのくらいだろうと思います。 

全国ではですね、新電力会社として参入した自治体も多くなっているようです

が、その中でご承知かと思います。福岡県みやま市では、一人暮らしのお年寄りの
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見守りサービスも展開しながら、２年後には市内の４３％に当たる６,０００世帯

に電気を供給し、１４億円の売り上げを見込んでいるということであります。 

また、熊本県ではつい最近、小国町が新電力会社を設立したということが熊日新

聞にありました。一応ここにその新聞の内容もあるわけであります。また、特に人

口減少が続く過疎地域の自治体では、本年度からの電力の自由化に雇用の創出も含

めて期待をかけているところも多いそうであります。 

最後に、今後の再生可能エネルギー構築の考えについてと通告しておりますが、

今月の人吉新聞にも本村の再生可能エネルギー産業化を図ると、先ほど話しました

けれども、この新聞のことですけど、第一面に載っていましたので、非常に積極的

に進められていると思います。この新聞の内容も含めてですね、今後のことでもし

ほかにありましたらお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 再生可能エネルギーへの取り組みというのは、まだ最

近、この検討委員会を立ち上げて、まさに始まったばかりではございます。 

先ほどから議員申されてましたように、地球温暖化という問題で、地球規模での

いろいろな異常気象が発生しておりますし、低炭素社会を構築する必要があるだろ

うという非常に大きな目的があるわけでございまして、その一つとして再生可能エ

ネルギーという計画に至ったわけでございます。今後、再生可能エネルギーとされ

ます太陽光、水力、風力、バイオマスなどの発電時に二酸化炭素等をほとんど排出

しないエネルギーの活用を進めていくということでございまして、本村においては

どのような地域資源があるのか、活用できるのかということを探ってまいりたいと

思っております。 

専門家によりますと、山江村は再生可能エネルギー、特にバイオマスの資源の宝

庫であるということで、あらゆる発電の可能性があるというふうな見解もいただい

ておりますので、こういったものを基にいたしまして、具体的に今後委員会におい

て計画を進めてまいりたい。また、それを産業化するという方向も出ておりますの

で、村民発電所みたいなものをつくって、それで村内の電力を賄う、それによって

産業を興すことも可能であろうかと思いますので、そういった可能性を含めたとこ

ろで検討をしてまいりたいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 一般家庭でもですね、これからは電力会社を選ぶことができる

わけですが、民間の会社よりも特に地方では自治体の信用度は高いということで、

どちらかといえば、民間よりも自治体を電力会社となった場合ですね、選ばれるの
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ではと思います。水道とセットで割引きしているという参入自治体もあるようでご

ざいます。地方創生としても今後大変期待されるところと思います。環境にやさし

い新電力の産業化ということで、本村では意欲的に進められているということを感

じたところです。 

次に、総合公園建設策定事業についてであります。これに関する質問は、既にお

二人の議員よりあっています。横谷議員、立道議員とですね、あっていますので、

内容によってはちょっと重なりや割愛するかと思いますが、よろしくお願いしま

す。 

まず、総合公園建設検討委員会による基本計画策定の動きについてと通告してお

ります。広報やまえ等でその状況がわかるところでは、昨年の５月号にもあります

が、総務費の中で総合公園建設基本計画策定事業費として３９６万円上げてありま

す。そして広報やまえの今年の３月号に、２月１６日に第１回総合公園建設検討委

員会が開催されていることが載っています。そして今月号、９月号に村が進める施

策の進捗状況のところに、親子で楽しめる総合公園の整備とありますが、その記事

の内容は、先ほどの第１回の建設検討委員会を開催されたことと、７月にアンケー

トを実施されたことでありました。以上が総合公園についての動きとして把握でき

るところですが、実際にはだいぶ活動が進んでいるかと思いましたので、現段階で

の策定内容についてお願いしたいと思いましたが、先ほどありました。検討委員会

を３回行われたということと、アンケートを取り、策定しているところということ

であったと思います。そういうことでもう現段階での策定内容については割愛しま

す。 

次の質問に予定していましたのは、７月にアンケートが実施されていますが、集

約された結果についてでありましたが、これについてもですね、先ほどのご答弁に

もありました。アンケートの結果は後日公表したいということであったと思いま

す。それから、既存の公園も含めた村全体公園化の方向もあるようなことでありま

した。そういうことで先ほどご答弁があっていますので、この集約の内容について

はもう割愛します。 

アンケートは回覧で、全戸にアンケート用紙が配布されていると思いますので、

その回収率についてお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） アンケートの内容につきましてでございます。 

この調査は、７月８日から３１日までの間に行いました。調査表は一応１,５０

０部としておりまして、全家庭と小中学校のほうに２００部、それに保育園に１０

０部、これは小中学生の意見も聞きたいということと、保育園におきましては保護
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者の方々も答えていただきたいということでございます。 

それと今回はインターネットを使ったアンケートも実施しております。ＱＲコー

ドを利用しておりまして、携帯電話から回答いただいております。それで回答数は

５４８部回答がございまして、回答率が３７％でございます。一般の調査では２０

０のサンプルがあれば、大体アンケートとしては成り立つということでありますの

で、この５４８の３７％というのは、専門家に聞きましても高い回答率だったとい

うことを聞いております。この内容につきましても、一応ニュースレターのほうで

今月中には村民の方々へお配りをしたいと思っております。 

一応今回のアンケートによりまして、６つのご意見をいただいておりまして、こ

ちらで取りまとめましたのが、まず最初に１番目が「近くで遊べる場所がほしい」

「自然を生かした公園としてほしい」「球磨地域から人が集まる公園にしてほしい」

「村の財政に見合った公園計画をしてほしい」「丸岡公園などの既存ストックを生

かしてほしい」「維持管理を踏まえた公園計画としてほしい」と、この６つの点が

代表される意見でございまして、委員会におきましても私どももこういったご意見

を尊重しながら、今後の計画策定の参考としたいということで考えております。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 今、アンケートの内容も含めてですね、ご答弁をいただきまし

た。小中学校、そして保育園、それからネットのほうにも出して、その結果５４８

部、大体３７％ということであります。広報やまえの今月号、９月号によりますと

現在世帯数は１,２２３世帯となっております。そのうちそこからしましてです

ね、５４８世帯を高い回収率とみるか、適当とみるかですねと思いますが、一応３

７％であるということでそれはわかりました。 

広報やまえのですね、９月号にもありますが、赤ちゃんからお年寄りまで行き届

く福祉の充実の中の一つとして親子で楽しめる総合公園の整備とあります。つまり

村民の方への福利厚生の一環と思います。村長からもその必要性はあったところで

ありますが、前にありました。私も公園の役割とか、またその効果についてのイメ

ージとしては、例えば公園を休養、休息や様々な余暇活動として、また運動や地域

のコミュニティ活動、また災害発生時の避難場所としてもその効果はあると思いま

す。ただ、総合公園とした場合、その面積は先ほどありましたが、大体１０ヘクタ

ール以上が一般的な広さのようであります。例えば人吉の村山公園は２０ヘクター

ルの面積を有する都市公園の中の総合公園として、非常にきれいに整備されている

ようですが、安全・安心で快適に利用してもらうための維持管理については、人吉

市も大変努力をされているようであります。また、総合公園といいますと、大体都
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市部のオアシスとして、また都市景観に潤いを与える緑の空間といったイメージが

あるかと思いますが、本村は中山間地でありますから、そういった効果はちょっと

薄れるかなと思います。 

先ほどのアンケートのことはあっておりますが、その内容は先ほどありましたよ

うに、「公園をつくるに当たってどのようなことを希望されますか」というアンケ

ートでしたので、アンケートの実施についてはですね、もうこの１回だけでしょう

か、ちょっとお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） このアンケートにつきましては、委員さんの方々から

公園はどういうものをこの住民が望んでいるのかということで調査したわけでござ

います。まだ具体的な先ほど申されましたような１０ヘクタール以上の公園である

とか、そういった規模も全く決まっておりません。どこにつくるかも決まっており

ません。ということで、アンケートとしましては、村民がどのような公園を望まれ

ているかというのが目的でございましたので、実施したわけでございます。 

今後、この委員会におきまして、住民の方々のニーズに合った公園を計画をつく

っていきたいというふうに考えております。まだこのアンケートの中でもですね、

大変厳しい意見がございます。「このような財政状況の中にどうして多額のお金を

使って公園をつくるのか」という意見もございました。５４８の中でですね、２０

件ほど、３.６％ほどのそういったご意見もございました。このことは委員さん方

もわかっておられまして、そういった反対の意見も無視することはできないと。じ

ゃあどういった公園なら賛成していただけるのか、そういったこともこの委員会で

検討がなされております。非常に委員さん方も気を使って検討していただいており

ます。一応今回のアンケートにつきましては、そういった住民のどういうものを求

めるかというのをちょっと調査したわけでございますので、そういった住民の望む

公園の整備を前提として、今後もしてまいりたいと思っておりますので、アンケー

トというのは、今回１回ということで今のところは考えてございます。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） まだ規模とか場所とか内容とかですね、まだまだこれからとい

うことであります。アンケートは、さっき３７％、５４８部といったところであり

ます。世帯数から考えてもある程度もう１回あってもいい、全体に回るようなアン

ケートがあってもいいんじゃないかなとは思います。福利厚生の一環として必要な

面はわかりますが、高齢化のピークを迎えるこれからの時代は、介護保険の給付の

見直しとかの負担増とか、国保税も年々上がりまして本当に厳しくなってきまし

た。例えば今回の決算書で国保税の調定額に対して、調定額に対して７１.３％の
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収納率であります。村とされましても、税金の増額をなるべく抑える工面をされて

おられますことはわかりますが、公園は丸岡公園もありますし、また村全体の公園

化とか、丸岡公園もですね、整備がもう少し進みますとその利便性はさらに良くな

るのではと思います。 

以上で、総合公園についての質問を終わります。 

最後の質問ですけれども、学校の遊具についてと通告しておりますが、遊具の安

全確保に関することで質問いたします。 

学校や公園の遊具もですけれども、消費者庁によりますと、子どもの遊具での事

故が６年で１,５００件以上も発生しているそうで、その中には死亡事故もあって

いるとのことであります。遊具も様々な種類がありますが、それぞれの遊具によっ

て事故によるケガの状況も違うようです。遊具が原因による事故などないうちに、

点検整備、また老朽化していないか確認し、その対策も必要かと思います。 

そこで山田小、万江小学校の遊具の種類、そしてそれぞれの設置年月、大体のと

ころで結構ですけれども、また維持管理状況について現状をお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 蕨野教育課長。 

○教育課長（蕨野昭憲君） それではお答えいたします。 

村内の小中学校の遊具施設につきましては、山田小学校に鋼鉄棒、高低中鉄棒、

肋木、ジャンプボード、うんてい、波型平行棒、はんとう棒、吊り輪、つり縄、四

連ブランコ２基、鉄棒３基、ジャングルジム、シーソー、すべり台で１３種類の１

６基。それから、万江小学校につきましては、ジャングルジム、四連ブランコ、は

んとう棒、肋木、うんてい、鉄棒、高低中鉄棒、すべり台、移動式鉄棒で９種類の

９基、設置してございます。山田小学校の遊具が１０種類、１３基は昭和５１年３

月に、鋼鉄棒、ジャンプボードは、昭和５６年３月に設置をしております。それか

らシーソーにつきましては、平成２８年３月、昨年度に更新をいたしました。万江

小学校の遊具につきましては、８種類の８基は昭和６３年８月、ジャングルジムに

つきましては、平成元年５月に設置をしております。 

維持管理状況としましては、学校での安全点検を毎月１回、それから日本公園施

設業協会で定められました遊具の安全に関する基準に基づきまして、専門業者によ

る定期点検を毎年度１回実施をしておるところでございます。 

遊具を設置した当時のころから比べますと、全国各地で事故が発生していること

もございまして、厳しい基準に改定されている状況でございます。平成２８年度の

定期点検につきましては、両校とも８月末に実施をいたしたところでございます。 

点検の内容につきましては、安全領域など、３４項目を点検し、総合判定するも

のでございます。点検の結果、異常があり修繕など何らかの対策が必要な遊具につ
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きましては、点検実施者から使用禁止措置と診断されることになるものでございま

す。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 遊具もなかなか種類が多いようでですね、山田小学校は１３種

類の１６基と、万江小は８種類で８基ということであります。その設置年月からし

まして、５１年に設置されたとしますと、ちょうど４０年になりますかね。５１年

なら４０年ですよね。そのくらいでありますけれども、しかし、割とものは頑丈で

ありますから、それで老朽化によって、それがどのような状態なのかというのは、

毎月のこの安全点検、それからまた業者の方による点検とかですね、学校でもあっ

ているようであります。私も万江小学校からもですね、校長先生の点検の状況とい

うのはお聞きしております。 

その次に、遊具の点検の結果、そういった老朽化して初期の安全性を保っていな

いのではと判断されました場合の対策についてですが、この老朽化した遊具につい

てはですね、ＰＴＡ会員の方から、「老朽化した遊具を子どもたちが使うことは心

配する」というご意見を聞いておりますが、老朽化という判断されたものに対する

対策についてのお考えをお願いしたいと思います。 

それとまた全く異常がない遊具には、安全シールとか年齢区分シールが貼ってあ

るところもあります。ほかの施設ですけれども、これは大きな事故を回避する日本

発の試みだそうですが、このような対策についてもお考えをお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 蕨野教育課長。 

○教育課長（蕨野昭憲君） それでは、お答えいたします。 

先ほど申しました本年度の点検におきまして、山田小学校ではうんてい、波型平

行棒、四連ブランコが２基、鉄棒１基、すべり台の６基。それから万江小学校につ

きましては、うんてい、すべり台の２基が使用禁止措置ということで診断された旨

の報告がございました。山田小学校の波型平行棒、四連ブランコ、鉄棒につきまし

ては、基礎の露出によるものでございましたので、応急的に基礎の天端から１０セ

ンチ以上の土被りを施しまして、使用可能の状態にしております。ただ、うんてい

とすべり台につきましては、頭部や胴体の挟み込みによる重大な事故が想定される

ということでございましたので、現在は使用禁止にしております。また、万江小学

校のうんていにつきましては、固い設置面で落下により重大な事故が想定されると

いうことでございましたので、応急的に設置面の固い部分に土を敷きまして、使用

可能の状態にしております。ただ、すべり台につきましては、山田小と同様の理由

で使用禁止にしております。 
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この使用禁止と診断された遊具につきましては、修繕、更新、または撤去など、

何らかの対策を講じる必要があると考えますので、学校管理者の意見を参考にです

ね、整備のための予算化を行い、子どもたちが遊具を安全に使用できるよう改善し

ていきたいと考えているところでございます。 

それから、安全シールについてでございます。最も事故が多い遊び方、遊びの基

本ルール、ケガをしないための身支度などのルールをシールにしたものかと思いま

す。例えば降り口で遊ばないとか、立ったまま滑らないなどの文字が入ったシール

を、それぞれ遊具に貼るものではないかと思っております。貼ることによりまし

て、大きな事故を回避でき、減少した例もあるようでございますので、子どもたち

が遊具を使用する上で、安全性を考慮しますと、必要性も感じておりますので、学

校とも協議して検討したいと考えております。 

また、年齢区分シールにつきましては、村内の小学校に設置しております遊具の

対象年齢は、全て６歳から１２歳になっておりますので、現時点では必要ないので

はないかと考えているところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 老朽化した遊具、割と使用禁止となっているところもあるよう

であります。それについては、修理とか更新、撤去を考えるということでありまし

た。小学校でもうんていの下は、落下したときに柔らかい土を入れて、ちょっとク

ッションになるようにですね、一応私も見ましたところ、そのようにしてありまし

た。子どもが伸び伸びとちょうど遊んでいました。本当にそういうのはいいなと感

じたところです。 

最後に、遊具は子どもが成長していく上で、遊具によってこのバランス感覚や遠

心力とか、てこの原理とか摩擦係数など感覚で覚えて、また握力や懸垂力にも良

く、多少のスリルや冒険的な感覚、ケガしないほうが良いですけれども、少しのケ

ガならケガをしたことでその危険性を学習するなど、体を使って危険な状態から身

を守る術を覚えることも必要ではと思います。 

事故は遊具が原因だけではなくて、子ども本人の不注意や友達と遊具でふざけた

り、また間違った使い方をした場合なども事故はあると思います。子どもに対する

遊具を使う場合の決まりを、児童委員会などで話し合うこともあっているかもしれ

ませんが、そのような学習会等について現状をお願いします。 

○議長（秋丸安弘君） 蕨野教育課長。 

○教育課長（蕨野昭憲君） それでは、お答えいたします。 

遊具を使用する場合の決まりなどにつきましては、児童委員会での学習会等は特

に行っていない状況でございます。現状としましては、両校とも授業に入る前に、
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各学級で行います朝の会や体育の授業の中での正しい使い方の指導を行っていると

ころでございます。山田小につきましては、遊具の遊び方の決まりを作成しまし

て、各担任を通じて学級ごとに周知を行い、教室等に掲示をしているところでござ

います。また、万江小につきましては、毎週火曜日にサーキットトレーニング等を

行います体力パワーアップタイムというのがございますが、その中で正しい使い方

の指導等を行っている状況でございます。 

教育委員会としましても、学校と連携を図りながら、遊具使用の際の安全確保と

事故防止に努めていきたいと考えているところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） その遊具についてのですね、子どもたちの話し合いというの

は、朝の会とか体育の時間に正しい使い方を話しているということでありました。

小学校の教室で習う勉強やＩＣＴで覚えること、それからまた器械体操のように遊

具を使って体で覚えることがあるかと思います。学校の遊具についても、子どもた

ちが正しく目を向けて、児童生徒の皆さんが、安全な遊具で安全な使い方により、

心身ともにバランスの良い元気な子どもさんの成長と、遊具の有効な活用を願いま

して、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（秋丸安弘君） 以上をもちまして、一般質問が終了いたしました。 

これにて散会いたします。どうもお世話になりました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後５時５１分 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） ただいまより会議を開きます。 

本日の出席議員１０名で定足数に達しております。 

本日は、会期日程、日程第１０の本会議で、質疑、討論、表決となっておりま

すが、９月１５日村長より、山江村議会会議規則第１９条の第２項により、事件

の訂正請求が提出されましたので、日程第１として説明を求め、議事日程の順に

質疑、討論、表決といたします。 

発言については、山江村議会会議規則第５３条の規定を守って質疑をお願いいた

します。 

また、会議規則第５４条（同一議題の質疑の回数３回）の規定と、同規則第５５

条（発言時間制限６０分）の規定はお守りいただきますようお願い申し上げます。 

なお、３回を超える場合は、第５４条の但し書きにより議長の許可を得てお願い

いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 認定第１号 平成２７年度山江村一般会計決算の認定の訂正の件 

○議長（秋丸安弘君） それでは、日程第１、認定第１号、平成２７年度山江村一般会

計決算の認定の訂正の件を議題とします。 

村長から認定第１号、平成２７年度山江村一般会計決算の認定の訂正の理由の説

明を求めます。 

村長。 

○村長（内山慶治君） おはようございます。 

議長より説明の機会を与えていただきましたけれども、昨日事件の訂正請求書を

私のほうから議長宛に出させてもらっております。内容につきましては、先ほどあ

りましたとおりでありますけれども、山江村議会会議規則第１９条第２項の規定に

より請求をさせていただいたということであります。 

件名につきましては、平成２７年度山村一般会計決算の認定についての案件であ

ります。皆さん方の決算書の５４ページの中にありますが、（２）の山林の立木の

推定蓄積量の中の決算年度末現在高の数値が誤っておりました。 

内容につきましては、前年度末現在高、それから決算年度中の増減高、そして決

算年度末の現在高、いわゆる前年度から決算年度で増減した分を足し算、引き算し

ながら合計を求めるというものでありますけれども、お手元の表の中には、前年度

末現在高から決算年度中の増減の数字を足し引きしておりません。この場合は足し

算だったわけですけれども、従いまして前年度末現在高がそのまま決算年度末現在
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高になっております。 

従いまして立木の推定蓄積量は、前年度現在高として合計の１９万４,９２３立

米分が６,５２２立米の増加でありますので、合計の２０万１,４４５立米となるも

のでございます。上の数値につきましても、上の数値が所有分が１９万６１２立米

と合計がなりますし、分収分が１万８３５立米になるわけでありまして、合計の２

０万１,４４５立米となるものであります。 

基礎の数値は間違っておりませんが、合計の数字が間違っていたということであ

ります。お詫びを申し上げまして、訂正方よろしくお願い申し上げます。 

○議長（秋丸安弘君） お諮りいたします。 

ただいま議題となっております認定第１号、平成２７年度山江村一般会計決算の

認定の訂正の件を許可することに、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１、認定第１号は、平成２７年度一般

会計決算の認定の訂正の件を許可することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 同意第５号 山江村固定資産評価審査委員会委員の選任に関する同意を求

めることについて 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第２、同意第５号、山江村固定資産評価審査委員会

委員の選任に関する同意を求めることについてを議題とし、質疑を許します。質疑

ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案は人事案件でありますので起立採決といたします。本案を可

決することに賛成の方は起立をお願いします。 

［賛成者起立］ 

○議長（秋丸安弘君） 起立全員でございます。したがって、日程第２、同意第５号、

山江村固定資産評価審査委員会委員の選任に関する同意を求めることについては、

原案のとおり同意することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 同意第６号 山江村教育委員会委員の任命に関する同意を求めることにつ

いて 
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○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第３、同意第６号、山江村教育委員会委員の任命に

関する同意を求めることについてを議題とし、質疑を許します。質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案は人事案件でありますので起立採決といたします。本案を可

決することに賛成の方は起立をお願いします。 

［賛成者起立］ 

○議長（秋丸安弘君） 起立全員でございます。したがって、日程第３、同意第６号、

山江村教育委員会委員の任命に関する同意を求めることについては、原案のとおり

同意することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 発議第６号 平成２８年熊本地震からの復旧・復興に係る特別な財政措置

を求める意見書案 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第４、発議第６号、平成２８年熊本地震からの復旧

・復興に係る特別な財政措置を求める意見書案を議題とし、質疑を許します。質疑

ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

本案を可決することにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。 

日程第４、発議第６号、平成２８年熊本地震からの復旧・復興に係る特別な財政

措置を求める意見書案は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 発議第７号 被災者生活再建支援法の改正を求める意見書案 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第５、発議第７号、被災者生活再建支援法の改正を

求める意見書案を議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第５、発議第７号、被災者生活再建支援

法の改正を求める意見書案は、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 発議第８号 行政庁舎等再建についての国庫補助制度の創設を求める意見

書案 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第６、発議第８号、行政庁舎等再建についての国庫

補助制度の創設を求める意見書案を議題とし、質疑を許します。質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第６、発議第８号、行政庁舎等再建につ

いての国庫補助制度の創設を求める意見書案は、原案のとおり採択するものと決定

しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 議案第４６号 国営川辺川土地改良事業建設事業費の負担区分の変更につ

いて 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第７、議案第４６号、国営川辺川土地改良事業建設

事業費の負担区分の変更についてを議題とし、質疑を許します。質疑ありません

か。 

１０番、松本議員。 

○１０番（松本佳久君） おはようございます。 

ただいま議題となっております議案第４６号、国営川辺川土地改良事業建設事業
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費の負担区分の変更について、質疑を行います。 

これは昨日赤坂議員の一般質問の中で時間不足のために質疑されなかったような

ことです。８月２９日、私たちは東京へ陳情に行きました。そのときは村長も同行

していただきましたが、国会議員を訪問する中で、参議院議員の新藤金日子氏のと

ころへも川辺川事業、その他のことについてお願いに行ったところです。 

その中でいろいろな話をする中でですね、国営川辺川事業地を中山間地指定地区

に編入することはできないかという質問が出たわけでありますが、それに対してこ

の新藤金日子氏は元農水省の中山間地課長、ちょっと正式な名前は忘れましたが、

で、ありましたので、そのようなことは県知事の特認でできると、そのときも村長

もいらっしゃいましたが、そのようなことでありました。 

この件に関して、執行部はどのようにお考えでしょうか。この川辺川地区を中山

間地域指定していただくよう県なりへ申請される考えはありませんか。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、お答えいたします。 

国のガイドラインによりまして、中山間地の傾斜もしくはその内容に応じてです

ね、指定がなるということでありました。ただ、川辺川の造成地におきましては、

国のガイドラインには乗らないということでありましたので、知事の特認といいま

すか、特別な計らいによりまして、そのことは可能であるというようなこともおっ

しゃいました。 

もちろん県のガイドラインもございます。ただ、川辺川は今までいろんな歴史を

積み重ねながらここまでやっとたどりついたということでありますし、いろんな支

援策も必要だろうかということは感じております。ただ、まだ直接的には県のほう

には打診しておりませんけれども、農家の方々が有利になるような耕作ができるよ

うであればですね、県のガイドラインのほうを調べながらですね、県のほうにそう

いう特別な認可について要請もしてみたいと思っております。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） これは６市町村の共同事業といいますか、一緒にやっている

事業です。村長は以前は組合長もされておりました。そこで、ただいまちゃんと調

べて可能であれば申請もしたいということでありますが、６市町村長で話し合って

まとまってされるという考えですか。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 基本的にはですね、６市町村の川辺川の造成地、区画整理地に

つきましては、合同で同じような条件の中で動いておりますので、基本的にはそう

なるかと思います。ただし、その造成地、区画整理地において、それぞれ条件が違



 － 151 －

うわけでありますから、いわゆる上原田も実は区画整理地でありますけれども、そ

ういうところも含めて、可能な地域と可能でない地域もあろうやに思います。ただ

その点も含めてですね、しっかり６市町村長には情報を提供しながら、中山間地指

定できるところにおいては、特別に認可してもらうような手続きをお願いしていけ

ればと今、思っているところであります。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） これは水田ですけど、あさぎり町の下乙や岡原の斉堂あたり

も中山間地域だそうであります。そういうこともぜひ研究されて、村長申されまし

たように進めていただければと思います。 

次に、いろいろ説明の中で、今回、同文議決をした後、地権者の同意取得に移る

ということでありました。山江村では、約１,０００人の地権者といいますか、関

係者がおられるということでありますが、今回、この出ております議案は、農地造

成地区、山江村３６ヘクタールですか、区画整理地区、山江村３４ヘクタール、約

７０ヘクタールだろうと思います。このほかに今回事業を廃止する地域、例えば山

田地区の水田ほとんどです。それから、これまでまだ国営で工事をしてない章鹿倉

台地ですか、それから、今現在造成してあるところの周辺地域等は除外されるよう

な計画であります。同じように、さっき村長ちょっと触れていただきましたが、こ

れが全体の地図ですけど、このピンクのところは除外されることになっておりま

す。従いまして、除外地域からも同意取得をもらうということになろうかと思いま

すが、この理解でよろしいですか。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） お考えのとおりであります。ご質問のとおりであります。その

除外地からも同意を取らなくちゃいけないというようなことになります。従いまし

て、当初計画、要するに平成６年だったですかね、前回、計画変更して認定された

分がありました。その分に入っていた分についてはですね、同意を得なくちゃいけ

ない。二千八百数十ヘクタールだったと思いますけれども。従いまして、山江村の

水田につきましては、補給水として水の手当をするようになった計画区域でありま

すので、その計画区域から変更計画が今度必要になるということは、すべての方々

の同意が必要になるということであります。 

先ほど、議員のほうの質問の中では１,０００人とおっしゃいましたが、４,１０

０人程度、山江村内にはおられるということになります。 

○議長（秋丸安弘君） 松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） それでは、この議案の中では国営川辺川事業の造成地とそれ

から区画整理事業費の負担金の減少というか、減額であります。そのほかの水田地
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域の方とか畑地帯の方とかには別段の農業補助予算というか、何か別段の農業振興

策を考えると、こういう理解でよろしいんですか。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 計画区域に入っております区画整理をしたところ、そして造成

をしたところについては、当然１.５％と３.６％事業費の負担をしてもらう。農家

の方々に負担してもらう、それが６,０００円と５,０００円でありますということ

を言いました。従いまして、その他のところは負担金は全く発生はしません。ぜひ

今、農業振興策を講じるというような話をされましたけれども、網がかぶっている

以上はほかの事業は持って来れないというのは、二重に網を被せて、要するに国営

の事業で計画地域に入っているところに、ほかの団体へもしくは県営等の事業をか

ぶせるということはできませんので、まず国営の網を取っ払ってから、それから諸

々の営農の施策については事業を実施していきたいと。議会に同行させてもらいな

がら、進藤参議のほうにも申しましたのは、国営の網を取ったからといって、国は

知らんふりをするなというようなことを強くあのときは申しました。しっかりこれ

までこの地域はその利水問題で３０年を超える問題で、苦しんだ地域だから、優先

的にその事業については、営農の地域については、手当をお願いしたいということ

をあのとき申したわけでありますし、そのことについては、金子代議士もそうだっ

たわけですけれども、進藤参議からもいい返事をと言いますか、協力的な返事をも

らったということはもう議員の皆さん方、ご承知おきのとおりであります。 

○１０番（松本佳久君） 終わります。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第７、議案第４６号、国営川辺川土地改

良事業建設事業費の負担区分の変更については、原案のとおり可決することに決定

いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 認定第１号 平成２７年度山江村一般会計決算の認定について 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第８、認定第１号、平成２７年度山江村一般会計決
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算の認定についてを議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

８番、中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） １点だけ質疑をしたいと思います。ページは２９ページであ

ります。一般会計の２９ページの歳出の分でありますけれども、２９ページの社会

福祉費、障害者福祉費の欄ですけれども、委託料が６０万円予算的には計上されて

るんですが、支出が全然なされてないんですが、これは最終的にこの決算の段階ま

で予算を保留しておかなければならないような性格の予算なんでしょうか。そこ１

点だけお尋ねします。社会福祉費です。ページは２９ページです。節は１３、委託

料です。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、お答えいたします。 

決算書の中の障害者福祉費の中の委託料についてですが、これにつきましては、

障害者デイサービス事業の委託料ということで、障害者がデイサービスを使われた

場合に委託料として支払う分で、年間１人程度を見越してあったんですけれども、

利用者の実績がなかったということで、一応最後まで決算のところまでですね、事

業として予算を残しておいたということでございます。 

○議長（秋丸安弘君） ８番、中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 私が聞きたかったのはですね、最後まで残しておかなければ

ならない予算だったのかですね。途中で落とすことができなかったのか、それとも

最後まで残さなければならないそれなりの理由があって残されたのか、そこを聞き

たかったわけです。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、お答えします。 

３月補正の段階では、２月ぐらいに取りまとめが行われますので、一応３月の末

まで申請等、委託の請求があった場合は必要だということで、専決のほうで落とさ

せていただいたということです。 

○８番（中竹耕一郎君） 終わります。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑ありませんか。 

１０番、松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） ただいま議題となっております認定第１号、平成２７年度一

般会計歳入歳出決算について、何点か質疑を行います。 

まず、３２ページに子育て支援事業費、中学３年生までの医療費無料化の支出と

して２０節、扶助費１,９７０万円が支出してあります。 

それから、４６ページには、９款、教育費、１項、２目、事務局費、１９節、負
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担金補助及び交付金の２,３００万円ですが、そのうち約１,８００万円程度は小中

学校の給食費材料という説明でありました。子ども医療費無料化、あるいは給食費

無料化、これらを合わせますと４,０００万円までにはなりませんが、それらの経

費であります。それらの経費が財政に与える影響についてはどのように考えておら

れるのか。 

加えて、３１ページには児童措置費があります。これは２６年度までは二つの認

可保育園と一つの無認可保育所でしたが、万江保育園が認可保育園になったことか

ら、おそらく村費の負担額は減少しているのではないかと思います。それらの額に

ついては、どのようになっているのか、この３点について執行部の答弁を求めたい

と思います。 

○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） それでは、お答えをいたします。 

給食費無料化が与えた影響はということでございますが、繰越金の中から定住化

促進基金として毎年度積み立てを行っているところでございます。平成２６年度、

２７年度、２億円以上の繰越金が出ておりますので、その中から毎年度３,０００

万円を積み立て、２６年度８７０万円、２８年度１,８００万円を取り崩している

ところであります。全体の基金も増えておりますけど、この基金自体も増えている

という状況であります。大きな影響はないものというふうに考えております。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、お答えします。 

まず、医療費無料化が財政に与えた影響ということですけれども、平成２７年度

の予算額は２,０４０万円で、県の補助が１８５万２,０００円ということですの

で、一般財源の持ち出しというか、一般財源で対応している分が１,８５４万８,０

００円ということになります。それから、２８年度につきましては、１８歳までと

いうことで、医療費の無償の年齢を引き上げておりますので、１２０万円を見越し

て、当初予算が２,１６０万円となっております。１２０万円の２８年度につきま

しては増額ということですので、この分が負担増になっていると思います。助成額

の実績を見てみますと、平成２６年度は月平均が１６９万１,８１７円、２７年度

が１６９万１,８１７円で、平成２８年度はまだ４月から７月までの実績ですけれ

ども、４カ月で１６２万６９５円となっており、ほぼ同額で推移しているようであ

ります。近隣市町村の状況も調べてみましたが、高校３年生まで無料化をしている

ところは水上村、五木村、球磨村と山江村でありまして、ほかのところは中学３年

生までということになっております。子育て支援につきましては、村の大きな施策

でもありますので、ある程度の財政負担というのは必要ではないかと考えておりま
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す。 

万江保育園の認可になったことで財政負担がどのようになったかというご質問に

つきましては、万江保育園は平成２４年４月から認可保育園となっております。平

成２６年度は認可保育園の移行期間ということで、若干補助金等が出ておりますの

で、２５年度と比較してみますと、村が２５年度に認可外保育園運営費として補助

をしていた分は、単独で１,１４９万６,０００円を支出しております。平成２７年

度は認可保育園に移行しておりまして、運営費の４分の１を村が負担するというこ

とになりますので、今のところですね、１,０９３万９,３００円を支出しておりま

す。単純に差し引きますと、認可保育園になったことで村の負担は５５万６,７０

０円の削減となっております。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） １０番、松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 代表監査委員、木下久人及び議会選出監査委員、赤坂修議員

によって、このような平成２７年度山江村一般会計特別会計決算審査意見書及び各

種基金運用状況審査書というのをいただいております。この中の８ページ、９ペー

ジ、１０ページにわたって、主に山江村の財政指標について書いてあります。財政

力指数は低いが、その他の指数はいろいろ書いてあります。この件に関してです

ね、代表監査委員は山江村の財政状況について、その中でも特にこの財政指標が表

す山江村の実力といいますか、あるいは将来負担比率なども書いてありますので、

今後心配なのかどうなのか、代表監査委員の見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 木下代表監査委員。 

○代表監査委員（木下久人君） それでは、松本議員のご質問にお答えしたいと思いま

す。 

財政指標につきましては、報告書の８ページから１０ページにかけて書いており

ますけれども、まず、８ページから順を追って説明をしたいと思います。 

まず、実質収支比率でございます。本年度は１３.４％、本来は３から５が望ま

しいとなっておりますが、今年といいますか、２８年度の予算においてですね、大

きな事業が計画されておりました。まず道路改良事業、公営住宅建設事業、行政無

線のデジタル化という事業が計画されておりますけれども、これについては、補助

金と起債を用いて事業を行うというふうになっております。ただし、入札後は前払

金を支払う必要があるということで、補助金と起債が入ってくるのが年度末という

ことになりますから、その分は前払金については、一般財源の中から立て替えなけ

ればならない、それが金額的にはまだ私も把握しておりませんが、数億円程度にな

るのではなかろうかということで、財政のほうがその財源を確保するために、今年
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はちょっと多めに繰り越したと、いわゆる実質収支額が大きくなったということで

ございます。ただ、これの数字が１３.４％でございますけれども、高いからとい

って財政に悪影響を与えるものではございません。いわゆる一時借入金で金融機関

から借りますと、当然それは利子を支払わなければならないわけでございますの

で、いわゆる手持ち資金でそれを対応されるということでございましたので、この

件についてはやむを得ない措置ではなかったかなと思っております。ただ、今後

は、状況を見ながら将来の財源確保のためにも、一部は積み立てを行うということ

も検討に入れていかれるべきものと思っております。 

それから、経常収支比率でございます。経常収支比率は、昨年度より１.８％改

善しておりますが、本来は７５％程度が望ましいというふうになっております。今

回１.８％改善された大きな要因はですね、普通交付税が増額されたということ

で、改善されたと思いますけれども、ただ、この件につきましては、普通交付税に

ついては変動があるわけでございます。国の財政状況とかいろんなものがですね。

いわゆる分子の部分、経常的な経費、これは財政改革を行って今後抑えて、やはり

弾力性のある７５％に近い数字に持って行かれることが必要ではないかというふう

に考えております。 

それと財政力指数でございます。これは０.１３というふうなことで、ほとんど

変わっておりませんけれども、これにつきましては、もうご承知かと思いますが、

財政力指数は基準財政収入額分の基準財政需要額を割った値と、この基準財政収入

額の部分でですね、やはり山江村が一番問題なのは、いわゆる税収が少ないと、山

江村の場合には大きな企業もなく、いわゆる法人税等が入って来ないということ

で、低い数字になっているのではなかろうかと思います。ただ、この財政力が低い

からといってですね、嘆く必要はないんじゃないかな、いわゆる基準財政収入額か

ら基準財政需要額を引いた分の差額は、普通交付税に算定されるわけでございます

ので、財政力が低いからといって嘆く問題ではないと思います。 

公債費比率、これは１０％程度が望ましいというふうになっておりますが、山江

村の場合は５.０というふうなことで、公債費に占める比率があるわけですが、こ

れが山江村の場合は交付税に算入される起債を有利に買っております。算式につい

ては書いてありますけれども、いわゆる一般財源から持ち出す金をですね、なるだ

け少なくしていくというふうなことで、公債費比率を抑えていくというふうなこと

で、取り組んでおられますので、そう心配をされる、１０％以下でございますの

で、そう心配される必要はないんじゃないかなと思っております。 

今後におかれましても、やはり有利な企業を刈られて、住民のしようとされる事

業を進めていっていただければと思っております。 
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将来負担比率については、これは無算定でございますので、まだしておりませ

ん。２６年度の熊本県の市町村財政運営状況の比較表を１０ページに載せておりま

すけれども、経常収支比率につきましては、山江村は２６位、実質公債比率は７.

９で１６位ですかね。ということで、将来負担比率は０％で７位というふうなこと

で、この小さな村でですね、財政状況は健全に運営されているのではないかと思っ

ております。 

ただ、今後心配されますのが、いわゆる国の財政状況でございます。今、国が抱

えておりますのが社会福祉の充実、そして東北大震災の復旧、復興。そして４月１

４日に発生しました熊本地震、それから北海道・東北地方を襲った台風災害と、い

わゆる国が抱えている問題は山積をしております。従いまして、山江村におかれま

しても、今後行材改革をさらに進められて、健全財政をしていだくよう望むところ

であります。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） １０番、松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） １点だけ確認したいんですが、多分、代表監査委員、実質公

債費比率は読み間違えなったっじゃないですか。９.６％じゃなかっでしょうか。

総務課長とちょっと打ち合わせてもらえば。５.０て言いなったごたったばって

ん。失礼しました。８ページの公債費比率は確かに５.０で、９ページの実質公債

費比率は９.６％、私が勘違いしておりまして、公債費比率は５.０、実質公債費比

率は９.６とこういう理解でよろしいでしょうか。 

６月議会において国保税の値上げ案が出されました。私たち議会もずいぶんと悩

んだんでありますけれども、それぞれ科目によって１割値上げだったり、場合によ

っては１５％値上げだったり、いろいろあったわけですけれども、これはもう値上

げせんことには、国保税運営がまずくなるとか、あるいは平成３０年度からは熊本

県が一本化になるとかいういろいろなことを考えて、議会も満場一致で賛成したと

ころです。 

それについてですね、これはもう値上げ後のことですから、２８年度の予算には

なると思いますが、どれくらい上がるんでしょうか。これは私たちも納得して賛成

したことではありますけれども、そのことが国保税のアップが村の一般会計に何か

与える影響があるのか、この２点について答弁をいただきたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） 山口税務課長。 

○税務課長（山口 明君） それでは、お答えいたします。 

国保税の今回補正で上げている分についての調定につきましては、本算定を新税

率によりまして行いました。予算算定時の調定額といたしまして、８,３８８万１,
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０００円でございます。もし、税率を上げなければですね、７,２９７万７,０００

円ほどの予定でございました。いわゆるこの差額、増額分というのが１,０８６万

１,７００円ということになります。約１,０００万円ほどでございます。あくまで

もこれは調定額でございまして、当初予算が９５％の収納率で計算をしておりまし

たので、補正につきましてもこの予算算定時の８,３００万円程度の９５％を掛け

た分の差額を計上しているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） １０番、松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 国保税の値上げは一般会計にも影響を与えるかということも

質疑しておりますが。 

○議長（秋丸安弘君） 一二三健康福祉課長。 

○健康福祉課長（一二三信幸君） それでは、お答えします。 

国民健康保険税の値上げは一般会計に影響するかです。国民健康保険事業自体は

特別会計によって運営されておりまして、療養給付費については原則として国の調

整交付金、国庫負担金、都道府県調整交付金で５０％を、残り５０％を保険税で運

営していくこととなっております。しかしながら、財政規模の小さい保険者もある

ということで、保険者間の財政の平準化、安定化を図るため、高額医療費共同事業

や保険基盤安定制度などによって、さらに国・県支払基金、そして市町村の一般財

源を繰り入れて、保険税の軽減を図っております。そこを差し引いたところで、残

りの約２０％を保険税で見ることになりますけれども、山江村の場合は基金の取り

くずしと一般会計からの法定外の繰り入れを行っておりまして、全体の１７％を保

険税で見ているところであります。 

国保運営につきましては、そういった感じの財源で動いておりまして、国保加入

者が今、減少している状況でありまして、療養給付費をその負担する方々の数が減

っているということで、１人当たりの保険税というのは上がっているものと思いま

す。一般会計からは保険税が上がれば繰り入れる額は減るわけでありまして、療養

給付費を下げていただく、健康に過ごしていただいて療養給付費を下げていただく

ことが一般財源に与える影響を少なくするところだと思いますので、健康福祉課の

ほうでも住民健診の受診率の向上とか、保健指導等に力を入れて療養費の削減のほ

うを図っていきたいと思います。 

以上です。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 健康福祉課の課長は中身を言いましたけれども、答えがちゃん

と言っておりませんので、補足を説明させていただきます。 
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税率を上げたということにつきましては、税務課長が申し上げましたとおり、医

療費が１,０００万円ぐらい足りない、要するに今はどういう傾向が起きているか

というと、健康保険に加入している若い人たちが仕事を求めて社保加入に移ってい

っている状況であります。 

従いまして、ある意味ではその病気になりがちな高齢者の方々を中心にその保険

を払っていくということでありますから、その医療費が上がって負担する人が少な

いというような状況の中から、要するに１,０００万円ほどの不足を生じていると

いうふうなことでありまして、今回は税率の改正を行わせてもらったというような

ことであります。 

この国保の運営につきましては、実は３０年、今２８年ですけれども、来年、再

来年に熊本県で統一した広域化が図られようとしております。後期高齢者の医療費

につきましては、広域連合でやっておりますので、そういう形になっていく。従い

まして、２９年度、来年度どうするかということもありましたけれども、激変を緩

和したいという思いはございました。要するに税金が急激に上がったり下がったり

しないように、今年は１,５００万円の基金を繰り入れて、残りは５００万円しか

もうなくなりましたけれども、ながら国保加入者の負担を減らしたと、１,５００

万円繰り入れたと、基金を入れてですね。というようなことをやりました。従いま

して、そういう３０年度を見越しながらその国保の運営を見守っているということ

であります。 

ただ、先ほど議員がおっしゃいました国保の税率を上げるということは一般会計

に影響を及ぼすかということですが、これは基本的に関係ありません。要するに国

保の基金が足りなかったら一般会計の基金からその基金に繰り入れるということは

ありますけれども、２８年度はありませんので、一般会計のほうからですね、やる

とすれば繰り越しの中から運用はしますけれども、そういうことでありますので、

補足して説明を申し上げます。 

○議長（秋丸安弘君） １０番、松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 歳出の５１ページに繰越金が書いてあります。約２億５,０

００万円です。先ほど監査委員も実質収支額が多いけれども、これは２８年度のた

めに必要なんだというようなご意見だったと思いますけれども、これから、今回の

後で出てくる一般会計（２号）補正予算の中で、５,０００万円は財政調整基金に

上積みをしてあります。 

この基金積立額をもう少し増額する考えはなかったのかというのが１点と、もう

１点は平成２３年度だったと思いますが、一般会計から国保会計に５,０００万円

を繰り出して基金に積み立てております。そのような考えはなかったのか、この繰
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越金と基金についての答弁を求めます。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） それでは、私のほうから運用の件でありますので、答弁させて

もらいます。 

２億５,０００万円繰越金がございました。ただ、予備費として８,０００万円ほ

ど組んでありましたので、その分は差し引きまして１億７,０００万円のいわゆる

真水たる繰り越しがあったということであります。１億７,０００万円をどうしよ

うかということでありますが、とりあえず５,０００万円を財政調整基金のほうに

積み立てたということは議員のおっしゃるとおりでありまして、現在のところ１億

２,０００万円の運用をどうするかということでございます。 

先ほど監査委員のほうからご報告がありましたとおり、今年は１２月から年度末

にかけて、防災行政無線の前払金が必要だということもあります。ただ、この件に

ついてはですね、いずれ戻ってくるお金でありますから、１億２,０００万円を１

２月、３月の基本的には補正として残しておきながら、１億２,０００万円の運用

につきましては、当然あとは基金に返すということであります。必要な基金に返す

ということになりますので、国保会計の基金が今５００万円しかありませんので、

当然２９年度は村のほうで運営するということになりますから、国保会計の基金の

ほうに積み立てるということが起きてくるということは十分考えられると思いま

す。 

○議長（秋丸安弘君） １０番、松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） ４８ページの教育費で、９０万円の公民館費が支出してあり

ます。その中の１５節、工事請負費は８９万６,４００円が支出してありますが、

これは私たち現地調査にも行きましたし、また教育課長からも丁寧に説明していた

だきましたが、白嶽大明神の移転に伴う大川内公民館の解体費、整地費に支出した

ということでありました。 

議会でもいろいろ、例えば城山観音堂のことであるとか、三十三観音堂のことで

あるとか、いろいろ出ておりますが、今後ですね、村内の文化財に対する支出、こ

れはおそらく移転費は地元の方が出しておられます。大川内地区は皆さんもご存じ

のように５７％の高齢化率の中でやっておられますけれども、そういうことで山江

村全体を考えてですね、今後の山江村の公民館費なり文化財費なり、どのようにさ

れるおつもりなのか。 

ついでにじゃないですけど、合戦ノ峰観音堂の駐車場建設について、私たちは今

年の３月でしたかな、採択をしております。必要であると、それから村全体の文化

財も考えて検討してくれというようなことを出しておりますが、今回のこの白嶽大
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明神の移転に伴う支出、これは公民館の解体分離費、整地費だけであったろうかと

思いますが、今後、山江村としてはどのようにこの文化財保護に取り組まれるつも

りなのか、答弁を求めます。 

○議長（秋丸安弘君） 蕨野教育課長。 

○教育課長（蕨野 昭君） それでは、お答えいたします。 

白嶽神社の移転につきましては、先ほど議員申されましたとおり、大川内公民館

の一部を村の予算で解体、撤去いたしまして、その後、地区へ村有地でございます

ので、無償の貸し付けを行いまして、地元のほうで移転をされました。移転費用に

つきましては、地元のほうで支出をされております。 

本村には国指定が８、県指定が３、村指定が５５で、合計６６の指定文化財がご

ざいます。条例に基づきまして、指定の有形文化財等につきましては、多額の経費

を要した場合などは所有者に対し、経費の一部を補助することができます。また、

国や県指定も同様ではないかと思っているところでございます。これ以外に考えら

れますのが、全国的にも取り組んでいる自治体もあるようでございますけれども、

例えば文化財保護基金あたりを創設してですね、財源として充てる方法はないかな

どの検討も必要かと思っております。それから、まだ村内には未指定文化財等も数

多くございますので、このような文化財も含めまして、できるだけ完全な姿で後世

に残すための取り組みが必要であるというふうにも考えております。 

今後は、学芸員も雇用しておりますので、その活用、それから現地調査の実施、

それから文化財専門家等のご意見も参考にしながら、この文化財対策にも取り組ん

でいかなければならないというふうに考えているところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） １０番、松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 教育委員会の考えはわかりましたけれども、村長としてはこ

の文化財の保護、あるいは活用、企画課あたりでも一生懸命今、観光交流も力を入

れておられますが、村長はどのようにお考えですか。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 文化財は保護する立場は教育委員会であろうかと思いますけれ

ども、活用の場面になりますと、今は日本遺産も含めて積極的に観光の部分で活用

していくということになりますので、また山江村はフットパスの事業も始めたとい

うことでありますから、その企画サイド、村長部局になろうかと思います。 

そのまず保護の部分から言わせますとですね、非常に今は１６区の白嶽神社もそ

うだったんですけれども、管理するのに大変な思いをされているというようなこと

であります。高齢化によりまして、その地域のシンボルであった寺社、仏閣の管理

が大変な時代になってきたなということを感じたわけでありまして、それはそれと
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してまた大きな政策課題として出てきているんだろうというふうに思います。救い

としては、先ほど課長が言いましたとおり、村の文化財指定を見直す等々の処置を

行いますと、村からもその文化財の保護としての支援はできるというようなことに

なりますので、今回、文化財の学芸担当といいますか、学芸員も４月から設置して

おりますので、その付近の見直しもしていきたいと思っております。 

それから、もう１点の活用のほうでありますが、活用のほうにつきましては、そ

の文化財の調査をもう一度やり直す必要があるんだろうと思っております。非常に

貴重な文化財もまだまだ眠っているという情報もありますので、そういう文化財を

再調査しながら、そのどういうふうな活用をしていくのか、もちろん日本遺産の動

きもありますけれども、日本遺産で指定された文化財のみならず、山江村内に点在

します御堂、ある意味では庚申と、山江には庚桟橋として庚申橋まで橋の名前まで

庚申信仰のシンボルとしてあるわけであります。そういうものを再度洗い直しなが

ら組み立て直す必要があるんだろうという気がいたしております。また、そのこと

で山江独自の日本遺産に絡めた文化財を活用した観光のあり方というのもフットパ

スも含めてですね、再構築をしていきたいと思っているところであります。 

○議長（秋丸安弘君） １０番、松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 先ほど申しましたように、議会も陳情要望書を採択している

合戦ノ峰観音堂の駐車場やトイレについては、どのようにお考えですか。今後の展

開はどのように考えておられますか。 

○議長（秋丸安弘君） 北田企画調整課長。 

○企画調整課長（北田愛介君） 合戦ノ峰観音堂の駐車場、トイレ等の整備でございま

す。 

もうすぐお彼岸に入りまして、秋と春のお彼岸にはですね、かなりの方が参拝に

見えられます。駐車場がないということで、バスとか乗用車は路上駐車を強いられ

ているというような状況でございます。私どもも現地を調査いたしておりまして、

候補地等も調査をいたしましたけれども、やはり道路との高低差がかなりありまし

て、大型バス等が入れるような駐車場の整備は難しいんじゃないかなというところ

を少し感じております。 

それとあとフットパスとも関連させまして、休憩所として一応予定をいたしてお

ります。ここにはトイレがございますけれども、小さいトイレが一つでございます

ので、やはり整備する必要があろうかというふうに考えております。この点につき

ましては、今後の国の補正予算とか地方創生の費用が活用できないかというのを現

在研究をいたしております。そういった補助事業等、交付金事業等に該当すれば整

備を進めたいというふうに一応考えておりまして、この件につきましては、現在事
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業の実施ということで方向を定めながら、補助事業等を探しているというふうな状

況でございまして、財源の確保ができれば実施したいというふうに考えておりま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 村長。 

○村長（内山慶治君） 合戦ノ峰観音の件につきましては、補足を説明させてもらいま

す。 

日本遺産絡みで新聞報道等もなされておりますとおり、日本遺産関連で人吉球磨

全体ですけれども、隈研吾、原研哉という方が建築家とデザイナーでありますけれ

ども、ご案内のとおり隈研吾さんに至りましては、今回の新国立競技場、それから

田町あたりの駅舎を建築されたという著名な方でありますけれども、この日本遺産

に絡む建築物に関しては、隈研吾が設計をしていきましょうというふうになってお

ります。先般、人吉の事務局が山江村に来た場合、各町村一つぐらいずつはその隈

研吾さんのデザインをできないだろうかというような話がありましたので、その音

頭取りによって、できるとすればその合戦ノ峰の便所あたりは隈研吾さんの設計を

絡めたら人を呼べるなというようなこともございます。そういうことも含めて、検

討を今後していくということを思っております。 

○議長（秋丸安弘君） １０番、松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） この決算書全体の中の繰越明許費についてお聞きしたいと思

います。 

建設費等もありますが、私にとっては非常にわかりにくかった企画費関連で、例

えば歳入では１１ページに総務費国庫補助金として入って来ているものが、歳出で

は２４ページのまち・ひと・しごとの歳出がしてあります。これはもともとはもう

２６年度から繰り越されてきて、そして何か事業を行いながら、２７年度のもう３

月の３０日かなんかに国の補正予算が出て、それはもう全額繰り越し、それが書い

てあります。そしてその２７年度中の事業をここにずっと書いてあると思うんです

が、また２７年度の最後、２８年度にもたくさん４,７００万円来ておりますの

で、それは全額繰り越したというようなことを書いてあるようでございます。しか

し、２７年度事業については、事業メニューに合わなかったのか何か、幾らか歳入

を返したということですので、そのことがこの決算上は不用額がともて多く書いて

あります。１,３００万円か何か。でもよくよく聞けばその歳入も減ってるんだと

いうことでこのような決算書になっておりますが、この繰越明許費というのは、そ

れが繰り越したときは議会にも報告があります。でもその終わったときにもこのよ

うに精算しました、この分は返金しましたとか、そのような報告があったほうがい

いんじゃないかと考えます。この繰越明許費の執行部の考え方、特にこのまち・ひ
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と・しごとではどのような仕事して、どのような仕事をされなかったのか、それを

答弁を求めます。 

○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） それでは、お答えいたします。 

繰越明許費のあり方ということで、決算後は明細を報告すべきではないかという

ことでありますが、まち・ひと・しごと創生対策費につきましては、補正額４,７

２３万５,０００円があり、２６年度から繰り越した３,９５０万５,０００円の明

細がわからないということですけれども、４,７２３万５,０００円の補正額、この

一部を翌年度に繰り越した場合には、前年度から繰り越した額の決算明細がわから

なくなるかと思います。ただ、平成２７年度につきましては、補正額全額を繰り越

しております。４,７２３万５,０００円を繰り越しております。繰り越しておりま

すので、支出額、１節から１９節の２,５９０万５,９８３円というのが繰り越した

３,９５０万５,０００円の決算の明細ということになります。ただ、歳入について

もわかりにくいということですので、他の自治体を参考に、決算書の資料といたし

まして、繰越明許の決算調書といったものを作成していきたいというふうに考えて

おります。 

以上でございます。 

○議長（秋丸安弘君） １０番、松本佳久議員。 

○１０番（松本佳久君） 時間も残り少ないですので、答弁はよくて、その特に企画費

でありますが、今は総務費の中の６目ぐらいが企画費だと思います。ちょっとよく

わかりません。それから、商工費は企画費であります。 

そこで、私たちには款とか項をつくる権利はありませんが、村長にはあります。

２款、総務費の次に３款、企画費をつくるのか、あるいは２款、総務費でも何項か

わかりませんが、第何項、企画、項というのを設けて、企画の仕事がわかるように

したほうがよくはないかと思うんですが、執行部としてはどのようにお考えです

か。 

○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） それでは、お答えいたします。 

企画費は別に款をつくるべきではないかということでありますけれども、村の財

務規則第９条第１項の規定により、款、項、目につきましては、地方自治法施行規

則第１５条第１項に定める区分をきちんとして定めることとしております。この基

準では、款の中に企画費というのはありませんので、項のところを見ると企画費は

あります。項のほうに企画費を設けることはできますが、設けるとなると新年度か

らということになると思いますので、担当課と協議をいたしまして、検討をしてい



 － 165 －

きたいと思います。 

○１０番（松本佳久君） 質疑を終わります。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を認定することにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第８、認定第１号、平成２７年度山江村

一般会計決算の認定については、原案のとおり認定することに決定しました。 

お諮りいたします。ここで暫時休憩をしたいと思いますが、ご異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。再開時間を１１時１５分といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時０８分 

再開 午前１１時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 認定第２号 平成２７年度山江村特別会計国民健康保険事業決算の認定に

ついて 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第９、認定第２号、平成２７年度山江村特別会計国

民健康保険事業決算の認定についてを議題とし、質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を認定することにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第９、認定第２号、平成２７年度山江村

特別会計国民健康保険事業決算の認定については、認定することに決定いたしまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 認定第３号 平成２７年度山江村特別会計簡易水道事業決算の認定につ

いて 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１０、認定第３号、平成２７年度山江村特別会計

簡易水道事業決算の認定についてを議題とし、質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を認定することにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１０、認定第３号、平成２７年度山江

村特別会計簡易水道事業決算の認定については、認定することに決定いたしまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 認定第４号 平成２７年度山江村特別会計農業集落排水事業決算の認定

について 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１１、認定第４号、平成２７年度山江村特別会計

農業集落排水事業決算の認定についてを議題とし、質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１１、認定第４号、平成２７年度山江

村特別会計農業集落排水事業決算の認定については、認定することに決定いたしま
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した。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 認定第５号 平成２７年度山江村特別会計介護保険事業決算の認定につ

いて 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１２、認定第５号、平成２７年度山江村特別会計

介護保険事業決算の認定についてを議題とし、質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１２、認定第５号、平成２７年度山江

村特別会計介護保険事業決算の認定については、認定することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 認定第６号 平成２７年度山江村特別会計後期高齢者医療事業決算の認

定について 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１３、認定第６号、平成２７年度山江村特別会計

後期高齢者医療事業決算の認定についてを議題とし、質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１３、認定第６号、平成２７年度山江

村特別会計後期高齢者医療事業決算の認定については、認定することに決定いたし

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 認定第７号 平成２７年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業決算の認
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定について 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１４、認定第７号、平成２７年度山江村特別会計

ケーブルテレビ事業決算の認定についてを議題とし、質疑を許します。 

質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を認定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。 

日程１４、認定第７号、平成２７年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業決算の

認定については、認定することに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 議案第４７号 平成２８年度山江村一般会計補正予算（第２号） 

○議長（秋丸安弘君） 次に、日程第１５、議案第４７号、平成２８年度山江村一般会

計補正予算（第２号）を議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

３番、森田俊介議員。 

○３番（森田俊介君） 議案第４７号、平成２８年度山江村一般会計補正予算（第２

号）の質問を１点だけ行います。 

１４ページの住宅建設費で８００万円の増加工事が付いておりますので、これの

説明をお願いいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、お答えいたします。 

今回、補正を上げています住宅建設費、工事請負費８００万円の造成工事でござ

います。今回計上しましたのは、西川内地区に工事と建設に係る造成工事費でござ

います。現在、敷地整地の施工中でありまして、施工と同時に地質調査を行いまし

た。その結果、軟弱地盤が確認されたため、地盤の入れ替えが必要となり、今回工

事請負費の増額となったということで、今回、８００万円を計上したところでござ

います。 

○議長（秋丸安弘君） 森田俊介議員。 

○３番（森田俊介君） これは以前に調査のほうはなかったのかお聞きいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 
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○建設課長（白川俊博君） ただいまのご質問ですけれども、まず敷地内に今回１１棟

の住宅を建設する予定でございます。その１１棟の配分を決めまして、そこの１１

棟の箇所のボーリング調査ということで、まず造成工事、整地工事を行い、配置を

決定し、その後、ボーリング調査を行うということで、整地と同時にボーリング調

査を行うということで、当初からボーリング調査費の経費を計上しておりまして、

その結果、軟弱地盤が確認されたということで、今回、入れ替えの増額となったと

ころでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 森田俊介議員。 

○３番（森田俊介君） そのボーリングをしたということはわかっていたけれども、廃

土をまたしなければならなかったということになるんですかね、それは。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） 今回、ボーリング調査を行い、軟弱地盤が確認されたとい

うことで、入れ替えが必要となります。ボーリング調査の結果、入れ替えと同時に

廃土が出て、新しい地盤に対応する土質を入れたということで、これは建築基準法

にも基づいた土質を今回購入して入れ替えるということでの工事費の増加分でござ

います。 

当初計画は計画地盤から大体平均５０センチほどの地盤の入れ替えということで

計画しておりました。その造成工事の際に、工事施工中に軟弱地盤が確認され、こ

れも同時にボーリング調査を行う予定でしたけれども、その軟弱地盤が悪かったと

いうことで今回その悪かった分の土質の入れ替えを行ったということでございま

す。施工時と同時にボーリング調査を行ったということです。施工時と整地をしな

がら、建物の位置を配置分を配置しながら、その建物の配置のところのボーリング

調査を行っていったところで、その箇所箇所で軟弱地盤の層が箇所箇所でいくらか

軟弱地盤が出たということで、その軟弱地盤層を今回入れ替えしたということでご

ざいます。 

○３番（森田俊介君） はい、質問終わります。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑ありませんか。 

２番、横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 議案第４７号、平成２８年度の一般会計補正予算（第２号）、

質問は全く今森田議員が質疑された内容と同様でございます。地域の住民の要望

で、それを尊重され、今の西川内に住宅建設をつくるということに進めてこられた

と思います。もともと現地は沼田で水気があるところ、よく地元の方も知っておら

れます。あれの面積で途中で８００万円、ポンとこの大切な税金を追加するという

ことに非常に地元の方も住民の方も、えらい大々的に土の入れ替えをしよるとか、
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今、いっぱい風評が飛び交っています。おそらく森田議員もそういったことが耳に

入って質問されたと思うんですけれども、やはり私は大事なことは、やっぱり行政

担当で、事前にしっかりと現地を見て、ボーリング調査は施工と一緒と言われまし

たけれども、最初に当初設計に反映するためにボーリング調査を何箇所かして、そ

れを当初設計に反映するならばこういった追加は出てこなかったのではなかろうか

なというふうに私は思います。 

やはりこのように途中で変更になってくると、何でだろうか、その理由は何だろ

うかということになってきますから、やっぱりその点は不足していたのかなという

ふうに思います。ですので、なぜ当初に私はボーリングで地質調査、完全に何メー

ターかしてわかっとれば、こういうことはなかったのではなかろうかなと思うんで

すけれども、もう今工事はどんどん進んでますけれども、致し方ない面もあります

けれども、そこのところは担当課長として当初事前の確認と調査、そこのところを

ちょっと説明してください。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） 議員申されたように、西川内地区の公営住宅につきまして

は、地域からぜひ建設をという要望のことで、実際今の地区が該当地区になったと

ころでございます。昨年度調査測量設計を進めた折に、この時点で概ね北側のほう

は軟弱地盤が見えたんですけれども、５０センチほどの入れ替えで大丈夫だろうと

いうことの見解で、さらに２８年度確実にボーリング調査をするということでの施

工を進めたところでございます。施工を進めると同時にボーリング調査をした結

果、さらに軟弱地盤が以上に発見されたということで、確かに言われるように、当

初にですね、ボーリング調査をしていればこういう補正予算は計上しなくて済んだ

わけですけれども、そのちょっとスタート時点で若干ずれたわけですけれども、今

回はっきりしたということで、今回計上してですね、さらに良い住宅ができればと

思っているところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） これをですね、今工事が進んでいます。用地造成が竣工してき

れいに整備が終わった後、こういった軟弱、水気が多い、土も入れ替えた、やはり

定住促進ですから、良い環境のもとに山江に来て、良い住宅に住んでいただきたい

という思いがありますから、この整備した後、すぐに家つくったならば何らかの支

障が出るかもしれない。やはり宅地というのは、しばらくは置いて固めてからつく

るのが一番だと思いますが、このしばらく固めておくのか、住宅建築はいつ頃発注

なのか、その点をお伺いいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 
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○建設課長（白川俊博君） ご質問の住宅建設の時期ということでございますけれど

も、現在建築に向けた設計委託のほうを発注中でございます。それを完了後にとい

うことでございまして、今年度の１１月、もしくは１２月頃になるかと思いますけ

れども、そこで今年度６棟の建物を建築ということで計画しているところでござい

ます。 

○議長（秋丸安弘君） 横谷巡議員。 

○２番（横谷 巡君） 山江には非常に他からですね、山江に来たいという人が多いで

すから、やっぱり素晴らしい住宅ができるように、今回のように途中で追加追加に

なったら大変ですから、そういうことがないようにお願いして質疑を終わります。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑ありませんか。 

１番、赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 補正予算の１４ページになりますけれども、款、土木費、項、

道路橋梁費ということで、社会資本整備事業費ということで、３,０００万円の補

正がされておりますけれども、この３,０００万円の補正の根拠と、あと財源内訳

といたしまして、国県支出金から２,７９１万円の手当はされておりますけれど

も、本年度当初にですね、事業をされた建設事業といいますか、事業に対する影響

はないのか、その２点についてお伺いをいたします。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） それでは、ご質問の予算の今回社会資本整備費、工事請負

費３,０００万円の計上でございますけれども、今回、国の補助、社会資本整備交

付金で整備を行う村道、県道下ノ段線、下ノ段橋の架け替えに係る下部工事の工事

請負費でございます。現在、発注に向けまして工事積算業務を進めているところで

ございます。その工事の内訳の中で、今回基礎工事のその部分の中で、仮設工事を

行うように下部工には取り入れているところでございます。その下部工事の中での

仮設工事、土留め、仮締切工の矢板を打ち込む工法がございますけれども、その選

定において、当初概算事業費ですけれども、この段階で通常用いる固い地層への圧

入という工法で、一般的な矢板圧入工法を採用しておりました。その際、現在積算

業務を進めているということで先ほどお話しましたけれども、工法と工事等を一つ

一つ積算業務の中で精査しましたところ、基礎杭最深部、矢板の先端部になるわけ

ですけれども、そこが硬質岩盤層でありまして、先端部が打ち込めないという判断

になりまして、今回、確実に可能な工法を採用したということで、今回増額の計上

となったものでございます。 

さらにご質問の当初の工事等の内容で、今回下ノ段橋のほうに事業費３,０００

万円を計上してありますけれども、その分今回補助金メニューで通学路の危険対策
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箇所ということで、下ノ段橋と山江錦線の歩道新設も合わせて計上しておるところ

でございました。今回、下ノ段橋のほうに経費がかさむということで、山江錦線の

歩道新設のほうを下ノ段橋のほうに充当するということを現在検討、内容を進めて

おります。従いまして、今回、下ノ段橋のほうに経費を回し、山江錦線の歩道新設

のほうを来年度以降ということで、現在考えているところでございます。 

それから、西川内の舗装につきまして、これは味園涼松線ですけれども、これは

またメニューが違うわけですけれども、そちらのほうも現在２８年度施工の予定で

したけれども、西川内地区に公営住宅の造成工事を進めているということで、路面

も工事車両等が頻繁に行き交いするということで、そちらのほうも造成工事のほう

を見合いながら、西川内の味園涼松線の舗装工事も現段階では来年以降になるとい

うことで考えているところでございます。 

○議長（秋丸安弘君） 赤坂修議員。 

○１番（赤坂 修君） 今、蓑原の歩道整備工事については１年間延ばすということ

で、３年間の事業だったですかね、２９、３０、３１、３年間で一応事業を確実に

完了していただけるということでよろしいでしょうか。 

○議長（秋丸安弘君） 白川建設課長。 

○建設課長（白川俊博君） 山江錦線の歩道新設の件でございます。 

まず、今年度、先ほど申しましたけれども、新設工事も取り入れて進めるという

ことでしたけれども、２８年度につきましては、路線の全体測量の設計を行い、来

年度、２９年度から着手をし、２カ年計画ということで今のところ３０年度完了と

いうことで計画を進めているところでございます。 

○１番（赤坂 修君） 以上、質疑を終わります。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑ありませんか。 

８番、中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 議案第４７号につきまして、１件だけお尋ねをしたいと思い

ます。 

債務負担行為の補正が出ておりますけれども、この経緯について、今この債務負

担行為の補正をしなければならなかった根拠をお尋ねしたいと思います。 

それから、もう１点はですね、１８年契約でなされるわけですが、ページ数は４

ページです。債務負担行為の補正です。エスコ事業ですね。多分、これエアコンの

メンテナンス事業だろうと思いますけれども、補正が出ておりますが、この契約を

ですね、こういうふうに補正をしなければならなくなった経緯、それからこの契約

そのものがですね、１８年契約ですよね。このような契約も通常あり得るのかです

ね、その２点をお尋ねしたいと思います。 
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○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） それでは、お答えいたします。 

債務負担行為のエスコ事業でありますが、これにつきましては、６月議会におい

て議決をいただいたところでございます。議決をいただきまして、最終的な契約の

段階で、光熱費、総額３５０万円ほどでございますけれども、契約前に委託料から

除いた額、１５０万円から１６０万円が電気料ということになるわけですけれど

も、これで大丈夫かということで再確認をいたしました。その結果、当初省エネで

効果があるといった額の中に電灯分の電気料まで含まれていたということでありま

す。そういうことでありましたので、再調査をしました結果、この変更後の額、こ

の額が省エネによる額になるということで、この額に変更させて補正をお願いする

というところでございます。 

それから、１８年という長い契約についてということでありますけれども、これ

につきましては、エアコン等の耐用年数というのは、すみません、ここのところは

ちょっとわかりませんけど、１３年から１５年ということでありますけれども、１

８年で契約したときにもう耐用年数が来た場合ですね、その残りの部分、相手方の

ほうはその３年分については、故障が起きたり、何らかのことがあった場合にはち

ゃんとメンテナンス、機器の取り替えということまでするということでありますの

で、この１８年ということでお願いするところでございます。 

エスコ事業ということでありますけれども、エスコ事業というものは、省エネル

ギー回収に係るすべての経費を光熱水費の削減分で賄う事業ということでございま

す。 

○議長（秋丸安弘君） 中竹耕一郎議員。 

○８番（中竹耕一郎君） 概ねは１３年がそのエアコンの耐用年数ということで、残り

５年間については、この事業で見てあげましょうというような解釈でいいんです

か。 

○議長（秋丸安弘君） 豊永総務課長。 

○総務課長（豊永知満君） 議員おっしゃるとおりでございます。 

○８番（中竹耕一郎君） はい、終わります。 

○議長（秋丸安弘君） ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 
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採決をします。本案を可決することにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１５、議案第４７号、平成２８年度山

江村一般会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可決することに決定いたしまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１６ 議案第４８号 平成２８年度山江村特別会計国民健康保険事業補正予算

（第２号） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第１６、議案第４８号、平成２８年度山江村特別会計国民

健康保険事業補正予算（第２号）を議題とし、質疑を許します。質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１６、議案第４８号、平成２８年度山

江村特別会計国民健康保険事業補正予算（第２号）は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１７ 議案第４９号 平成２８年度山江村特別会計簡易水道事業補正予算（第

２号） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第１７、議案第４９号、平成２８年度山江村特別会計簡易

水道事業補正予算（第２号）を議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１７、議案第４９号、平成２８年度山
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江村特別会計簡易水道事業補正予算（第２号）は、原案のとおり可決することに決

定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１８ 議案第５０号 平成２８年度山江村特別会計農業集落排水事業補正予算

（第２号） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第１８、議案第５０号、平成２８年度山江村特別会計農業

集落排水事業補正予算（第２号）を議題とし、質疑を許します。質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１８、議案第５０号、平成２８年度山

江村特別会計農業集落排水事業補正予算（第２号）は、原案のとおり可決すること

に決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１９ 議案第５１号 平成２８年度山江村特別会計介護保険事業補正予算（第

２号） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第１９、議案第５１号、平成２８年度山江村特別会計介護

保険事業補正予算（第２号）を議題とし、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第１９、議案第５１号、平成２８年度山

江村特別会計介護保険事業補正予算（第２号）は、原案のとおり可決することに決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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日程第２０ 議案第５２号 平成２８年度山江村特別会計後期高齢者医療事業補正予

算（第１号） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第２０、議案第５２号、平成２８年度山江村特別会計後期

高齢者医療事業補正予算（第１号）を議題とし、質疑を許します。質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第２０、議案第５２号、平成２８年度山

江村特別会計後期高齢者医療事業補正予算（第１号）は、原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２１ 議案第５３号 平成２８年度山江村特別会計ケーブルテレビ事業補正予

算（第１号） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第２１、議案第５３号、平成２８年度山江村特別会計ケー

ブルテレビ事業補正予算（第１号）を議題とし、質疑を許します。質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第２１、議案第５３号、平成２８年度山

江村特別会計ケーブルテレビ事業補正予算（第１号）は、原案のとおり可決するこ

とに決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２２ 陳情第１号 青少年健全育成基本法制定の為の陳情書 

○議長（秋丸安弘君） 日程第２２、陳情第１号、青少年健全育成基本法制定の為の陳
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情書を議題とします。まずここで総務文教常任委員会委員長の報告を求めます。 

４番、西孝恒議員。 

○総務文教常任委員長（西 孝恒君） それでは、陳情第１号について報告いたしま

す。 

平成２８年９月１６日、山江村議会議長、秋丸安弘様。山江村議会総務文教常任

委員会委員長、西孝恒。 

委員会審査報告書。 

平成２８年第５回議会定例会で本常任委員会に付託された事件については、９月

１３日午前９時３０分より、議会委員会室において、本常任委員会会議を開催し、

審査を行いました。 

審査の結果、次のとおり決定しましたので、山江村議会会議規則第７６条の規定

により報告します。記、事件の番号、陳情第４号。件名、青少年健全育成基本法制

定の為の陳情書。 

本委員会審査の結果は、委員１名欠席でありましたが、全会一致で採択するもの

とすると決定しました。 

以上報告いたします。 

○議長（秋丸安弘君） 委員長報告が終わりました。 

それでは、質疑を許します。質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論に入ります。討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、日程第２２、陳情第１号、青少年健全育成基

本法制定の為の陳情書については、原案のとおり可決することに決定いたしまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２３ 議員派遣の件 

○議長（秋丸安弘君） 日程第２３、議員派遣の件を議題とします。お手元に配付して

おります議案のとおり、議員を派遣するものであります。 

お諮りします。 

会議規則第１２６条の規定により、議案のとおり議員派遣をしたいと思います
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が、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。よって、議案のとおり議員を派遣するこ

とに決定しました。 

お諮りします。ただいま、議員派遣の件が議決されましたが、派遣場所、派遣期

間等に変更があった場合、その決定については、議長に委任されたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、よって、このように決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２４ 閉会中の継続調査申出書（議会運営委員会、総務文教常任委員会、産業

厚生常任委員会） 

○議長（秋丸安弘君） 日程第２４、閉会中の継続調査申出書を議題とします。 

議会運営委員会委員長、総務文教常任委員会委員長、産業厚生常任委員会委員長

から、会議規則第７４条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり、

閉会中の継続調査をしたい主旨の申し出があります。よって、委員長申し出のとお

り継続調査をしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。よって、委員長の申し出のとおり、それ

ぞれの閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

４番、西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 暫時休憩をお願いしたいと思います。 

○議長（秋丸安弘君） ただいま暫時休憩の動議が出ましたが、暫時休憩することにご

異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、しばらくの間暫時休憩をしたいと思います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５１分 

再開 午後 ０時０３分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） それでは、休憩前に引き続き再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） ４番、西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） 訂正をいたします。 
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先ほど陳情第１号の説明の途中におきまして、記、事件の番号、陳情第４号と申

しましたが、陳情第１号の間違いでありました。 

以上、訂正させていただきます。 

○議長（秋丸安弘君） それでは、ただいま総務文教常任委員長から青少年健全育成基

本法制定を求める意見書案の動議が提出されました。 

本件を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることにご異議ございません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、したがって、青少年健全育成基本法制定を求

める意見書案を日程に追加し、追加日程第１とし議題とすることに決定しました。 

それでは、今から資料を配付してまいりますので、しばらくお待ちください。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

追加日程第１ 発委第４号 青少年健全育成基本法制定を求める意見書案 

○議長（秋丸安弘君） 追加日程第１、発委第４号、青少年健全育成基本法制定を求め

る意見書案を議題とします。 

提案者の説明を求めます。 

総務文教常任委員会委員長、西孝恒議員。 

○４番（西 孝恒君） それでは、発委第４号について説明をいたします。 

平成２８年９月１６日、山江村議会議長、秋丸安弘様。山江村議会総務文教常任

委員会委員長、西孝恒。 

青少年健全育成基本法の制定を求める意見書案を別紙のとおり、会議規則第１３

条第２項の規定により提出いたします。 

提案の理由としましては、先ほど陳情第１号でご決定いただきました陳情書に伴

う意見書であります。 

青少年の荒廃は深刻な事態に直面しております。青少年健全育成に対する基本理

念や方針などを明確にし、有害環境から青少年を守るために、国や地方公共団体、

事業者や保護者等の責務を明らかにするなど、一貫性のある包括的、体系的な法整

備が必要であることから、本委員会として国へ意見書を提出し、法の制定を求める

ものであります。 

議員各位におかれましては、慎重に審議の上、ご決定賜りますようお願いいたし

ます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（秋丸安弘君） それでは、提案者の説明が終わりましたので、議案審議のため

暫時休憩をしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。 

それでは、しばらくの間暫時休憩をしたいと思います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時０８分 

再開 午後０時１１分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） それでは、議案審議が終わりましたので再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） 議題となっております追加日程第１、発委第４号、青少年健全

育成基本法の制定を求める意見書案を議題とし、質疑を許します。質疑ありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 質疑なしと認めます。 

次に、討論ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 討論なしと認めます。 

採決をします。本案を可決することにご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認め、追加日程第１、発委第４号、青少年健全育成

基本法の制定を求める意見書案については、原案のとおり可決することに決定しま

した。 

ここで、お諮りいたします。 

会議規則第４４条の規定により、本会議で議決された事件、条項、字句、数字、

その他整理を議長に委任することに異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。したがって、本定例会において議決した

事件の条項、字句、数字、その他整理を議長に委任することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（秋丸安弘君） これで、本定例会の会議に付されました事件はすべて終了いた

しました。 

お諮りいたします。これで本定例会を閉会したいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（秋丸安弘君） 異議なしと認めます。平成２８年第５回山江村議会定例会を閉

会します。ありがとうございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後０時１２分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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